
白
飯
に
か
け
て
、
醤
油
で
味
付
け
し
て
食
べ
る
「
卵
ご
飯
」
の
よ
う
な
食
べ
方
、
病

気
な
ど
の
栄
養
補
給
や
滋
養
強
壮
の
効
果
を
期
待
し
て
生
卵
を
飲
む
な
ど
、
卵
の
生

食
も
、
今
や
家
庭
や
旅
館
の
朝
食
な
ど
の
定
番
、
飲
食
店
な
ど
で
も
当
た
り
前
の
食

べ
方
だ
が
、
江
戸
期
の
記
録
に
見
え
る
こ
と
は
少
な
く
貴
重
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
は
「
一
、
い
り
鳥
、
寒
大
根
・
こ
ん
に
や
く
、

鳥
（
鶏
）、
鶏
生
身
　
赤
間
役
場
に
持
参
」（
嘉
永
四
年
三
月
十
四
日
）、「
勝
次
方
よ
り

鶏
壱
羽
歳
暮
ニ
参
候
事
」（
嘉
永
四
年
十
二
月
二
十
八
日
）、「
浅
木
よ
り
清
吉
鶏
買
に

参
候
事
」（
嘉
永
五
年
二
月
二
十
一
日
）、「
鶏
壱
羽
手
元
有
合
、
掛
目
弐
斤
半
位
」（
文

久
四
年
八
月
十
八
日
）、「
鶏
手
元
有
合
」（
文
久
四
年
九
月
七
日
）、「
弁
当
、旦
那
様

鶏
煮
〆
、
御
家
来
は
香
物
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
三
日
）、「
酒
五
升
、
大
あ
ら
壱

枚
、
鶏
壱
羽
、
御
求
分
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
六
日
）
な
ど
の
記
述
が
あ
っ
て
、

幕
末
の
宗
像
で
は
鶏
（
肉
）
が
歳
暮
の
品
で
贈
答
さ
れ
る
ほ
ど
高
級
品
か
つ
貴
重
品

で
あ
り
、
日
常
の
食
事
や
酒
宴
な
ど
の
料
理
献
立
で
も
多
く
見
ら
れ
、
家
庭
や
店
舗

な
ど
か
ら
の
調
達
も
含
め
、
他
地
域
よ
り
も
流
通
し
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。

　

お
わ
り
に

　
現
在
、
宗
像
周
辺
で
は
、「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」「
宗
像
鶏
」
の
産
地
の
名
残
な
の

か
、
卵
を
産
ま
な
く
な
っ
た
廃
鶏
（
親
鶏
）
を
食
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
郷
土
料
理
「
か
し
わ
の
す
き
焼
き
（
鶏
す
き
）」
も
、
祭
り
や
お
祝
い
、
宴

会
、
地
域
の
寄
り
合
い
な
ど
ハ
レ
の
日
の
行
事
食
、
お
も
て
な
し
食
と
し
て
、
家
庭

や
地
域
、
飲
食
店
で
も
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
宗
像
大
社
の
直
会
・
お
も
て
な
し

で
も
、
鶏
す
き
が
よ
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
い
、
最
近
で
は
宗
像
市
の
池
野
地
区
で
は
、

「
鶏
す
き
交
流
会
」
な
ど
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
地
元
の
食
文
化
・
郷
土
料
理
の
「
鶏

す
き
」
を
活
か
し
て
い
る
。

　
私
も
実
際
に
市
史
の
調
査
の
過
程
で
、
宗
像
流
の
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
孔
大
寺

地
区
で
ご
馳
走
に
な
る
機
会
が
あ
っ
た
。
私
の
飯
塚
市
の
実
家
も
、
昔
は
家
庭
で
養

鶏
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
人
生
最
初
の
す
き
焼
き
は
牛
で
な
く
鶏
で
あ
っ
た
こ
と
を

幼
少
時
な
が
ら
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
ぜ
宗

像
の
人
々
は
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
こ
の
よ
う
に
行
事
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
好
ん
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
調
味
料
と
し
て
砂
糖
を
大
量
に
使

用
す
る
の
か
な
ど
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
ま
た
、
今
や
幻
・
謎
と
な
っ

た
「
宗
像
鶏
」
や
「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」
の
歴
史
、
ル
ー
ツ
も
た
い
へ
ん
気
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
日
本
人
、
筑
前
福
岡
・
宗
像
の
人
々
は
鶏
肉
や
鶏
卵
を
い
つ
頃
か
ら
、

な
ぜ
、
何
が
き
っ
か
け
で
、
ど
の
よ
う
な
時
代
・
社
会
背
景
で
よ
く
食
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
な
ど
の
根
本
的
な
問
題
、
研
究
課
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
食
文
化
誌
に
お
い
て
は
、
記
録
史
料
と
共
に
地
域
の
記
憶
の
聞
き
取
り
、
民
俗
学

的
な
要
素
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
地
域
に
根
差
し
た
食
文
化
・
食
生
活
の
歴

史
に
つ
い
て
、
宗
像
地
域
に
残
る
貴
重
な
歴
史
史
料
、
郷
土
資
料
を
紐
解
き
、
地
域

の
方
々
の
声
や
記
憶
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
民
俗
部
会
や
近
代
、
現
代
部
会
な
ど
と

も
共
同
で
調
査
研
究
を
進
め
、『
新
修
宗
像
市
史:

宗
像
の
く
ら
し
』
の
中
で
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

【
付
記
】

　
近
世
部
会
で
は
、
近
世
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
（
一
六
〇
〇
～
一
八
六
八
年
）
の

宗
像
地
域
（
宗
像
郡
）
を
中
心
に
、
①
政
治
史
（
い
く
さ
と
人
々
）②
交
通
・
流
通

史
（
海
の
道
・
陸
の
道
）③
学
問
・
教
育
・
文
化
史
（
学
び
）④
生
活
文
化
史
（
く
ら

し
）
の
巻
・
分
野
を
担
当
し
、
宗
像
地
域
に
残
る
江
戸
時
代
の
古
文
書
や
記
録
類
、

『
宗
像
郡
誌
』
な
ど
郷
土
資
料
の
調
査
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

　
皆
さ
ん
も
身
近
な
地
域
や
ま
ち
の
歴
史
、
家
や
家
族
・
ご
先
祖
様
の
歴
史
、
地
域

の
先
人
達
が
残
し
た
記
録
や
足
跡
、
ふ
る
さ
と
宗
像
の
歩
み
を
紐
解
く
手
が
か
り
に

な
る
「
史
料
」
に
つ
い
て
、
海
の
道
む
な
か
た
館
や
宗
像
市
民
図
書
館
を
訪
れ
て
知
っ

て
頂
く
と
同
時
に
、
こ
れ
を
機
会
に
ぜ
ひ
情
報
を
お
寄
せ
頂
き
、
市
民
の
み
な
さ
ん

や
地
域
と
共
に
『
新
修
宗
像
市
史
』
を
編
集
し
て
い
き
た
い
。

　
今
回
の
執
筆
に
あ
た
り
、
私
に
福
岡
の
鶏
肉
と
鶏
卵
の
食
文
化
の
歴
史
の
調
査
研

究
へ
と
導
い
て
下
さ
っ
た
福
岡
県
畜
産
課
の
元
職
員
で
あ
り
、
福
岡
県
筑
後
農
林
事

務
所
職
員
で
九
州
鶏
す
き
学
会
主
任
研
究
員
の
近
藤
裕
隆
氏
、
農
事
法
人
福
栄
組
合

や
Ｊ
Ａ
、
福
岡
県
畜
産
課
・
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
、
筑
紫
野
市
を
中
心
と
す
る

福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
、
古
賀
市
の
は
か
た
一
番
ど
り
・
あ
ら
い
フ
ー

ズ
、
香
椎
宮
鶏
石
神
社
の
例
祭
「
鶏
魂
祭
」
で
ご
縁
を
頂
い
た
香
椎
宮
の
足
立
憲
一

宮
司
を
は
じ
め
、
鶏
石
神
社
を
崇
敬
さ
れ
る
養
鶏
業
関
係
者
の
皆
様
、
福
岡
地
方
史

研
究
会
の
会
員
の
皆
様
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
ご
教
示
・
ご
助
言
を
頂
い
た
民
俗
部
会
の

森
弘
子
先
生
を
は
じ
め
、
近
世
部
会
部
会
員
の
方
々
、
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
・

事
務
局
の
皆
様
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

註（
１
）
近
世
福
岡
藩
領
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
養
鶏
協
会

『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、『
新
宮
町
誌
別
冊
福
岡
県
糟
屋
郡
新

宮
町
相
島
に
お
け
る
朝
鮮
通
信
使
来
泊
時
の
食
』
新
宮
町
、
一
九
九
七
年
、
竹
川

克
幸
「
福
岡
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌―

江
戸
期
・
筑
前
国
福
岡
藩
領
を
中
心

に―

」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
三
号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
五
年
、
や
竹

川
「
福
岡
県
の
鶏
食
文
化
と
鶏
肉
料
理
～
筑
前
福
岡
藩
領
を
中
心
に
～
」『
か
し
わ

好
い
と
お
』
福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
な
ど
。
鶏
や
養
鶏
全
般
に
つ
い

て
は
、
小
穴
彪
『
日
本
食
肉
史
基
礎
資
料
集
成
第
三
九
二
輯
　
日
本
鶏
の
歴
史
』

一
九
五
一
年
や
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』
法
政
大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
、
矢
野
晋
吾
『
ニ
ワ
ト
リ
は
い
つ
か
ら
庭
に
い
る
の
か
｜
人
間
と
鶏

の
民
俗
誌
』Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
ラ
ジ
オ
歴
史
再
発
見
、
二
〇
一
七
年
、
土
田
美
登

世
『
や
き
と
り
と
日
本
人
』
光
文
社
、
二
〇
一
四
年
が
詳
し
い
。

　
　
　
ま
た
『
新
修
宗
像
市
史
』
近
世
部
会
よ
り
の
調
査
報
告
と
し
て
、「
宗
像
市
広
報
・

む
な
か
た
タ
ウ
ン
プ
レ
ス
　
時
間
旅
行
ム
ナ
カ
タ
第
74
回
　
近
世
宗
像
の
鶏
肉
・

鶏
卵
の
食
文
化
誌 

「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
み
る
江
戸
時
代
の
食
文
化 

」（
二
〇

一
七
年
五
月
十
五
日
号
）
を
参
照
。

（
２
）
川
添
昭
二
、
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
七
巻
中
、
文

献
出
版
、
一
九
八
四
年
、
三
四
四
頁

（
３
）
い
ず
れ
も
平
凡
社
東
洋
文
庫
シ
リ
ー
ズ
、
ケ
ン
ぺ
ル
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』

平
凡
社
、シ
ー
ボ
ル
ト
『
江
戸
参
府
紀
行
』
平
凡
社
、フ
ィ
ッ
セ
ル
『
日
本
風
俗
備
考
』

平
凡
社
、Ｃ
Ｐ
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
『
江
戸
参
府
随
行
記
』
平
凡
社
な
ど
。
ま
た
長
崎
街

道
の
食
文
化
や
南
蛮
料
理
・
南
蛮
菓
子
の
食
文
化
に
つ
い
て
は
江
後
迪
子
『
南
蛮

か
ら
来
た
食
文
化
』
弦
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
江
後
迪
子
『
長
崎
奉
行
の
お
献
立
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年

（
４
）『
福
岡
県
史
　
近
世
史
料
編
年
代
記
一
』
一
九
九
〇
年
、
西
日
本
文
化
協
会
、「
萬

年
代
記
帳
」
二
四
五
～
二
四
六
頁
、
吉
田
保
『
小
竹
一
口
よ
も
や
ま
話
』
二
〇
〇

三
年
、
二
二
頁
参
照
。

（
５
）『
太
宰
府
市
史
』
近
世
資
料
編
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
〇
～
三
〇
三
頁
、「
竹
森

家
文
書
」「
安
政
五
年
午
十
月
公
儀
御
役
々
并
伝
習
方
勝
麟
太
郎
様
蘭
人
一
同
十
月

十
八
日
博
多
御
上
陸
翌
十
九
日
宰
府
参
詣
同
所
御
立
雑
餉
隈
小
休
諸
事
留
書
（
観

世
音
寺
村
分
）」
や
『
大
野
城
市
史
』
資
料
編
「
高
原
家
文
書
」
な
ど
参
照
。
ま
た

カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
六

四
年
も
参
照
。

（
６
）
橋
爪
伸
子
監
修
『
熊
本
藩
士
の
レ
シ
ピ
帖
』
財
団
法
人
熊
本
国
際
観
光
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
～
二
七
頁
、
橋
爪
伸
子
・
江
後
迪
子
「「
料

理
方
秘
」
に
つ
い
て
」『
香
蘭
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
〇
号
、
一
九
九
八

年

（
７
）
板
坂
燿
子
編
『
近
世
紀
行
文
集
成
』
第
二
巻
、
九
州
篇
、
葦
書
房
、
二
〇
〇
二

年
「
旅
の
恥
か
き
す
て
の
日
記
」
二
八
頁

（
８
）
竹
川
「
香
椎
宮
の
鶏
石
神
社
に
つ
い
て
」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
四

号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
六
年
、
前
掲
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』

法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
一
四
～
二
一
五
頁

（
９
） 

『
九
州
文
化
史
研
究
所
史
料
集
４
　
福
岡
藩
粕
屋
郡
大
庄
屋
留
書
』
九
州
文
化
史

研
究
所
史
料
集
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
六
頁

（
10
）『
和
漢
三
才
図
会
６
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
二
二
一
頁

（
11
） 

『
福
岡
県
史 

通
史
編 

福
岡
藩
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
二
〇
〇
二
年
、
七
七
九

～
七
八
〇
頁
、『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
一
九
九
一
年
、
三
一
七
～
三
一
八
頁
な

ど
参
照
。

（
12
）
秀
村
選
三
編
『
博
多
津
要
録
』
全
三
巻
、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
八
年

（
13
）
松
下
志
朗
『
七
隈
史
料
叢
書
九
　
福
岡
藩
法
令
集
１
』
一
九
七
六
年
、
五
六
～

五
七
頁

（
14
）
前
掲
『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
三
一
七
～
三
一
八
頁
、
八
五
八
～
八
五
九
頁

参
照
。

（
15
）『
福
岡
県
史
資
料
第
一
輯
』
一
九
三
二
年
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
三
九
〇
頁
、
前

掲
『
福
岡
県
史
　
通
史
編
　
福
岡
藩
二
』
七
七
九
～
七
八
〇
頁
参
照
。

（
16
）
福
岡
県
養
鶏
協
会
『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、
一
五
八
頁
、

山
本
辰
雄
『
福
岡
県
農
業
外
史
』
農
業
春
秋
社
、
一
九
六
三
年

（
17
）『
宗
像
市
史
　
史
料
編
第
三
巻
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
五
年
「
地
方
文
書
・
中

村
家
文
書
」「
一
六
〇 

鶏
出
荷
控
帳
」
六
五
四
～
六
五
九
頁

（
18
） 

『
福
岡
県
史
　
近
代
史
料
編
　
福
岡
県
地
理
全
誌
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九

八
三
年

（
19
）『
宗
像
市
民
俗
調
査
報
告
書
第
２
集
　
旧
宿
場
町
・
赤
間
（
二
）』
宗
像
市
教
育

委
員
会
、
一
九
八
九
年

（
20
）
秀
村
選
三
編
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉
田
家
家
事
日
記
帳
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
二

年

（
21
）『
宗
像
市
史
　
通
史
編
第
二
巻
、
古
代
・
中
世
・
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
九
年
、

第
四
章
家
記
・
地
誌
に
み
る
宗
像
の
村
　
第
二
節
五
「
家
事
日
記
帳
に
見
え
る
食

物
（
ハ
レ
の
日
の
料
理
）」
九
八
五
～
九
九
七
頁
、
及
び
前
掲
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉

田
家
家
事
日
記
帳
』
解
題
部
分
一
二
、
五
五
五
～
五
六
四
頁
参
照
。

（
22
）
江
戸
期
の
料
理
書
と
し
て
は
、
作
者
不
詳
、
平
野
雅
章
訳
『
料
理
物
語
』
教
育

社
、
一
九
八
八
年
、
杉
野
権
兵
衛
原
著
、
福
田
浩
・
島
崎
と
み
子
訳
『
名
飯
部
類
』

教
育
社
、
一
九
八
九
年
、
博
望
子
原
著
、
原
田
信
男
訳
『
料
理
山
海
郷
』
教
育
社
、

原
田
信
男
校
註
・
解
説
『
料
理
百
珍
集
』
八
坂
書
房
、
一
九
九
七
年
な
ど
が
参
考

に
な
る
。

（
23
）『
近
世
風
俗
志
　
守
貞
謾
稿
』
岩
波
文
庫

（
24
）『
江
漢
西
遊
日
記
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
六
年
、　
一
七
八
頁
参
照
。

（
た
け
が
わ
か
つ
ゆ
き
　
近
世
部
会
）

25

《
調
査
報
告
》

　　
は
じ
め
に

　
宗
像
市
池
田
と
遠
賀
郡
岡
垣
町
高
倉
・
内
浦
の
境
に
聳
え
る
孔
大
寺
山
（
標
高
四

九
九
ｍ
）
は
、
湯
川
山
、
金
山
、
城
山
と
並
ぶ
宗
像
連
峰
（
宗
像
四
塚
）
の
一
角
で

あ
り
、
中
腹
に
は
宗
像
三
社
（
沖
津
宮
・
中
津
宮
・
辺
津
宮
）、
織
幡
宮
、
許
斐
権

現
と
共
に
宗
像
六
社
の
一
つ
と
さ
れ
る
孔
大
寺
権
現
が
祀
ら
れ
、
宝
満
修
験
の
春
の

峰
入
り
（
宝
満
山
葛
城
峯
）
の
胎
蔵
界
九
尊
の
峯
の
第
十
に
当
て
ら
れ
た
山
岳
信
仰

の
聖
地
で
あ
る
（
第
１
図
）。

　
ま
た
江
戸
時
代
前
期
に
、
貝
原
益
軒
に
よ
り
著
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
宗

像
郡
・
孔
大
寺
山
の
項
に
は
、
孔
大
寺
権
現
の
名
の
由
来
と
し
て
、「
山
の
頂
に
大

穴
あ
り
。
故
孔
大
寺
と
號
す
」
と
あ
り
、
孔
大
寺
の
名
の
由
来
が
、
山
頂
の
大
穴
に

基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
伝
承
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
近
年
、
長
野
覺
氏
、
江
上
智
恵
氏
に
よ
り
、
山
頂
一
帯
に
、
人
工
的
に
掘
ら

れ
た
窟
状
の
穴
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
実
在
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
中
腹
に
あ
る
孔
大
寺
権
現
の
境
内
一
帯
で
は
、
古
代
～
中
世
の
土
師
器

等
の
遺
物
が
大
量
に
散
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、「
池
田
孔
大
寺
遺
跡
」
と
し
て
周

知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
過
去
に
も

報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
森 

二
〇
〇
八
・
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会 

二
〇
一
一
・
海
の
道
む
な
か
た

館 

二
〇
一
六
）。

　
岡
寺
と
森
は
、
こ
れ
ら
孔
大

寺
権
現
の
境
内
、
さ
ら
に
は
山

頂
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
、
孔

大
寺
山
の
山
岳
信
仰
に
関
わ
る

重
要
地
点
の
可
能
性
が
あ
る
と

認
識
し
た
た
め
、『
宗
像
市
史
』

編
纂
に
お
け
る
調
査
の
一
環
と

し
て
、
若
杦
善
満
（
苅
田
町
教

育
委
員
会
）
の
同
行
の
下
、
現

地
調
査
を
二
〇
一
六
年
七
月
三

日
に
行
い
、
さ
ら
に
二
〇
一
七

年
十
二
月
三
日
に
、
岡
寺
と
若
杦
に
よ
り
補
足
調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら

の
調
査
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

孔
大
寺
山
頂
周
辺
「
大
穴
」
の
調
査
内
容

（
一
）
調
査
概
要

　『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
現
地
調

査
に
よ
り
孔
大
寺
山
山
頂
（
標
高
四
九
九
ｍ
）
か
ら
一
〇
～
二
〇 

ｍ
ほ

ど
下
が
っ
た
傾
斜
地
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
人
為
的
に
横
か
ら
掘
削
さ

れ
た
穴
七
カ
所
と
掘
削
後
に
埋
没
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
窪
地
四
カ
所

の
計
十
一
カ
所
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
分
布
・
規
模
・
構
造
等
の

把
握
を
目
的
と
し
、位
置
図
（
第
２
図
）
お
よ
び
残
存
状
況
が
良
好
な
「
大

穴
」
一
カ
所
（
５
号
）
に
つ
い
て
、
平
面
図
・
縦
断
面
図
（
第
３
図
）

を
作
成
し
、
他
の
「
大
穴
」
つ
い
て
は
形
状
や
残
存
状
況
の
確
認
を
お

こ
な
っ
た
。「
大
穴
」
の
内
部
・
周
辺
、
窪
地
に
お
い
て
は
、
明
確
な
遺

物
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
１
号
「
大
穴
」
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
一
標
高
の
傾
斜
面
に
位
置
し
、
西

側
稜
線
周
辺
に
二
カ
所
（
７
・
８
号
）、
北
側
稜
線
周
辺
に
四
カ
所
（
１
・

９
～
11
号
）、南
東
側
稜
線
周
辺
に
五
カ
所
（
２
～
６
号
）
が
分
布
す
る
。

　
窪
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
形
状
や
、
現
存
す
る
「
大
穴
」
に
近

接
す
る
こ
と
、
窪
地
よ
り
も
低
い
傾
斜
地
で
開
口
方
向
に
掘
削
時
に
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
礫
の
集
中
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
大
穴
」
が

埋
没
し
た
箇
所
と
推
定
し
た
。

　
以
下
に
、
各
号
の
「
大
穴
」
の
形
状
・
規
模
を
述
べ
、
測
量
を
実
施

し
た
５
号
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
詳
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
１
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
八
ｍ
を
測
る
窪
地
。
２

号
は
横
穴
形
状
で
、
天
井
部
の
落
盤
に
よ
り
奥
壁
が
露
出
す
る
。
３
号

は
、
現
存
長
さ
約
七
・
五
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
す
る
。
４
号
は
、現
存
長

さ
約
七
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
で
あ
る
。
６
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、

径
約
三
・
六
ｍ
を
測
る
窪
地
で
、
窪
地
よ
り
低
い
南
西
側
に
礫
の
集
中

が
観
察
さ
れ
た
。
７
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
す
る
窪
地
で
あ
る
。
８
号
は
、
現
存

長
さ
約
八
・
三
ｍ
、
幅
約
一
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
し
、
奥
壁
が
逆
Ｌ
字
状
に
屈

曲
す
る
。
ま
た
８
号
の
開
口
部
北
側
に
は
径
約
三
・
五
ｍ
の
窪
地
と
礫
の
集
中
を
確

認
し
た
。
９
号
は
、
方
形
状
を
呈
し
、
長
さ
約
四
・
五
ｍ
の
窪
地
で
あ
る
。
10
号
は
、

平
面
Ｌ
字
状
を
呈
し
、
短
辺
長
さ
約
四
ｍ
、
長
辺
長
さ
約
五
ｍ
の
窪
地
。
11
号
は
、

円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
六
ｍ
の
窪
地
。

　
詳
細
に
実
測
調
査
を
行
っ
た
５
号
「
大
穴
」
は
、
幅
約
一
・
〇
～
一
・
六
ｍ
、
高

さ
〇
・
六
～
二
・
二
ｍ
、
全
長
約
七
・
二
ｍ
の
規
模
で
南
西
方
向
に
開
口
す
る
横
穴

形
状
を
呈
し
て
い
る
。
縦
断
面
の
形
状
は
凸
字
状
を
呈
し
、
現
存
す
る
開
口
部
を
頂

点
と
し
て
、
内
側
・
外
側
に
向
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
（
第
３
図
）。
現
状
の
外

側
は
天
井
部
・
壁
面
の
崩
落
に
よ
り
埋
没
す
る
が
、
測
量
の
結
果
、
従
来
の
開
口
部

は
現
存
す
る
開
口
部
よ
り
西
側
に
約
二
ｍ
の
位
置
に
推
測
さ
れ
る
。

　
内
側
に
は
、
高
さ
約
二
・
二
ｍ
、
長
さ
約
二
ｍ
、
幅
約
〇
・
六
～
〇
・
八
ｍ
の
空

間
が
存
在
し
、
床
面
に
は
、
径
約
五
㎝
の
棒
状
の
加
工
木
や
木
片
が
中
量
に
、
径
一

〇
～
五
〇
㎝
を
測
る
礫
が
多
量
に
堆
積
し
て
い
た
（
写
真
３
）。
こ
れ
ら
の
礫
は
、

基
盤
（
地
山
）
層
の
安
山
岩
で
風
化
が
進
ん
だ
た
め
脆
弱
な
地
質
を
呈
し
、「
大
穴
」

掘
削
時
・
使
用
時
か
ら
の
経
年
に
よ
る
天
井
部
・
壁
面
か
ら
崩
落
し
た
礫
群
と
考
え

ら
れ
る
。
崩
落
が
少
な
い
奥
壁
面
に
お
い
て
は
、
壁
面
を
平
滑
に
仕
上
げ
る
な
ど
整

形
に
関
係
す
る
加
工
痕
は
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
（
写
真
３
・
４
）。
ま
た
、
奥
壁
面

の
ほ
ぼ
中
央
下
部
に
お
い
て
、
斜
方
向
に
径
約
三
㎝
、
深
さ
約
八
㎝
の
人
工
的
な
穿

孔
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
小
孔
が
観
察
さ
れ
、
孔
内
部
に
は
木
片
が
残
存
し
て

い
た
（
写
真
５
）。

　
５
号
の
開
口
部
か
ら
西
側
に
か
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
幅
二
・
二
ｍ
、
長
さ
五

・
二
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
は
、
径
五
～
二
〇
㎝
を
測
る
礫
が
中
量
に
堆
積
す
る
（
写

真
３
）。
こ
れ
ら
も
内
側
と
同
様
に
経
年
に
よ
る
開
口
部
付
近
が
崩
落
し
た
礫
群
と

考
え
ら
れ
る
。

　
５
号
の
開
口
方
向
で
あ
る
南
西
側
に
は
、
礫
の
集
中
が
見
ら
れ
な
い
幅
約
三
ｍ
の

平
坦
面
が
南
北
方
向
に
展
開
す
る
。
北
西
側
稜
線
あ
る
い
は
南
東
側
稜
線
に
続
く
通

路
と
推
定
さ
れ
る
が
、
北
西
側
は
６
号
の
崩
落
礫
群
の
堆
積
、
南
東
側
は
３
・
４
号

の
掘
削
に
よ
り
、
各
稜
線
へ
の
接
続
は
現
状
に
お
い
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
５
号
の
平
坦
面
よ
り
、
さ
ら
に
南
西
側
の
傾
斜
地
に
お
い
て
、
幅
約
八
ｍ
、
長
さ

約
四
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
、
径
五
～
三
〇
㎝
の
礫
が
集
中
す
る
範
囲
を
確
認
し
た
。

そ
の
分
布
範
囲
か
ら
、「
大
穴
」
を
掘
削
し
た
際
に
廃
棄
し
た
礫
と
推
定
さ
れ
る

（
写
真
６
）。

（
二
）「
大
穴
」
の
性
格
等
に
つ
い
て

　
山
頂
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
遺
物
は
確
認
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
、
現
状
で
は
考
古
学
的
に
時
代
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か

し
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
大
穴
」
の
記
載
か
ら
、
十
八
世
紀
以
前
に
は
、
既

に
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
大
穴
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
、
大
穴
に
つ

い
て
「
宗
像
縁
起
に
、
昔
は
彼
穴
口
に
高
棚
を
か
ま
へ
、
未
嫁
女
を
生
贄
と
せ
し
に
、

神
出
て
白
馬
の
形
を
現
し
、
或
は
大
蛇
の
形
を
あ
ら
は
し
て
、
其
女
を
食
せ
し
と
云
」

と
記
し
、
生
贄
を
神
に
捧
げ
る
場
で
あ
る
記
載
の
存
在
を
示
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

益
軒
は
こ
の
見
解
に
否
定
的
で
あ
る
）。

　
生
贄
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
説
は
さ
て
お
き
、
こ
の
「
大
穴
」
の
性
格
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
像
大
社
所
蔵
資
料
の
『
吉
野
期
神
事
目
録
』
に
は
二
月
一

日
か
ら
四
日
ま
で
孔
大
寺
三
所
権
現
、
千
手
堂
法
華
会
、
高
棚
六
所
神
供
の
こ
と
を

記
し
て
い
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
四
〇
頁
）。
こ
こ
に
あ
る
「
高

棚
六
所
」
が
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
高
棚
」
と
同
一
で
あ
れ
ば
、
山
頂
の
「
大

穴
」
の
前
に
高
棚
が
置
か
れ
て
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
来
の
「
大
穴
」
の
用
途
と
し
て
は
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
供

の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
来
の
用
途
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
そ
の
一
つ
に
は
山
岳
修
験
の
修
行
を
行
う
参
籠
窟
等
の
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
頂
に
無
造
作
に
複
数
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ

も
そ
も
が
窟
修
行
自
体
が
、
自
然
に
生
じ
た
空
隙
な
ど
を
窟
空
間
と
し
て
瞑
想
を
行

う
こ
と
に
よ
り
自
然
と
一
体
と
な
る
と
い
う
自
然
崇
拝
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
自
然
崇
拝
の
思
想
に
由
来
す
る
参
籠
窟
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
人
工
的
に
掘
削
し
た
痕
跡
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鉱
石
採
掘
の
痕
跡
で

は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た

『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
の
宗
像
郡
池
田
村
の
項
に
は
、「
此
村
の
北
の
方
依
嶽

の
麓
に
て
元
禄
年
中
銅
鉱
有
と
て
試
に
穿
た
り
。
銅
多
か
ら
す
と
て
幾
程
な
く
其
事

止
た
り
。
釣
山
と
云
。
又
孔
大
寺
の
下
に
も
所
々
穿
し
穴
有
」
と
あ
っ
て
、
元
禄
年

間
に
銅
鉱
採
掘
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
の
「
孔
大
寺
の

下
」
が
、「
孔
大
寺
山
山
頂
の
下
」
と
い
う
意
味
か
、「
孔
大
寺
権
現
の
下
」
と
い
う

意
味
か
で
、
場
所
が
変
わ
っ
て
く
る
が
、
今
回
調
査
し
た
「
大
穴
」
群
を
指
し
て
い

る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
元
禄
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土

記
』
に
は
、
伝
承
を
伴
っ
た
形
で
「
大
穴
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
銅
鉱
石
の

テ
ス
ト
ピ
ッ
ト
（
試
掘
坑
）
に
し
て
は
画
一
的
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

現
段
階
に
お
い
て
は
推
定
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
他
の
可
能
性
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
大
穴
」

が
標
高
五
〇
〇
ｍ
近
く
と
宗
像
地
域
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
最
高
所
に
あ
た
る
こ
と

や
、「
大
穴
」
の
形
状
か
ら
み
て
、
穴
の
内
側
へ
の
雨
水
流
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
日
光
が
差
し
込
ま
な
い
構
造
で
あ
り
、
穴
内
部
の
温
度
・
湿
度

は
一
定
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
地
と
構
造
上
の
特
徴
か

ら
、「
大
穴
」
は
冬
季
に
降
っ
た
雪
を
蓄
積
し
、春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
温
暖
期
ま
で
、

氷
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
「
氷
室
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
一
年
を
通
じ
て
容
易
に
氷
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
現
代
と
は
異
な

り
、
夏
の
暑
い
時
季
に
氷
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
近
世
以
前
に
お
い
て

は
、
温
暖
期
の
氷
は
非
常
に
重
宝
さ
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
涼
を
得
る
な
ど
の
貴
人
の

風
流
ば
か
り
で
は
な
く
、
宗
教
儀
式
や
祈
祷
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
い
う
。
孔
大
寺
権
現
は
も
と
よ
り
、
宗
像
大
社
な
ど
で
行
わ
れ
る
儀
式
等
に

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』

に
も
未
婚
女
性
の
生
贄
の
場
所
と
い
う
常
時
立
ち
入
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う

な
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
氷
と
い
う
貴
重
な
財
産
を
守
る
た
め
の
附
会
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
、
氷
室
と
判
断
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
あ
る
。
一
つ
は
、「
大

穴
」
の
配
置
が
氷
室
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
日
が
差
し
込
み
に
く
い
北
向
き
を
中
心
と

し
た
配
置
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
開
口
す
る
方
位
に

北
へ
の
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
福
岡
県
内
に
お
け
る
氷
室
と
し
て
は
豊
前
市
の
求
菩

提
山
山
中
の
近
世
の
も
の
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
積
石
を
伴
っ
て
お
り
、

明
ら
か
に
形
状
が
異
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上

に
想
定
が
難
し
く
、
ま
た
銅
鉱
石
の
試
掘
坑
の
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
、
断
定
も

否
定
も
言
え
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　

孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
の
調
査
内
容

　
孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
は
、
孔
大
寺
山
の
西
側
中
腹
（
標
高
三
一
九
ｍ
）
に
鎮

座
す
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
孔
大
寺
山
権
現
は
、
吉
野
の
蔵
王
権
現
の
一

神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
後
期
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続

風
土
記
拾
遺
』
宗
像
郡
・
池
田
村
孔
大
寺
山
神
社
の
項
に
は
、「
昔
此
御
社
繁
昌
の

時
は
山
中
に
坊
舎
多
か
り
し
よ
し
今
も
其
址
有
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
神
木
の
銀
杏
、

千
手
観
音
堂
の
こ
と
な
ど
も
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
周
辺
に
は
人
工
的
に
造
成
さ
れ
た
平
坦
面
群
や
大
量

の
遺
物
散
布
が
見
ら
れ
た
た
め
、
現
地
調
査
の
際
に
、
岡
寺
が
千
分
の
一
の
縮
尺
に

よ
り
現
況
の
境
内
平
面
図
を
作
成
し
た
（
第
４
図
）。
そ
の
図
を
基
に
ま
ず
は
境
内

の
状
況
を
確
認
す
る
。

　
孔
大
寺
山
の
中
腹
、
標
高
三
一
九
ｍ
地
点
に
、
現
在
、
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
が

東
向
き
に
置
か
れ
て
お
り
（
写
真
８
）、
そ
の
社
殿
を
中
心
に
東
西
約
一
五
〇
ｍ
に

わ
た
っ
て
平
坦
面
群
が
並
列
し
て
い
る
。
社
殿
か
ら
東
へ
下
っ
た
尾
根
の
鞍
部
に

は
、
福
岡
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
孔
大
寺
の
イ
チ
ョ
ウ
」
の
大
木

が
あ
る
。
現
在
、
胸
高
周
囲
は
六
・
〇
ｍ
、
根
廻
り
九
・
四
ｍ
も
あ
る
大
木
で
、
孔

大
寺
宮
の
御
神
木
と
さ
れ
、
地
元
で
大
切
に
護
ら
れ
て
い
る
（
写
真
９
）。
こ
の
銀
杏

に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
「
め
ぐ
り
五
囲
あ
り
」、『
筑
前
国
続
風
土

記
附
録
』
で
は
「
六
囲
余
」、『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
で
は
「
囲
ミ
三
丈
壱
尺
稀

世
の
喬
木
也
」
と
あ
る
。
三
丈
一
尺
は
、
約
九
・
四
～
九
・
五
ｍ
で
あ
り
、
根
廻
り

の
数
値
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
「
大
木
の
銀
杏
ハ

神
木
の
外
に
も
社
の
近
辺
に
数
十
株
生
茂
れ
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
社
の
下
弐
町
斗

に
大
杉
有
」
と
あ
り
、
神
木
以
外
の
銀
杏
の
大
木
や
杉
の
大
木
も
か
つ
て
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若 

杦 

善 

満
・
岡 

寺  

良
・
森  

弘 

子

孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
・
霊
場
遺
跡
に
つ
い
て

―

山
頂
「
大
穴
」
遺
構
と
孔
大
寺
権
現
を
め
ぐ
っ
て―

 

孔大寺山山頂大穴

孔大寺山権現

第１図　孔大寺山山岳信仰・霊場遺跡位置図 (1/25,000)

こ
　だ
い

し



白
飯
に
か
け
て
、
醤
油
で
味
付
け
し
て
食
べ
る
「
卵
ご
飯
」
の
よ
う
な
食
べ
方
、
病

気
な
ど
の
栄
養
補
給
や
滋
養
強
壮
の
効
果
を
期
待
し
て
生
卵
を
飲
む
な
ど
、
卵
の
生

食
も
、
今
や
家
庭
や
旅
館
の
朝
食
な
ど
の
定
番
、
飲
食
店
な
ど
で
も
当
た
り
前
の
食

べ
方
だ
が
、
江
戸
期
の
記
録
に
見
え
る
こ
と
は
少
な
く
貴
重
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
は
「
一
、
い
り
鳥
、
寒
大
根
・
こ
ん
に
や
く
、

鳥
（
鶏
）、
鶏
生
身
　
赤
間
役
場
に
持
参
」（
嘉
永
四
年
三
月
十
四
日
）、「
勝
次
方
よ
り

鶏
壱
羽
歳
暮
ニ
参
候
事
」（
嘉
永
四
年
十
二
月
二
十
八
日
）、「
浅
木
よ
り
清
吉
鶏
買
に

参
候
事
」（
嘉
永
五
年
二
月
二
十
一
日
）、「
鶏
壱
羽
手
元
有
合
、
掛
目
弐
斤
半
位
」（
文

久
四
年
八
月
十
八
日
）、「
鶏
手
元
有
合
」（
文
久
四
年
九
月
七
日
）、「
弁
当
、旦
那
様

鶏
煮
〆
、
御
家
来
は
香
物
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
三
日
）、「
酒
五
升
、
大
あ
ら
壱

枚
、
鶏
壱
羽
、
御
求
分
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
六
日
）
な
ど
の
記
述
が
あ
っ
て
、

幕
末
の
宗
像
で
は
鶏
（
肉
）
が
歳
暮
の
品
で
贈
答
さ
れ
る
ほ
ど
高
級
品
か
つ
貴
重
品

で
あ
り
、
日
常
の
食
事
や
酒
宴
な
ど
の
料
理
献
立
で
も
多
く
見
ら
れ
、
家
庭
や
店
舗

な
ど
か
ら
の
調
達
も
含
め
、
他
地
域
よ
り
も
流
通
し
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。

　

お
わ
り
に

　
現
在
、
宗
像
周
辺
で
は
、「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」「
宗
像
鶏
」
の
産
地
の
名
残
な
の

か
、
卵
を
産
ま
な
く
な
っ
た
廃
鶏
（
親
鶏
）
を
食
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
郷
土
料
理
「
か
し
わ
の
す
き
焼
き
（
鶏
す
き
）」
も
、
祭
り
や
お
祝
い
、
宴

会
、
地
域
の
寄
り
合
い
な
ど
ハ
レ
の
日
の
行
事
食
、
お
も
て
な
し
食
と
し
て
、
家
庭

や
地
域
、
飲
食
店
で
も
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
宗
像
大
社
の
直
会
・
お
も
て
な
し

で
も
、
鶏
す
き
が
よ
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
い
、
最
近
で
は
宗
像
市
の
池
野
地
区
で
は
、

「
鶏
す
き
交
流
会
」
な
ど
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
地
元
の
食
文
化
・
郷
土
料
理
の
「
鶏

す
き
」
を
活
か
し
て
い
る
。

　
私
も
実
際
に
市
史
の
調
査
の
過
程
で
、
宗
像
流
の
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
孔
大
寺

地
区
で
ご
馳
走
に
な
る
機
会
が
あ
っ
た
。
私
の
飯
塚
市
の
実
家
も
、
昔
は
家
庭
で
養

鶏
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
人
生
最
初
の
す
き
焼
き
は
牛
で
な
く
鶏
で
あ
っ
た
こ
と
を

幼
少
時
な
が
ら
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
ぜ
宗

像
の
人
々
は
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
こ
の
よ
う
に
行
事
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
好
ん
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
調
味
料
と
し
て
砂
糖
を
大
量
に
使

用
す
る
の
か
な
ど
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
ま
た
、
今
や
幻
・
謎
と
な
っ

た
「
宗
像
鶏
」
や
「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」
の
歴
史
、
ル
ー
ツ
も
た
い
へ
ん
気
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
日
本
人
、
筑
前
福
岡
・
宗
像
の
人
々
は
鶏
肉
や
鶏
卵
を
い
つ
頃
か
ら
、

な
ぜ
、
何
が
き
っ
か
け
で
、
ど
の
よ
う
な
時
代
・
社
会
背
景
で
よ
く
食
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
な
ど
の
根
本
的
な
問
題
、
研
究
課
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
食
文
化
誌
に
お
い
て
は
、
記
録
史
料
と
共
に
地
域
の
記
憶
の
聞
き
取
り
、
民
俗
学

的
な
要
素
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
地
域
に
根
差
し
た
食
文
化
・
食
生
活
の
歴

史
に
つ
い
て
、
宗
像
地
域
に
残
る
貴
重
な
歴
史
史
料
、
郷
土
資
料
を
紐
解
き
、
地
域

の
方
々
の
声
や
記
憶
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
民
俗
部
会
や
近
代
、
現
代
部
会
な
ど
と

も
共
同
で
調
査
研
究
を
進
め
、『
新
修
宗
像
市
史:

宗
像
の
く
ら
し
』
の
中
で
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

【
付
記
】

　
近
世
部
会
で
は
、
近
世
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
（
一
六
〇
〇
～
一
八
六
八
年
）
の

宗
像
地
域
（
宗
像
郡
）
を
中
心
に
、
①
政
治
史
（
い
く
さ
と
人
々
）②
交
通
・
流
通

史
（
海
の
道
・
陸
の
道
）③
学
問
・
教
育
・
文
化
史
（
学
び
）④
生
活
文
化
史
（
く
ら

し
）
の
巻
・
分
野
を
担
当
し
、
宗
像
地
域
に
残
る
江
戸
時
代
の
古
文
書
や
記
録
類
、

『
宗
像
郡
誌
』
な
ど
郷
土
資
料
の
調
査
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

　
皆
さ
ん
も
身
近
な
地
域
や
ま
ち
の
歴
史
、
家
や
家
族
・
ご
先
祖
様
の
歴
史
、
地
域

の
先
人
達
が
残
し
た
記
録
や
足
跡
、
ふ
る
さ
と
宗
像
の
歩
み
を
紐
解
く
手
が
か
り
に

な
る
「
史
料
」
に
つ
い
て
、
海
の
道
む
な
か
た
館
や
宗
像
市
民
図
書
館
を
訪
れ
て
知
っ

て
頂
く
と
同
時
に
、
こ
れ
を
機
会
に
ぜ
ひ
情
報
を
お
寄
せ
頂
き
、
市
民
の
み
な
さ
ん

や
地
域
と
共
に
『
新
修
宗
像
市
史
』
を
編
集
し
て
い
き
た
い
。

　
今
回
の
執
筆
に
あ
た
り
、
私
に
福
岡
の
鶏
肉
と
鶏
卵
の
食
文
化
の
歴
史
の
調
査
研

究
へ
と
導
い
て
下
さ
っ
た
福
岡
県
畜
産
課
の
元
職
員
で
あ
り
、
福
岡
県
筑
後
農
林
事

務
所
職
員
で
九
州
鶏
す
き
学
会
主
任
研
究
員
の
近
藤
裕
隆
氏
、
農
事
法
人
福
栄
組
合

や
Ｊ
Ａ
、
福
岡
県
畜
産
課
・
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
、
筑
紫
野
市
を
中
心
と
す
る

福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
、
古
賀
市
の
は
か
た
一
番
ど
り
・
あ
ら
い
フ
ー

ズ
、
香
椎
宮
鶏
石
神
社
の
例
祭
「
鶏
魂
祭
」
で
ご
縁
を
頂
い
た
香
椎
宮
の
足
立
憲
一

宮
司
を
は
じ
め
、
鶏
石
神
社
を
崇
敬
さ
れ
る
養
鶏
業
関
係
者
の
皆
様
、
福
岡
地
方
史

研
究
会
の
会
員
の
皆
様
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
ご
教
示
・
ご
助
言
を
頂
い
た
民
俗
部
会
の

森
弘
子
先
生
を
は
じ
め
、
近
世
部
会
部
会
員
の
方
々
、
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
・

事
務
局
の
皆
様
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

註（
１
）
近
世
福
岡
藩
領
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
養
鶏
協
会

『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、『
新
宮
町
誌
別
冊
福
岡
県
糟
屋
郡
新

宮
町
相
島
に
お
け
る
朝
鮮
通
信
使
来
泊
時
の
食
』
新
宮
町
、
一
九
九
七
年
、
竹
川

克
幸
「
福
岡
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌―

江
戸
期
・
筑
前
国
福
岡
藩
領
を
中
心

に―

」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
三
号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
五
年
、
や
竹

川
「
福
岡
県
の
鶏
食
文
化
と
鶏
肉
料
理
～
筑
前
福
岡
藩
領
を
中
心
に
～
」『
か
し
わ

好
い
と
お
』
福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
な
ど
。
鶏
や
養
鶏
全
般
に
つ
い

て
は
、
小
穴
彪
『
日
本
食
肉
史
基
礎
資
料
集
成
第
三
九
二
輯
　
日
本
鶏
の
歴
史
』

一
九
五
一
年
や
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』
法
政
大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
、
矢
野
晋
吾
『
ニ
ワ
ト
リ
は
い
つ
か
ら
庭
に
い
る
の
か
｜
人
間
と
鶏

の
民
俗
誌
』Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
ラ
ジ
オ
歴
史
再
発
見
、
二
〇
一
七
年
、
土
田
美
登

世
『
や
き
と
り
と
日
本
人
』
光
文
社
、
二
〇
一
四
年
が
詳
し
い
。

　
　
　
ま
た
『
新
修
宗
像
市
史
』
近
世
部
会
よ
り
の
調
査
報
告
と
し
て
、「
宗
像
市
広
報
・

む
な
か
た
タ
ウ
ン
プ
レ
ス
　
時
間
旅
行
ム
ナ
カ
タ
第
74
回
　
近
世
宗
像
の
鶏
肉
・

鶏
卵
の
食
文
化
誌 

「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
み
る
江
戸
時
代
の
食
文
化 

」（
二
〇

一
七
年
五
月
十
五
日
号
）
を
参
照
。

（
２
）
川
添
昭
二
、
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
七
巻
中
、
文

献
出
版
、
一
九
八
四
年
、
三
四
四
頁

（
３
）
い
ず
れ
も
平
凡
社
東
洋
文
庫
シ
リ
ー
ズ
、
ケ
ン
ぺ
ル
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』

平
凡
社
、シ
ー
ボ
ル
ト
『
江
戸
参
府
紀
行
』
平
凡
社
、フ
ィ
ッ
セ
ル
『
日
本
風
俗
備
考
』

平
凡
社
、Ｃ
Ｐ
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
『
江
戸
参
府
随
行
記
』
平
凡
社
な
ど
。
ま
た
長
崎
街

道
の
食
文
化
や
南
蛮
料
理
・
南
蛮
菓
子
の
食
文
化
に
つ
い
て
は
江
後
迪
子
『
南
蛮

か
ら
来
た
食
文
化
』
弦
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
江
後
迪
子
『
長
崎
奉
行
の
お
献
立
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年

（
４
）『
福
岡
県
史
　
近
世
史
料
編
年
代
記
一
』
一
九
九
〇
年
、
西
日
本
文
化
協
会
、「
萬

年
代
記
帳
」
二
四
五
～
二
四
六
頁
、
吉
田
保
『
小
竹
一
口
よ
も
や
ま
話
』
二
〇
〇

三
年
、
二
二
頁
参
照
。

（
５
）『
太
宰
府
市
史
』
近
世
資
料
編
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
〇
～
三
〇
三
頁
、「
竹
森

家
文
書
」「
安
政
五
年
午
十
月
公
儀
御
役
々
并
伝
習
方
勝
麟
太
郎
様
蘭
人
一
同
十
月

十
八
日
博
多
御
上
陸
翌
十
九
日
宰
府
参
詣
同
所
御
立
雑
餉
隈
小
休
諸
事
留
書
（
観

世
音
寺
村
分
）」
や
『
大
野
城
市
史
』
資
料
編
「
高
原
家
文
書
」
な
ど
参
照
。
ま
た

カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
六

四
年
も
参
照
。

（
６
）
橋
爪
伸
子
監
修
『
熊
本
藩
士
の
レ
シ
ピ
帖
』
財
団
法
人
熊
本
国
際
観
光
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
～
二
七
頁
、
橋
爪
伸
子
・
江
後
迪
子
「「
料

理
方
秘
」
に
つ
い
て
」『
香
蘭
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
〇
号
、
一
九
九
八

年

（
７
）
板
坂
燿
子
編
『
近
世
紀
行
文
集
成
』
第
二
巻
、
九
州
篇
、
葦
書
房
、
二
〇
〇
二

年
「
旅
の
恥
か
き
す
て
の
日
記
」
二
八
頁

（
８
）
竹
川
「
香
椎
宮
の
鶏
石
神
社
に
つ
い
て
」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
四

号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
六
年
、
前
掲
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』

法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
一
四
～
二
一
五
頁

（
９
） 

『
九
州
文
化
史
研
究
所
史
料
集
４
　
福
岡
藩
粕
屋
郡
大
庄
屋
留
書
』
九
州
文
化
史

研
究
所
史
料
集
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
六
頁

（
10
）『
和
漢
三
才
図
会
６
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
二
二
一
頁

（
11
） 

『
福
岡
県
史 

通
史
編 

福
岡
藩
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
二
〇
〇
二
年
、
七
七
九

～
七
八
〇
頁
、『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
一
九
九
一
年
、
三
一
七
～
三
一
八
頁
な

ど
参
照
。

（
12
）
秀
村
選
三
編
『
博
多
津
要
録
』
全
三
巻
、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
八
年

（
13
）
松
下
志
朗
『
七
隈
史
料
叢
書
九
　
福
岡
藩
法
令
集
１
』
一
九
七
六
年
、
五
六
～

五
七
頁

（
14
）
前
掲
『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
三
一
七
～
三
一
八
頁
、
八
五
八
～
八
五
九
頁

参
照
。

（
15
）『
福
岡
県
史
資
料
第
一
輯
』
一
九
三
二
年
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
三
九
〇
頁
、
前

掲
『
福
岡
県
史
　
通
史
編
　
福
岡
藩
二
』
七
七
九
～
七
八
〇
頁
参
照
。

（
16
）
福
岡
県
養
鶏
協
会
『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、
一
五
八
頁
、

山
本
辰
雄
『
福
岡
県
農
業
外
史
』
農
業
春
秋
社
、
一
九
六
三
年

（
17
）『
宗
像
市
史
　
史
料
編
第
三
巻
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
五
年
「
地
方
文
書
・
中

村
家
文
書
」「
一
六
〇 

鶏
出
荷
控
帳
」
六
五
四
～
六
五
九
頁

（
18
） 

『
福
岡
県
史
　
近
代
史
料
編
　
福
岡
県
地
理
全
誌
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九

八
三
年

（
19
）『
宗
像
市
民
俗
調
査
報
告
書
第
２
集
　
旧
宿
場
町
・
赤
間
（
二
）』
宗
像
市
教
育

委
員
会
、
一
九
八
九
年

（
20
）
秀
村
選
三
編
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉
田
家
家
事
日
記
帳
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
二

年

（
21
）『
宗
像
市
史
　
通
史
編
第
二
巻
、
古
代
・
中
世
・
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
九
年
、

第
四
章
家
記
・
地
誌
に
み
る
宗
像
の
村
　
第
二
節
五
「
家
事
日
記
帳
に
見
え
る
食

物
（
ハ
レ
の
日
の
料
理
）」
九
八
五
～
九
九
七
頁
、
及
び
前
掲
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉

田
家
家
事
日
記
帳
』
解
題
部
分
一
二
、
五
五
五
～
五
六
四
頁
参
照
。

（
22
）
江
戸
期
の
料
理
書
と
し
て
は
、
作
者
不
詳
、
平
野
雅
章
訳
『
料
理
物
語
』
教
育

社
、
一
九
八
八
年
、
杉
野
権
兵
衛
原
著
、
福
田
浩
・
島
崎
と
み
子
訳
『
名
飯
部
類
』

教
育
社
、
一
九
八
九
年
、
博
望
子
原
著
、
原
田
信
男
訳
『
料
理
山
海
郷
』
教
育
社
、

原
田
信
男
校
註
・
解
説
『
料
理
百
珍
集
』
八
坂
書
房
、
一
九
九
七
年
な
ど
が
参
考

に
な
る
。

（
23
）『
近
世
風
俗
志
　
守
貞
謾
稿
』
岩
波
文
庫

（
24
）『
江
漢
西
遊
日
記
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
六
年
、　
一
七
八
頁
参
照
。

（
た
け
が
わ
か
つ
ゆ
き
　
近
世
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　　
は
じ
め
に

　
宗
像
市
池
田
と
遠
賀
郡
岡
垣
町
高
倉
・
内
浦
の
境
に
聳
え
る
孔
大
寺
山
（
標
高
四

九
九
ｍ
）
は
、
湯
川
山
、
金
山
、
城
山
と
並
ぶ
宗
像
連
峰
（
宗
像
四
塚
）
の
一
角
で

あ
り
、
中
腹
に
は
宗
像
三
社
（
沖
津
宮
・
中
津
宮
・
辺
津
宮
）、
織
幡
宮
、
許
斐
権

現
と
共
に
宗
像
六
社
の
一
つ
と
さ
れ
る
孔
大
寺
権
現
が
祀
ら
れ
、
宝
満
修
験
の
春
の

峰
入
り
（
宝
満
山
葛
城
峯
）
の
胎
蔵
界
九
尊
の
峯
の
第
十
に
当
て
ら
れ
た
山
岳
信
仰

の
聖
地
で
あ
る
（
第
１
図
）。

　
ま
た
江
戸
時
代
前
期
に
、
貝
原
益
軒
に
よ
り
著
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
宗

像
郡
・
孔
大
寺
山
の
項
に
は
、
孔
大
寺
権
現
の
名
の
由
来
と
し
て
、「
山
の
頂
に
大

穴
あ
り
。
故
孔
大
寺
と
號
す
」
と
あ
り
、
孔
大
寺
の
名
の
由
来
が
、
山
頂
の
大
穴
に

基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
伝
承
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
近
年
、
長
野
覺
氏
、
江
上
智
恵
氏
に
よ
り
、
山
頂
一
帯
に
、
人
工
的
に
掘
ら

れ
た
窟
状
の
穴
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
実
在
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
中
腹
に
あ
る
孔
大
寺
権
現
の
境
内
一
帯
で
は
、
古
代
～
中
世
の
土
師
器

等
の
遺
物
が
大
量
に
散
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、「
池
田
孔
大
寺
遺
跡
」
と
し
て
周

知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
過
去
に
も

報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
森 

二
〇
〇
八
・
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会 

二
〇
一
一
・
海
の
道
む
な
か
た

館 

二
〇
一
六
）。

　
岡
寺
と
森
は
、
こ
れ
ら
孔
大

寺
権
現
の
境
内
、
さ
ら
に
は
山

頂
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
、
孔

大
寺
山
の
山
岳
信
仰
に
関
わ
る

重
要
地
点
の
可
能
性
が
あ
る
と

認
識
し
た
た
め
、『
宗
像
市
史
』

編
纂
に
お
け
る
調
査
の
一
環
と

し
て
、
若
杦
善
満
（
苅
田
町
教

育
委
員
会
）
の
同
行
の
下
、
現

地
調
査
を
二
〇
一
六
年
七
月
三

日
に
行
い
、
さ
ら
に
二
〇
一
七

年
十
二
月
三
日
に
、
岡
寺
と
若
杦
に
よ
り
補
足
調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら

の
調
査
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

孔
大
寺
山
頂
周
辺
「
大
穴
」
の
調
査
内
容

（
一
）
調
査
概
要
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　『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
現
地
調

査
に
よ
り
孔
大
寺
山
山
頂
（
標
高
四
九
九
ｍ
）
か
ら
一
〇
～
二
〇 

ｍ
ほ

ど
下
が
っ
た
傾
斜
地
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
人
為
的
に
横
か
ら
掘
削
さ

れ
た
穴
七
カ
所
と
掘
削
後
に
埋
没
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
窪
地
四
カ
所

の
計
十
一
カ
所
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
分
布
・
規
模
・
構
造
等
の

把
握
を
目
的
と
し
、位
置
図
（
第
２
図
）
お
よ
び
残
存
状
況
が
良
好
な
「
大

穴
」
一
カ
所
（
５
号
）
に
つ
い
て
、
平
面
図
・
縦
断
面
図
（
第
３
図
）

を
作
成
し
、
他
の
「
大
穴
」
つ
い
て
は
形
状
や
残
存
状
況
の
確
認
を
お

こ
な
っ
た
。「
大
穴
」
の
内
部
・
周
辺
、
窪
地
に
お
い
て
は
、
明
確
な
遺

物
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
１
号
「
大
穴
」
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
一
標
高
の
傾
斜
面
に
位
置
し
、
西

側
稜
線
周
辺
に
二
カ
所
（
７
・
８
号
）、
北
側
稜
線
周
辺
に
四
カ
所
（
１
・

９
～
11
号
）、南
東
側
稜
線
周
辺
に
五
カ
所
（
２
～
６
号
）
が
分
布
す
る
。

　
窪
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
形
状
や
、
現
存
す
る
「
大
穴
」
に
近

接
す
る
こ
と
、
窪
地
よ
り
も
低
い
傾
斜
地
で
開
口
方
向
に
掘
削
時
に
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
礫
の
集
中
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
大
穴
」
が

埋
没
し
た
箇
所
と
推
定
し
た
。

　
以
下
に
、
各
号
の
「
大
穴
」
の
形
状
・
規
模
を
述
べ
、
測
量
を
実
施

し
た
５
号
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
詳
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
１
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
八
ｍ
を
測
る
窪
地
。
２

号
は
横
穴
形
状
で
、
天
井
部
の
落
盤
に
よ
り
奥
壁
が
露
出
す
る
。
３
号

は
、
現
存
長
さ
約
七
・
五
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
す
る
。
４
号
は
、現
存
長

さ
約
七
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
で
あ
る
。
６
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、

径
約
三
・
六
ｍ
を
測
る
窪
地
で
、
窪
地
よ
り
低
い
南
西
側
に
礫
の
集
中

が
観
察
さ
れ
た
。
７
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
す
る
窪
地
で
あ
る
。
８
号
は
、
現
存

長
さ
約
八
・
三
ｍ
、
幅
約
一
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
し
、
奥
壁
が
逆
Ｌ
字
状
に
屈

曲
す
る
。
ま
た
８
号
の
開
口
部
北
側
に
は
径
約
三
・
五
ｍ
の
窪
地
と
礫
の
集
中
を
確

認
し
た
。
９
号
は
、
方
形
状
を
呈
し
、
長
さ
約
四
・
五
ｍ
の
窪
地
で
あ
る
。
10
号
は
、

平
面
Ｌ
字
状
を
呈
し
、
短
辺
長
さ
約
四
ｍ
、
長
辺
長
さ
約
五
ｍ
の
窪
地
。
11
号
は
、

円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
六
ｍ
の
窪
地
。

　
詳
細
に
実
測
調
査
を
行
っ
た
５
号
「
大
穴
」
は
、
幅
約
一
・
〇
～
一
・
六
ｍ
、
高

さ
〇
・
六
～
二
・
二
ｍ
、
全
長
約
七
・
二
ｍ
の
規
模
で
南
西
方
向
に
開
口
す
る
横
穴

形
状
を
呈
し
て
い
る
。
縦
断
面
の
形
状
は
凸
字
状
を
呈
し
、
現
存
す
る
開
口
部
を
頂

点
と
し
て
、
内
側
・
外
側
に
向
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
（
第
３
図
）。
現
状
の
外

側
は
天
井
部
・
壁
面
の
崩
落
に
よ
り
埋
没
す
る
が
、
測
量
の
結
果
、
従
来
の
開
口
部

は
現
存
す
る
開
口
部
よ
り
西
側
に
約
二
ｍ
の
位
置
に
推
測
さ
れ
る
。

　
内
側
に
は
、
高
さ
約
二
・
二
ｍ
、
長
さ
約
二
ｍ
、
幅
約
〇
・
六
～
〇
・
八
ｍ
の
空

間
が
存
在
し
、
床
面
に
は
、
径
約
五
㎝
の
棒
状
の
加
工
木
や
木
片
が
中
量
に
、
径
一

〇
～
五
〇
㎝
を
測
る
礫
が
多
量
に
堆
積
し
て
い
た
（
写
真
３
）。
こ
れ
ら
の
礫
は
、

基
盤
（
地
山
）
層
の
安
山
岩
で
風
化
が
進
ん
だ
た
め
脆
弱
な
地
質
を
呈
し
、「
大
穴
」

掘
削
時
・
使
用
時
か
ら
の
経
年
に
よ
る
天
井
部
・
壁
面
か
ら
崩
落
し
た
礫
群
と
考
え

ら
れ
る
。
崩
落
が
少
な
い
奥
壁
面
に
お
い
て
は
、
壁
面
を
平
滑
に
仕
上
げ
る
な
ど
整

形
に
関
係
す
る
加
工
痕
は
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
（
写
真
３
・
４
）。
ま
た
、
奥
壁
面

の
ほ
ぼ
中
央
下
部
に
お
い
て
、
斜
方
向
に
径
約
三
㎝
、
深
さ
約
八
㎝
の
人
工
的
な
穿

孔
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
小
孔
が
観
察
さ
れ
、
孔
内
部
に
は
木
片
が
残
存
し
て

い
た
（
写
真
５
）。

　
５
号
の
開
口
部
か
ら
西
側
に
か
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
幅
二
・
二
ｍ
、
長
さ
五

・
二
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
は
、
径
五
～
二
〇
㎝
を
測
る
礫
が
中
量
に
堆
積
す
る
（
写

真
３
）。
こ
れ
ら
も
内
側
と
同
様
に
経
年
に
よ
る
開
口
部
付
近
が
崩
落
し
た
礫
群
と

考
え
ら
れ
る
。

　
５
号
の
開
口
方
向
で
あ
る
南
西
側
に
は
、
礫
の
集
中
が
見
ら
れ
な
い
幅
約
三
ｍ
の

平
坦
面
が
南
北
方
向
に
展
開
す
る
。
北
西
側
稜
線
あ
る
い
は
南
東
側
稜
線
に
続
く
通

路
と
推
定
さ
れ
る
が
、
北
西
側
は
６
号
の
崩
落
礫
群
の
堆
積
、
南
東
側
は
３
・
４
号

の
掘
削
に
よ
り
、
各
稜
線
へ
の
接
続
は
現
状
に
お
い
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
５
号
の
平
坦
面
よ
り
、
さ
ら
に
南
西
側
の
傾
斜
地
に
お
い
て
、
幅
約
八
ｍ
、
長
さ

約
四
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
、
径
五
～
三
〇
㎝
の
礫
が
集
中
す
る
範
囲
を
確
認
し
た
。

そ
の
分
布
範
囲
か
ら
、「
大
穴
」
を
掘
削
し
た
際
に
廃
棄
し
た
礫
と
推
定
さ
れ
る

（
写
真
６
）。

（
二
）「
大
穴
」
の
性
格
等
に
つ
い
て

　
山
頂
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
遺
物
は
確
認
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
、
現
状
で
は
考
古
学
的
に
時
代
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か

し
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
大
穴
」
の
記
載
か
ら
、
十
八
世
紀
以
前
に
は
、
既

に
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
大
穴
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
、
大
穴
に
つ

い
て
「
宗
像
縁
起
に
、
昔
は
彼
穴
口
に
高
棚
を
か
ま
へ
、
未
嫁
女
を
生
贄
と
せ
し
に
、

神
出
て
白
馬
の
形
を
現
し
、
或
は
大
蛇
の
形
を
あ
ら
は
し
て
、
其
女
を
食
せ
し
と
云
」

と
記
し
、
生
贄
を
神
に
捧
げ
る
場
で
あ
る
記
載
の
存
在
を
示
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

益
軒
は
こ
の
見
解
に
否
定
的
で
あ
る
）。

　
生
贄
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
説
は
さ
て
お
き
、
こ
の
「
大
穴
」
の
性
格
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
像
大
社
所
蔵
資
料
の
『
吉
野
期
神
事
目
録
』
に
は
二
月
一

日
か
ら
四
日
ま
で
孔
大
寺
三
所
権
現
、
千
手
堂
法
華
会
、
高
棚
六
所
神
供
の
こ
と
を

記
し
て
い
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
四
〇
頁
）。
こ
こ
に
あ
る
「
高

棚
六
所
」
が
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
高
棚
」
と
同
一
で
あ
れ
ば
、
山
頂
の
「
大

穴
」
の
前
に
高
棚
が
置
か
れ
て
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
来
の
「
大
穴
」
の
用
途
と
し
て
は
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
供

の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
来
の
用
途
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
そ
の
一
つ
に
は
山
岳
修
験
の
修
行
を
行
う
参
籠
窟
等
の
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
頂
に
無
造
作
に
複
数
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ

も
そ
も
が
窟
修
行
自
体
が
、
自
然
に
生
じ
た
空
隙
な
ど
を
窟
空
間
と
し
て
瞑
想
を
行

う
こ
と
に
よ
り
自
然
と
一
体
と
な
る
と
い
う
自
然
崇
拝
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
自
然
崇
拝
の
思
想
に
由
来
す
る
参
籠
窟
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
人
工
的
に
掘
削
し
た
痕
跡
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鉱
石
採
掘
の
痕
跡
で

は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た

『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
の
宗
像
郡
池
田
村
の
項
に
は
、「
此
村
の
北
の
方
依
嶽

の
麓
に
て
元
禄
年
中
銅
鉱
有
と
て
試
に
穿
た
り
。
銅
多
か
ら
す
と
て
幾
程
な
く
其
事

止
た
り
。
釣
山
と
云
。
又
孔
大
寺
の
下
に
も
所
々
穿
し
穴
有
」
と
あ
っ
て
、
元
禄
年

間
に
銅
鉱
採
掘
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
の
「
孔
大
寺
の

下
」
が
、「
孔
大
寺
山
山
頂
の
下
」
と
い
う
意
味
か
、「
孔
大
寺
権
現
の
下
」
と
い
う

意
味
か
で
、
場
所
が
変
わ
っ
て
く
る
が
、
今
回
調
査
し
た
「
大
穴
」
群
を
指
し
て
い

る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
元
禄
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土

記
』
に
は
、
伝
承
を
伴
っ
た
形
で
「
大
穴
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
銅
鉱
石
の

テ
ス
ト
ピ
ッ
ト
（
試
掘
坑
）
に
し
て
は
画
一
的
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

現
段
階
に
お
い
て
は
推
定
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
他
の
可
能
性
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
大
穴
」

が
標
高
五
〇
〇
ｍ
近
く
と
宗
像
地
域
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
最
高
所
に
あ
た
る
こ
と

や
、「
大
穴
」
の
形
状
か
ら
み
て
、
穴
の
内
側
へ
の
雨
水
流
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
日
光
が
差
し
込
ま
な
い
構
造
で
あ
り
、
穴
内
部
の
温
度
・
湿
度

は
一
定
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
地
と
構
造
上
の
特
徴
か

ら
、「
大
穴
」
は
冬
季
に
降
っ
た
雪
を
蓄
積
し
、春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
温
暖
期
ま
で
、

氷
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
「
氷
室
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
一
年
を
通
じ
て
容
易
に
氷
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
現
代
と
は
異
な

り
、
夏
の
暑
い
時
季
に
氷
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
近
世
以
前
に
お
い
て

は
、
温
暖
期
の
氷
は
非
常
に
重
宝
さ
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
涼
を
得
る
な
ど
の
貴
人
の

風
流
ば
か
り
で
は
な
く
、
宗
教
儀
式
や
祈
祷
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
い
う
。
孔
大
寺
権
現
は
も
と
よ
り
、
宗
像
大
社
な
ど
で
行
わ
れ
る
儀
式
等
に

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』

に
も
未
婚
女
性
の
生
贄
の
場
所
と
い
う
常
時
立
ち
入
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う

な
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
氷
と
い
う
貴
重
な
財
産
を
守
る
た
め
の
附
会
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
、
氷
室
と
判
断
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
あ
る
。
一
つ
は
、「
大

穴
」
の
配
置
が
氷
室
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
日
が
差
し
込
み
に
く
い
北
向
き
を
中
心
と

し
た
配
置
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
開
口
す
る
方
位
に

北
へ
の
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
福
岡
県
内
に
お
け
る
氷
室
と
し
て
は
豊
前
市
の
求
菩

提
山
山
中
の
近
世
の
も
の
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
積
石
を
伴
っ
て
お
り
、

明
ら
か
に
形
状
が
異
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上

に
想
定
が
難
し
く
、
ま
た
銅
鉱
石
の
試
掘
坑
の
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
、
断
定
も

否
定
も
言
え
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　

孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
の
調
査
内
容

　
孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
は
、
孔
大
寺
山
の
西
側
中
腹
（
標
高
三
一
九
ｍ
）
に
鎮

座
す
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
孔
大
寺
山
権
現
は
、
吉
野
の
蔵
王
権
現
の
一

神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
後
期
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続

風
土
記
拾
遺
』
宗
像
郡
・
池
田
村
孔
大
寺
山
神
社
の
項
に
は
、「
昔
此
御
社
繁
昌
の

時
は
山
中
に
坊
舎
多
か
り
し
よ
し
今
も
其
址
有
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
神
木
の
銀
杏
、

千
手
観
音
堂
の
こ
と
な
ど
も
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
周
辺
に
は
人
工
的
に
造
成
さ
れ
た
平
坦
面
群
や
大
量

の
遺
物
散
布
が
見
ら
れ
た
た
め
、
現
地
調
査
の
際
に
、
岡
寺
が
千
分
の
一
の
縮
尺
に

よ
り
現
況
の
境
内
平
面
図
を
作
成
し
た
（
第
４
図
）。
そ
の
図
を
基
に
ま
ず
は
境
内

の
状
況
を
確
認
す
る
。

　
孔
大
寺
山
の
中
腹
、
標
高
三
一
九
ｍ
地
点
に
、
現
在
、
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
が

東
向
き
に
置
か
れ
て
お
り
（
写
真
８
）、
そ
の
社
殿
を
中
心
に
東
西
約
一
五
〇
ｍ
に

わ
た
っ
て
平
坦
面
群
が
並
列
し
て
い
る
。
社
殿
か
ら
東
へ
下
っ
た
尾
根
の
鞍
部
に

は
、
福
岡
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
孔
大
寺
の
イ
チ
ョ
ウ
」
の
大
木

が
あ
る
。
現
在
、
胸
高
周
囲
は
六
・
〇
ｍ
、
根
廻
り
九
・
四
ｍ
も
あ
る
大
木
で
、
孔

大
寺
宮
の
御
神
木
と
さ
れ
、
地
元
で
大
切
に
護
ら
れ
て
い
る
（
写
真
９
）。
こ
の
銀
杏

に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
「
め
ぐ
り
五
囲
あ
り
」、『
筑
前
国
続
風
土

記
附
録
』
で
は
「
六
囲
余
」、『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
で
は
「
囲
ミ
三
丈
壱
尺
稀

世
の
喬
木
也
」
と
あ
る
。
三
丈
一
尺
は
、
約
九
・
四
～
九
・
五
ｍ
で
あ
り
、
根
廻
り

の
数
値
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
「
大
木
の
銀
杏
ハ

神
木
の
外
に
も
社
の
近
辺
に
数
十
株
生
茂
れ
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
社
の
下
弐
町
斗

に
大
杉
有
」
と
あ
り
、
神
木
以
外
の
銀
杏
の
大
木
や
杉
の
大
木
も
か
つ
て
あ
っ
た
こ

①
①

②

③

④
⑤
⑤

⑥
⑥

⑦
⑦

⑧
⑧

⑨
⑨

⑩
⑪
⑪

第 2図　孔大寺山山頂「大穴」遺構配置図



白
飯
に
か
け
て
、
醤
油
で
味
付
け
し
て
食
べ
る
「
卵
ご
飯
」
の
よ
う
な
食
べ
方
、
病

気
な
ど
の
栄
養
補
給
や
滋
養
強
壮
の
効
果
を
期
待
し
て
生
卵
を
飲
む
な
ど
、
卵
の
生

食
も
、
今
や
家
庭
や
旅
館
の
朝
食
な
ど
の
定
番
、
飲
食
店
な
ど
で
も
当
た
り
前
の
食

べ
方
だ
が
、
江
戸
期
の
記
録
に
見
え
る
こ
と
は
少
な
く
貴
重
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
は
「
一
、
い
り
鳥
、
寒
大
根
・
こ
ん
に
や
く
、

鳥
（
鶏
）、
鶏
生
身
　
赤
間
役
場
に
持
参
」（
嘉
永
四
年
三
月
十
四
日
）、「
勝
次
方
よ
り

鶏
壱
羽
歳
暮
ニ
参
候
事
」（
嘉
永
四
年
十
二
月
二
十
八
日
）、「
浅
木
よ
り
清
吉
鶏
買
に

参
候
事
」（
嘉
永
五
年
二
月
二
十
一
日
）、「
鶏
壱
羽
手
元
有
合
、
掛
目
弐
斤
半
位
」（
文

久
四
年
八
月
十
八
日
）、「
鶏
手
元
有
合
」（
文
久
四
年
九
月
七
日
）、「
弁
当
、旦
那
様

鶏
煮
〆
、
御
家
来
は
香
物
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
三
日
）、「
酒
五
升
、
大
あ
ら
壱

枚
、
鶏
壱
羽
、
御
求
分
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
六
日
）
な
ど
の
記
述
が
あ
っ
て
、

幕
末
の
宗
像
で
は
鶏
（
肉
）
が
歳
暮
の
品
で
贈
答
さ
れ
る
ほ
ど
高
級
品
か
つ
貴
重
品

で
あ
り
、
日
常
の
食
事
や
酒
宴
な
ど
の
料
理
献
立
で
も
多
く
見
ら
れ
、
家
庭
や
店
舗

な
ど
か
ら
の
調
達
も
含
め
、
他
地
域
よ
り
も
流
通
し
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。

　

お
わ
り
に

　
現
在
、
宗
像
周
辺
で
は
、「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」「
宗
像
鶏
」
の
産
地
の
名
残
な
の

か
、
卵
を
産
ま
な
く
な
っ
た
廃
鶏
（
親
鶏
）
を
食
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
郷
土
料
理
「
か
し
わ
の
す
き
焼
き
（
鶏
す
き
）」
も
、
祭
り
や
お
祝
い
、
宴

会
、
地
域
の
寄
り
合
い
な
ど
ハ
レ
の
日
の
行
事
食
、
お
も
て
な
し
食
と
し
て
、
家
庭

や
地
域
、
飲
食
店
で
も
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
宗
像
大
社
の
直
会
・
お
も
て
な
し

で
も
、
鶏
す
き
が
よ
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
い
、
最
近
で
は
宗
像
市
の
池
野
地
区
で
は
、

「
鶏
す
き
交
流
会
」
な
ど
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
地
元
の
食
文
化
・
郷
土
料
理
の
「
鶏

す
き
」
を
活
か
し
て
い
る
。

　
私
も
実
際
に
市
史
の
調
査
の
過
程
で
、
宗
像
流
の
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
孔
大
寺

地
区
で
ご
馳
走
に
な
る
機
会
が
あ
っ
た
。
私
の
飯
塚
市
の
実
家
も
、
昔
は
家
庭
で
養

鶏
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
人
生
最
初
の
す
き
焼
き
は
牛
で
な
く
鶏
で
あ
っ
た
こ
と
を

幼
少
時
な
が
ら
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
ぜ
宗

像
の
人
々
は
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
こ
の
よ
う
に
行
事
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
好
ん
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
調
味
料
と
し
て
砂
糖
を
大
量
に
使

用
す
る
の
か
な
ど
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
ま
た
、
今
や
幻
・
謎
と
な
っ

た
「
宗
像
鶏
」
や
「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」
の
歴
史
、
ル
ー
ツ
も
た
い
へ
ん
気
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
日
本
人
、
筑
前
福
岡
・
宗
像
の
人
々
は
鶏
肉
や
鶏
卵
を
い
つ
頃
か
ら
、

な
ぜ
、
何
が
き
っ
か
け
で
、
ど
の
よ
う
な
時
代
・
社
会
背
景
で
よ
く
食
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
な
ど
の
根
本
的
な
問
題
、
研
究
課
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
食
文
化
誌
に
お
い
て
は
、
記
録
史
料
と
共
に
地
域
の
記
憶
の
聞
き
取
り
、
民
俗
学

的
な
要
素
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
地
域
に
根
差
し
た
食
文
化
・
食
生
活
の
歴

史
に
つ
い
て
、
宗
像
地
域
に
残
る
貴
重
な
歴
史
史
料
、
郷
土
資
料
を
紐
解
き
、
地
域

の
方
々
の
声
や
記
憶
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
民
俗
部
会
や
近
代
、
現
代
部
会
な
ど
と

も
共
同
で
調
査
研
究
を
進
め
、『
新
修
宗
像
市
史:

宗
像
の
く
ら
し
』
の
中
で
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

【
付
記
】

　
近
世
部
会
で
は
、
近
世
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
（
一
六
〇
〇
～
一
八
六
八
年
）
の

宗
像
地
域
（
宗
像
郡
）
を
中
心
に
、
①
政
治
史
（
い
く
さ
と
人
々
）②
交
通
・
流
通

史
（
海
の
道
・
陸
の
道
）③
学
問
・
教
育
・
文
化
史
（
学
び
）④
生
活
文
化
史
（
く
ら

し
）
の
巻
・
分
野
を
担
当
し
、
宗
像
地
域
に
残
る
江
戸
時
代
の
古
文
書
や
記
録
類
、

『
宗
像
郡
誌
』
な
ど
郷
土
資
料
の
調
査
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

　
皆
さ
ん
も
身
近
な
地
域
や
ま
ち
の
歴
史
、
家
や
家
族
・
ご
先
祖
様
の
歴
史
、
地
域

の
先
人
達
が
残
し
た
記
録
や
足
跡
、
ふ
る
さ
と
宗
像
の
歩
み
を
紐
解
く
手
が
か
り
に

な
る
「
史
料
」
に
つ
い
て
、
海
の
道
む
な
か
た
館
や
宗
像
市
民
図
書
館
を
訪
れ
て
知
っ

て
頂
く
と
同
時
に
、
こ
れ
を
機
会
に
ぜ
ひ
情
報
を
お
寄
せ
頂
き
、
市
民
の
み
な
さ
ん

や
地
域
と
共
に
『
新
修
宗
像
市
史
』
を
編
集
し
て
い
き
た
い
。

　
今
回
の
執
筆
に
あ
た
り
、
私
に
福
岡
の
鶏
肉
と
鶏
卵
の
食
文
化
の
歴
史
の
調
査
研

究
へ
と
導
い
て
下
さ
っ
た
福
岡
県
畜
産
課
の
元
職
員
で
あ
り
、
福
岡
県
筑
後
農
林
事

務
所
職
員
で
九
州
鶏
す
き
学
会
主
任
研
究
員
の
近
藤
裕
隆
氏
、
農
事
法
人
福
栄
組
合

や
Ｊ
Ａ
、
福
岡
県
畜
産
課
・
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
、
筑
紫
野
市
を
中
心
と
す
る

福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
、
古
賀
市
の
は
か
た
一
番
ど
り
・
あ
ら
い
フ
ー

ズ
、
香
椎
宮
鶏
石
神
社
の
例
祭
「
鶏
魂
祭
」
で
ご
縁
を
頂
い
た
香
椎
宮
の
足
立
憲
一

宮
司
を
は
じ
め
、
鶏
石
神
社
を
崇
敬
さ
れ
る
養
鶏
業
関
係
者
の
皆
様
、
福
岡
地
方
史

研
究
会
の
会
員
の
皆
様
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
ご
教
示
・
ご
助
言
を
頂
い
た
民
俗
部
会
の

森
弘
子
先
生
を
は
じ
め
、
近
世
部
会
部
会
員
の
方
々
、
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
・

事
務
局
の
皆
様
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

註（
１
）
近
世
福
岡
藩
領
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
養
鶏
協
会

『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、『
新
宮
町
誌
別
冊
福
岡
県
糟
屋
郡
新

宮
町
相
島
に
お
け
る
朝
鮮
通
信
使
来
泊
時
の
食
』
新
宮
町
、
一
九
九
七
年
、
竹
川

克
幸
「
福
岡
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌―

江
戸
期
・
筑
前
国
福
岡
藩
領
を
中
心

に―

」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
三
号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
五
年
、
や
竹

川
「
福
岡
県
の
鶏
食
文
化
と
鶏
肉
料
理
～
筑
前
福
岡
藩
領
を
中
心
に
～
」『
か
し
わ

好
い
と
お
』
福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
な
ど
。
鶏
や
養
鶏
全
般
に
つ
い

て
は
、
小
穴
彪
『
日
本
食
肉
史
基
礎
資
料
集
成
第
三
九
二
輯
　
日
本
鶏
の
歴
史
』

一
九
五
一
年
や
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』
法
政
大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
、
矢
野
晋
吾
『
ニ
ワ
ト
リ
は
い
つ
か
ら
庭
に
い
る
の
か
｜
人
間
と
鶏

の
民
俗
誌
』Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
ラ
ジ
オ
歴
史
再
発
見
、
二
〇
一
七
年
、
土
田
美
登

世
『
や
き
と
り
と
日
本
人
』
光
文
社
、
二
〇
一
四
年
が
詳
し
い
。

　
　
　
ま
た
『
新
修
宗
像
市
史
』
近
世
部
会
よ
り
の
調
査
報
告
と
し
て
、「
宗
像
市
広
報
・

む
な
か
た
タ
ウ
ン
プ
レ
ス
　
時
間
旅
行
ム
ナ
カ
タ
第
74
回
　
近
世
宗
像
の
鶏
肉
・

鶏
卵
の
食
文
化
誌 

「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
み
る
江
戸
時
代
の
食
文
化 

」（
二
〇

一
七
年
五
月
十
五
日
号
）
を
参
照
。

（
２
）
川
添
昭
二
、
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
七
巻
中
、
文

献
出
版
、
一
九
八
四
年
、
三
四
四
頁

（
３
）
い
ず
れ
も
平
凡
社
東
洋
文
庫
シ
リ
ー
ズ
、
ケ
ン
ぺ
ル
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』

平
凡
社
、シ
ー
ボ
ル
ト
『
江
戸
参
府
紀
行
』
平
凡
社
、フ
ィ
ッ
セ
ル
『
日
本
風
俗
備
考
』

平
凡
社
、Ｃ
Ｐ
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
『
江
戸
参
府
随
行
記
』
平
凡
社
な
ど
。
ま
た
長
崎
街

道
の
食
文
化
や
南
蛮
料
理
・
南
蛮
菓
子
の
食
文
化
に
つ
い
て
は
江
後
迪
子
『
南
蛮

か
ら
来
た
食
文
化
』
弦
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
江
後
迪
子
『
長
崎
奉
行
の
お
献
立
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年

（
４
）『
福
岡
県
史
　
近
世
史
料
編
年
代
記
一
』
一
九
九
〇
年
、
西
日
本
文
化
協
会
、「
萬

年
代
記
帳
」
二
四
五
～
二
四
六
頁
、
吉
田
保
『
小
竹
一
口
よ
も
や
ま
話
』
二
〇
〇

三
年
、
二
二
頁
参
照
。

（
５
）『
太
宰
府
市
史
』
近
世
資
料
編
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
〇
～
三
〇
三
頁
、「
竹
森

家
文
書
」「
安
政
五
年
午
十
月
公
儀
御
役
々
并
伝
習
方
勝
麟
太
郎
様
蘭
人
一
同
十
月

十
八
日
博
多
御
上
陸
翌
十
九
日
宰
府
参
詣
同
所
御
立
雑
餉
隈
小
休
諸
事
留
書
（
観

世
音
寺
村
分
）」
や
『
大
野
城
市
史
』
資
料
編
「
高
原
家
文
書
」
な
ど
参
照
。
ま
た

カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
六

四
年
も
参
照
。

（
６
）
橋
爪
伸
子
監
修
『
熊
本
藩
士
の
レ
シ
ピ
帖
』
財
団
法
人
熊
本
国
際
観
光
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
～
二
七
頁
、
橋
爪
伸
子
・
江
後
迪
子
「「
料

理
方
秘
」
に
つ
い
て
」『
香
蘭
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
〇
号
、
一
九
九
八

年

（
７
）
板
坂
燿
子
編
『
近
世
紀
行
文
集
成
』
第
二
巻
、
九
州
篇
、
葦
書
房
、
二
〇
〇
二

年
「
旅
の
恥
か
き
す
て
の
日
記
」
二
八
頁

（
８
）
竹
川
「
香
椎
宮
の
鶏
石
神
社
に
つ
い
て
」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
四

号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
六
年
、
前
掲
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』

法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
一
四
～
二
一
五
頁

（
９
） 

『
九
州
文
化
史
研
究
所
史
料
集
４
　
福
岡
藩
粕
屋
郡
大
庄
屋
留
書
』
九
州
文
化
史

研
究
所
史
料
集
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
六
頁

（
10
）『
和
漢
三
才
図
会
６
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
二
二
一
頁

（
11
） 

『
福
岡
県
史 

通
史
編 

福
岡
藩
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
二
〇
〇
二
年
、
七
七
九

～
七
八
〇
頁
、『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
一
九
九
一
年
、
三
一
七
～
三
一
八
頁
な

ど
参
照
。

（
12
）
秀
村
選
三
編
『
博
多
津
要
録
』
全
三
巻
、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
八
年

（
13
）
松
下
志
朗
『
七
隈
史
料
叢
書
九
　
福
岡
藩
法
令
集
１
』
一
九
七
六
年
、
五
六
～

五
七
頁

（
14
）
前
掲
『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
三
一
七
～
三
一
八
頁
、
八
五
八
～
八
五
九
頁

参
照
。

（
15
）『
福
岡
県
史
資
料
第
一
輯
』
一
九
三
二
年
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
三
九
〇
頁
、
前

掲
『
福
岡
県
史
　
通
史
編
　
福
岡
藩
二
』
七
七
九
～
七
八
〇
頁
参
照
。

（
16
）
福
岡
県
養
鶏
協
会
『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、
一
五
八
頁
、

山
本
辰
雄
『
福
岡
県
農
業
外
史
』
農
業
春
秋
社
、
一
九
六
三
年

（
17
）『
宗
像
市
史
　
史
料
編
第
三
巻
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
五
年
「
地
方
文
書
・
中

村
家
文
書
」「
一
六
〇 

鶏
出
荷
控
帳
」
六
五
四
～
六
五
九
頁

（
18
） 

『
福
岡
県
史
　
近
代
史
料
編
　
福
岡
県
地
理
全
誌
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九

八
三
年

（
19
）『
宗
像
市
民
俗
調
査
報
告
書
第
２
集
　
旧
宿
場
町
・
赤
間
（
二
）』
宗
像
市
教
育

委
員
会
、
一
九
八
九
年

（
20
）
秀
村
選
三
編
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉
田
家
家
事
日
記
帳
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
二

年

（
21
）『
宗
像
市
史
　
通
史
編
第
二
巻
、
古
代
・
中
世
・
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
九
年
、

第
四
章
家
記
・
地
誌
に
み
る
宗
像
の
村
　
第
二
節
五
「
家
事
日
記
帳
に
見
え
る
食

物
（
ハ
レ
の
日
の
料
理
）」
九
八
五
～
九
九
七
頁
、
及
び
前
掲
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉

田
家
家
事
日
記
帳
』
解
題
部
分
一
二
、
五
五
五
～
五
六
四
頁
参
照
。

（
22
）
江
戸
期
の
料
理
書
と
し
て
は
、
作
者
不
詳
、
平
野
雅
章
訳
『
料
理
物
語
』
教
育

社
、
一
九
八
八
年
、
杉
野
権
兵
衛
原
著
、
福
田
浩
・
島
崎
と
み
子
訳
『
名
飯
部
類
』

教
育
社
、
一
九
八
九
年
、
博
望
子
原
著
、
原
田
信
男
訳
『
料
理
山
海
郷
』
教
育
社
、

原
田
信
男
校
註
・
解
説
『
料
理
百
珍
集
』
八
坂
書
房
、
一
九
九
七
年
な
ど
が
参
考

に
な
る
。

（
23
）『
近
世
風
俗
志
　
守
貞
謾
稿
』
岩
波
文
庫

（
24
）『
江
漢
西
遊
日
記
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
六
年
、　
一
七
八
頁
参
照
。

（
た
け
が
わ
か
つ
ゆ
き
　
近
世
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　　
は
じ
め
に

　
宗
像
市
池
田
と
遠
賀
郡
岡
垣
町
高
倉
・
内
浦
の
境
に
聳
え
る
孔
大
寺
山
（
標
高
四

九
九
ｍ
）
は
、
湯
川
山
、
金
山
、
城
山
と
並
ぶ
宗
像
連
峰
（
宗
像
四
塚
）
の
一
角
で

あ
り
、
中
腹
に
は
宗
像
三
社
（
沖
津
宮
・
中
津
宮
・
辺
津
宮
）、
織
幡
宮
、
許
斐
権

現
と
共
に
宗
像
六
社
の
一
つ
と
さ
れ
る
孔
大
寺
権
現
が
祀
ら
れ
、
宝
満
修
験
の
春
の

峰
入
り
（
宝
満
山
葛
城
峯
）
の
胎
蔵
界
九
尊
の
峯
の
第
十
に
当
て
ら
れ
た
山
岳
信
仰

の
聖
地
で
あ
る
（
第
１
図
）。

　
ま
た
江
戸
時
代
前
期
に
、
貝
原
益
軒
に
よ
り
著
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
宗

像
郡
・
孔
大
寺
山
の
項
に
は
、
孔
大
寺
権
現
の
名
の
由
来
と
し
て
、「
山
の
頂
に
大

穴
あ
り
。
故
孔
大
寺
と
號
す
」
と
あ
り
、
孔
大
寺
の
名
の
由
来
が
、
山
頂
の
大
穴
に

基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
伝
承
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
近
年
、
長
野
覺
氏
、
江
上
智
恵
氏
に
よ
り
、
山
頂
一
帯
に
、
人
工
的
に
掘
ら

れ
た
窟
状
の
穴
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
実
在
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
中
腹
に
あ
る
孔
大
寺
権
現
の
境
内
一
帯
で
は
、
古
代
～
中
世
の
土
師
器

等
の
遺
物
が
大
量
に
散
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、「
池
田
孔
大
寺
遺
跡
」
と
し
て
周

知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
過
去
に
も

報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
森 

二
〇
〇
八
・
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会 

二
〇
一
一
・
海
の
道
む
な
か
た

館 

二
〇
一
六
）。

　
岡
寺
と
森
は
、
こ
れ
ら
孔
大

寺
権
現
の
境
内
、
さ
ら
に
は
山

頂
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
、
孔

大
寺
山
の
山
岳
信
仰
に
関
わ
る

重
要
地
点
の
可
能
性
が
あ
る
と

認
識
し
た
た
め
、『
宗
像
市
史
』

編
纂
に
お
け
る
調
査
の
一
環
と

し
て
、
若
杦
善
満
（
苅
田
町
教

育
委
員
会
）
の
同
行
の
下
、
現

地
調
査
を
二
〇
一
六
年
七
月
三

日
に
行
い
、
さ
ら
に
二
〇
一
七

年
十
二
月
三
日
に
、
岡
寺
と
若
杦
に
よ
り
補
足
調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら

の
調
査
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

孔
大
寺
山
頂
周
辺
「
大
穴
」
の
調
査
内
容

（
一
）
調
査
概
要

　『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
現
地
調

査
に
よ
り
孔
大
寺
山
山
頂
（
標
高
四
九
九
ｍ
）
か
ら
一
〇
～
二
〇 

ｍ
ほ

ど
下
が
っ
た
傾
斜
地
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
人
為
的
に
横
か
ら
掘
削
さ

れ
た
穴
七
カ
所
と
掘
削
後
に
埋
没
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
窪
地
四
カ
所

の
計
十
一
カ
所
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
分
布
・
規
模
・
構
造
等
の

把
握
を
目
的
と
し
、位
置
図
（
第
２
図
）
お
よ
び
残
存
状
況
が
良
好
な
「
大

穴
」
一
カ
所
（
５
号
）
に
つ
い
て
、
平
面
図
・
縦
断
面
図
（
第
３
図
）

を
作
成
し
、
他
の
「
大
穴
」
つ
い
て
は
形
状
や
残
存
状
況
の
確
認
を
お

こ
な
っ
た
。「
大
穴
」
の
内
部
・
周
辺
、
窪
地
に
お
い
て
は
、
明
確
な
遺

物
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
１
号
「
大
穴
」
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
一
標
高
の
傾
斜
面
に
位
置
し
、
西

側
稜
線
周
辺
に
二
カ
所
（
７
・
８
号
）、
北
側
稜
線
周
辺
に
四
カ
所
（
１
・

９
～
11
号
）、南
東
側
稜
線
周
辺
に
五
カ
所
（
２
～
６
号
）
が
分
布
す
る
。

　
窪
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
形
状
や
、
現
存
す
る
「
大
穴
」
に
近

接
す
る
こ
と
、
窪
地
よ
り
も
低
い
傾
斜
地
で
開
口
方
向
に
掘
削
時
に
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
礫
の
集
中
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
大
穴
」
が

埋
没
し
た
箇
所
と
推
定
し
た
。

　
以
下
に
、
各
号
の
「
大
穴
」
の
形
状
・
規
模
を
述
べ
、
測
量
を
実
施

し
た
５
号
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
詳
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
１
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
八
ｍ
を
測
る
窪
地
。
２

号
は
横
穴
形
状
で
、
天
井
部
の
落
盤
に
よ
り
奥
壁
が
露
出
す
る
。
３
号

は
、
現
存
長
さ
約
七
・
五
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
す
る
。
４
号
は
、現
存
長

さ
約
七
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
で
あ
る
。
６
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、

径
約
三
・
六
ｍ
を
測
る
窪
地
で
、
窪
地
よ
り
低
い
南
西
側
に
礫
の
集
中
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が
観
察
さ
れ
た
。
７
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
す
る
窪
地
で
あ
る
。
８
号
は
、
現
存

長
さ
約
八
・
三
ｍ
、
幅
約
一
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
し
、
奥
壁
が
逆
Ｌ
字
状
に
屈

曲
す
る
。
ま
た
８
号
の
開
口
部
北
側
に
は
径
約
三
・
五
ｍ
の
窪
地
と
礫
の
集
中
を
確

認
し
た
。
９
号
は
、
方
形
状
を
呈
し
、
長
さ
約
四
・
五
ｍ
の
窪
地
で
あ
る
。
10
号
は
、

平
面
Ｌ
字
状
を
呈
し
、
短
辺
長
さ
約
四
ｍ
、
長
辺
長
さ
約
五
ｍ
の
窪
地
。
11
号
は
、

円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
六
ｍ
の
窪
地
。

　
詳
細
に
実
測
調
査
を
行
っ
た
５
号
「
大
穴
」
は
、
幅
約
一
・
〇
～
一
・
六
ｍ
、
高

さ
〇
・
六
～
二
・
二
ｍ
、
全
長
約
七
・
二
ｍ
の
規
模
で
南
西
方
向
に
開
口
す
る
横
穴

形
状
を
呈
し
て
い
る
。
縦
断
面
の
形
状
は
凸
字
状
を
呈
し
、
現
存
す
る
開
口
部
を
頂

点
と
し
て
、
内
側
・
外
側
に
向
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
（
第
３
図
）。
現
状
の
外

側
は
天
井
部
・
壁
面
の
崩
落
に
よ
り
埋
没
す
る
が
、
測
量
の
結
果
、
従
来
の
開
口
部

は
現
存
す
る
開
口
部
よ
り
西
側
に
約
二
ｍ
の
位
置
に
推
測
さ
れ
る
。

　
内
側
に
は
、
高
さ
約
二
・
二
ｍ
、
長
さ
約
二
ｍ
、
幅
約
〇
・
六
～
〇
・
八
ｍ
の
空

間
が
存
在
し
、
床
面
に
は
、
径
約
五
㎝
の
棒
状
の
加
工
木
や
木
片
が
中
量
に
、
径
一

〇
～
五
〇
㎝
を
測
る
礫
が
多
量
に
堆
積
し
て
い
た
（
写
真
３
）。
こ
れ
ら
の
礫
は
、

基
盤
（
地
山
）
層
の
安
山
岩
で
風
化
が
進
ん
だ
た
め
脆
弱
な
地
質
を
呈
し
、「
大
穴
」

掘
削
時
・
使
用
時
か
ら
の
経
年
に
よ
る
天
井
部
・
壁
面
か
ら
崩
落
し
た
礫
群
と
考
え

ら
れ
る
。
崩
落
が
少
な
い
奥
壁
面
に
お
い
て
は
、
壁
面
を
平
滑
に
仕
上
げ
る
な
ど
整

形
に
関
係
す
る
加
工
痕
は
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
（
写
真
３
・
４
）。
ま
た
、
奥
壁
面

の
ほ
ぼ
中
央
下
部
に
お
い
て
、
斜
方
向
に
径
約
三
㎝
、
深
さ
約
八
㎝
の
人
工
的
な
穿

孔
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
小
孔
が
観
察
さ
れ
、
孔
内
部
に
は
木
片
が
残
存
し
て

い
た
（
写
真
５
）。

　
５
号
の
開
口
部
か
ら
西
側
に
か
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
幅
二
・
二
ｍ
、
長
さ
五

・
二
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
は
、
径
五
～
二
〇
㎝
を
測
る
礫
が
中
量
に
堆
積
す
る
（
写

真
３
）。
こ
れ
ら
も
内
側
と
同
様
に
経
年
に
よ
る
開
口
部
付
近
が
崩
落
し
た
礫
群
と

考
え
ら
れ
る
。

　
５
号
の
開
口
方
向
で
あ
る
南
西
側
に
は
、
礫
の
集
中
が
見
ら
れ
な
い
幅
約
三
ｍ
の

平
坦
面
が
南
北
方
向
に
展
開
す
る
。
北
西
側
稜
線
あ
る
い
は
南
東
側
稜
線
に
続
く
通

路
と
推
定
さ
れ
る
が
、
北
西
側
は
６
号
の
崩
落
礫
群
の
堆
積
、
南
東
側
は
３
・
４
号

の
掘
削
に
よ
り
、
各
稜
線
へ
の
接
続
は
現
状
に
お
い
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
５
号
の
平
坦
面
よ
り
、
さ
ら
に
南
西
側
の
傾
斜
地
に
お
い
て
、
幅
約
八
ｍ
、
長
さ

約
四
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
、
径
五
～
三
〇
㎝
の
礫
が
集
中
す
る
範
囲
を
確
認
し
た
。

そ
の
分
布
範
囲
か
ら
、「
大
穴
」
を
掘
削
し
た
際
に
廃
棄
し
た
礫
と
推
定
さ
れ
る

（
写
真
６
）。

（
二
）「
大
穴
」
の
性
格
等
に
つ
い
て

　
山
頂
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
遺
物
は
確
認
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
、
現
状
で
は
考
古
学
的
に
時
代
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か

し
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
大
穴
」
の
記
載
か
ら
、
十
八
世
紀
以
前
に
は
、
既

に
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
大
穴
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
、
大
穴
に
つ

い
て
「
宗
像
縁
起
に
、
昔
は
彼
穴
口
に
高
棚
を
か
ま
へ
、
未
嫁
女
を
生
贄
と
せ
し
に
、

神
出
て
白
馬
の
形
を
現
し
、
或
は
大
蛇
の
形
を
あ
ら
は
し
て
、
其
女
を
食
せ
し
と
云
」

と
記
し
、
生
贄
を
神
に
捧
げ
る
場
で
あ
る
記
載
の
存
在
を
示
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

益
軒
は
こ
の
見
解
に
否
定
的
で
あ
る
）。

　
生
贄
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
説
は
さ
て
お
き
、
こ
の
「
大
穴
」
の
性
格
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
像
大
社
所
蔵
資
料
の
『
吉
野
期
神
事
目
録
』
に
は
二
月
一

日
か
ら
四
日
ま
で
孔
大
寺
三
所
権
現
、
千
手
堂
法
華
会
、
高
棚
六
所
神
供
の
こ
と
を

記
し
て
い
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
四
〇
頁
）。
こ
こ
に
あ
る
「
高

棚
六
所
」
が
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
高
棚
」
と
同
一
で
あ
れ
ば
、
山
頂
の
「
大

穴
」
の
前
に
高
棚
が
置
か
れ
て
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
来
の
「
大
穴
」
の
用
途
と
し
て
は
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
供

の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
来
の
用
途
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
そ
の
一
つ
に
は
山
岳
修
験
の
修
行
を
行
う
参
籠
窟
等
の
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
頂
に
無
造
作
に
複
数
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ

も
そ
も
が
窟
修
行
自
体
が
、
自
然
に
生
じ
た
空
隙
な
ど
を
窟
空
間
と
し
て
瞑
想
を
行

う
こ
と
に
よ
り
自
然
と
一
体
と
な
る
と
い
う
自
然
崇
拝
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
自
然
崇
拝
の
思
想
に
由
来
す
る
参
籠
窟
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
人
工
的
に
掘
削
し
た
痕
跡
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鉱
石
採
掘
の
痕
跡
で

は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た

『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
の
宗
像
郡
池
田
村
の
項
に
は
、「
此
村
の
北
の
方
依
嶽

の
麓
に
て
元
禄
年
中
銅
鉱
有
と
て
試
に
穿
た
り
。
銅
多
か
ら
す
と
て
幾
程
な
く
其
事

止
た
り
。
釣
山
と
云
。
又
孔
大
寺
の
下
に
も
所
々
穿
し
穴
有
」
と
あ
っ
て
、
元
禄
年

間
に
銅
鉱
採
掘
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
の
「
孔
大
寺
の

下
」
が
、「
孔
大
寺
山
山
頂
の
下
」
と
い
う
意
味
か
、「
孔
大
寺
権
現
の
下
」
と
い
う

意
味
か
で
、
場
所
が
変
わ
っ
て
く
る
が
、
今
回
調
査
し
た
「
大
穴
」
群
を
指
し
て
い

る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
元
禄
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土

記
』
に
は
、
伝
承
を
伴
っ
た
形
で
「
大
穴
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
銅
鉱
石
の

テ
ス
ト
ピ
ッ
ト
（
試
掘
坑
）
に
し
て
は
画
一
的
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

現
段
階
に
お
い
て
は
推
定
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
他
の
可
能
性
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
大
穴
」

が
標
高
五
〇
〇
ｍ
近
く
と
宗
像
地
域
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
最
高
所
に
あ
た
る
こ
と

や
、「
大
穴
」
の
形
状
か
ら
み
て
、
穴
の
内
側
へ
の
雨
水
流
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
日
光
が
差
し
込
ま
な
い
構
造
で
あ
り
、
穴
内
部
の
温
度
・
湿
度

は
一
定
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
地
と
構
造
上
の
特
徴
か

ら
、「
大
穴
」
は
冬
季
に
降
っ
た
雪
を
蓄
積
し
、春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
温
暖
期
ま
で
、

氷
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
「
氷
室
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
一
年
を
通
じ
て
容
易
に
氷
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
現
代
と
は
異
な

り
、
夏
の
暑
い
時
季
に
氷
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
近
世
以
前
に
お
い
て

は
、
温
暖
期
の
氷
は
非
常
に
重
宝
さ
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
涼
を
得
る
な
ど
の
貴
人
の

風
流
ば
か
り
で
は
な
く
、
宗
教
儀
式
や
祈
祷
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
い
う
。
孔
大
寺
権
現
は
も
と
よ
り
、
宗
像
大
社
な
ど
で
行
わ
れ
る
儀
式
等
に

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』

に
も
未
婚
女
性
の
生
贄
の
場
所
と
い
う
常
時
立
ち
入
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う

な
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
氷
と
い
う
貴
重
な
財
産
を
守
る
た
め
の
附
会
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
、
氷
室
と
判
断
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
あ
る
。
一
つ
は
、「
大

穴
」
の
配
置
が
氷
室
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
日
が
差
し
込
み
に
く
い
北
向
き
を
中
心
と

し
た
配
置
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
開
口
す
る
方
位
に

北
へ
の
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
福
岡
県
内
に
お
け
る
氷
室
と
し
て
は
豊
前
市
の
求
菩

提
山
山
中
の
近
世
の
も
の
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
積
石
を
伴
っ
て
お
り
、

明
ら
か
に
形
状
が
異
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上

に
想
定
が
難
し
く
、
ま
た
銅
鉱
石
の
試
掘
坑
の
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
、
断
定
も

否
定
も
言
え
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　

孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
の
調
査
内
容

　
孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
は
、
孔
大
寺
山
の
西
側
中
腹
（
標
高
三
一
九
ｍ
）
に
鎮

座
す
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
孔
大
寺
山
権
現
は
、
吉
野
の
蔵
王
権
現
の
一

神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
後
期
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続

風
土
記
拾
遺
』
宗
像
郡
・
池
田
村
孔
大
寺
山
神
社
の
項
に
は
、「
昔
此
御
社
繁
昌
の

時
は
山
中
に
坊
舎
多
か
り
し
よ
し
今
も
其
址
有
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
神
木
の
銀
杏
、

千
手
観
音
堂
の
こ
と
な
ど
も
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
周
辺
に
は
人
工
的
に
造
成
さ
れ
た
平
坦
面
群
や
大
量

の
遺
物
散
布
が
見
ら
れ
た
た
め
、
現
地
調
査
の
際
に
、
岡
寺
が
千
分
の
一
の
縮
尺
に

よ
り
現
況
の
境
内
平
面
図
を
作
成
し
た
（
第
４
図
）。
そ
の
図
を
基
に
ま
ず
は
境
内

の
状
況
を
確
認
す
る
。

　
孔
大
寺
山
の
中
腹
、
標
高
三
一
九
ｍ
地
点
に
、
現
在
、
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
が

東
向
き
に
置
か
れ
て
お
り
（
写
真
８
）、
そ
の
社
殿
を
中
心
に
東
西
約
一
五
〇
ｍ
に

わ
た
っ
て
平
坦
面
群
が
並
列
し
て
い
る
。
社
殿
か
ら
東
へ
下
っ
た
尾
根
の
鞍
部
に

は
、
福
岡
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
孔
大
寺
の
イ
チ
ョ
ウ
」
の
大
木

が
あ
る
。
現
在
、
胸
高
周
囲
は
六
・
〇
ｍ
、
根
廻
り
九
・
四
ｍ
も
あ
る
大
木
で
、
孔

大
寺
宮
の
御
神
木
と
さ
れ
、
地
元
で
大
切
に
護
ら
れ
て
い
る
（
写
真
９
）。
こ
の
銀
杏

に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
「
め
ぐ
り
五
囲
あ
り
」、『
筑
前
国
続
風
土

記
附
録
』
で
は
「
六
囲
余
」、『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
で
は
「
囲
ミ
三
丈
壱
尺
稀

世
の
喬
木
也
」
と
あ
る
。
三
丈
一
尺
は
、
約
九
・
四
～
九
・
五
ｍ
で
あ
り
、
根
廻
り

の
数
値
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
「
大
木
の
銀
杏
ハ

神
木
の
外
に
も
社
の
近
辺
に
数
十
株
生
茂
れ
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
社
の
下
弐
町
斗

に
大
杉
有
」
と
あ
り
、
神
木
以
外
の
銀
杏
の
大
木
や
杉
の
大
木
も
か
つ
て
あ
っ
た
こ

a a´
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白
飯
に
か
け
て
、
醤
油
で
味
付
け
し
て
食
べ
る
「
卵
ご
飯
」
の
よ
う
な
食
べ
方
、
病

気
な
ど
の
栄
養
補
給
や
滋
養
強
壮
の
効
果
を
期
待
し
て
生
卵
を
飲
む
な
ど
、
卵
の
生

食
も
、
今
や
家
庭
や
旅
館
の
朝
食
な
ど
の
定
番
、
飲
食
店
な
ど
で
も
当
た
り
前
の
食

べ
方
だ
が
、
江
戸
期
の
記
録
に
見
え
る
こ
と
は
少
な
く
貴
重
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
は
「
一
、
い
り
鳥
、
寒
大
根
・
こ
ん
に
や
く
、

鳥
（
鶏
）、
鶏
生
身
　
赤
間
役
場
に
持
参
」（
嘉
永
四
年
三
月
十
四
日
）、「
勝
次
方
よ
り

鶏
壱
羽
歳
暮
ニ
参
候
事
」（
嘉
永
四
年
十
二
月
二
十
八
日
）、「
浅
木
よ
り
清
吉
鶏
買
に

参
候
事
」（
嘉
永
五
年
二
月
二
十
一
日
）、「
鶏
壱
羽
手
元
有
合
、
掛
目
弐
斤
半
位
」（
文

久
四
年
八
月
十
八
日
）、「
鶏
手
元
有
合
」（
文
久
四
年
九
月
七
日
）、「
弁
当
、旦
那
様

鶏
煮
〆
、
御
家
来
は
香
物
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
三
日
）、「
酒
五
升
、
大
あ
ら
壱

枚
、
鶏
壱
羽
、
御
求
分
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
六
日
）
な
ど
の
記
述
が
あ
っ
て
、

幕
末
の
宗
像
で
は
鶏
（
肉
）
が
歳
暮
の
品
で
贈
答
さ
れ
る
ほ
ど
高
級
品
か
つ
貴
重
品

で
あ
り
、
日
常
の
食
事
や
酒
宴
な
ど
の
料
理
献
立
で
も
多
く
見
ら
れ
、
家
庭
や
店
舗

な
ど
か
ら
の
調
達
も
含
め
、
他
地
域
よ
り
も
流
通
し
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。

　

お
わ
り
に

　
現
在
、
宗
像
周
辺
で
は
、「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」「
宗
像
鶏
」
の
産
地
の
名
残
な
の

か
、
卵
を
産
ま
な
く
な
っ
た
廃
鶏
（
親
鶏
）
を
食
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
郷
土
料
理
「
か
し
わ
の
す
き
焼
き
（
鶏
す
き
）」
も
、
祭
り
や
お
祝
い
、
宴

会
、
地
域
の
寄
り
合
い
な
ど
ハ
レ
の
日
の
行
事
食
、
お
も
て
な
し
食
と
し
て
、
家
庭

や
地
域
、
飲
食
店
で
も
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
宗
像
大
社
の
直
会
・
お
も
て
な
し

で
も
、
鶏
す
き
が
よ
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
い
、
最
近
で
は
宗
像
市
の
池
野
地
区
で
は
、

「
鶏
す
き
交
流
会
」
な
ど
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
地
元
の
食
文
化
・
郷
土
料
理
の
「
鶏

す
き
」
を
活
か
し
て
い
る
。

　
私
も
実
際
に
市
史
の
調
査
の
過
程
で
、
宗
像
流
の
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
孔
大
寺

地
区
で
ご
馳
走
に
な
る
機
会
が
あ
っ
た
。
私
の
飯
塚
市
の
実
家
も
、
昔
は
家
庭
で
養

鶏
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
人
生
最
初
の
す
き
焼
き
は
牛
で
な
く
鶏
で
あ
っ
た
こ
と
を

幼
少
時
な
が
ら
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
ぜ
宗

像
の
人
々
は
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
こ
の
よ
う
に
行
事
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
好
ん
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
調
味
料
と
し
て
砂
糖
を
大
量
に
使

用
す
る
の
か
な
ど
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
ま
た
、
今
や
幻
・
謎
と
な
っ

た
「
宗
像
鶏
」
や
「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」
の
歴
史
、
ル
ー
ツ
も
た
い
へ
ん
気
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
日
本
人
、
筑
前
福
岡
・
宗
像
の
人
々
は
鶏
肉
や
鶏
卵
を
い
つ
頃
か
ら
、

な
ぜ
、
何
が
き
っ
か
け
で
、
ど
の
よ
う
な
時
代
・
社
会
背
景
で
よ
く
食
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
な
ど
の
根
本
的
な
問
題
、
研
究
課
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
食
文
化
誌
に
お
い
て
は
、
記
録
史
料
と
共
に
地
域
の
記
憶
の
聞
き
取
り
、
民
俗
学

的
な
要
素
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
地
域
に
根
差
し
た
食
文
化
・
食
生
活
の
歴

史
に
つ
い
て
、
宗
像
地
域
に
残
る
貴
重
な
歴
史
史
料
、
郷
土
資
料
を
紐
解
き
、
地
域

の
方
々
の
声
や
記
憶
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
民
俗
部
会
や
近
代
、
現
代
部
会
な
ど
と

も
共
同
で
調
査
研
究
を
進
め
、『
新
修
宗
像
市
史:

宗
像
の
く
ら
し
』
の
中
で
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

【
付
記
】

　
近
世
部
会
で
は
、
近
世
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
（
一
六
〇
〇
～
一
八
六
八
年
）
の

宗
像
地
域
（
宗
像
郡
）
を
中
心
に
、
①
政
治
史
（
い
く
さ
と
人
々
）②
交
通
・
流
通

史
（
海
の
道
・
陸
の
道
）③
学
問
・
教
育
・
文
化
史
（
学
び
）④
生
活
文
化
史
（
く
ら

し
）
の
巻
・
分
野
を
担
当
し
、
宗
像
地
域
に
残
る
江
戸
時
代
の
古
文
書
や
記
録
類
、

『
宗
像
郡
誌
』
な
ど
郷
土
資
料
の
調
査
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

　
皆
さ
ん
も
身
近
な
地
域
や
ま
ち
の
歴
史
、
家
や
家
族
・
ご
先
祖
様
の
歴
史
、
地
域

の
先
人
達
が
残
し
た
記
録
や
足
跡
、
ふ
る
さ
と
宗
像
の
歩
み
を
紐
解
く
手
が
か
り
に

な
る
「
史
料
」
に
つ
い
て
、
海
の
道
む
な
か
た
館
や
宗
像
市
民
図
書
館
を
訪
れ
て
知
っ

て
頂
く
と
同
時
に
、
こ
れ
を
機
会
に
ぜ
ひ
情
報
を
お
寄
せ
頂
き
、
市
民
の
み
な
さ
ん

や
地
域
と
共
に
『
新
修
宗
像
市
史
』
を
編
集
し
て
い
き
た
い
。

　
今
回
の
執
筆
に
あ
た
り
、
私
に
福
岡
の
鶏
肉
と
鶏
卵
の
食
文
化
の
歴
史
の
調
査
研

究
へ
と
導
い
て
下
さ
っ
た
福
岡
県
畜
産
課
の
元
職
員
で
あ
り
、
福
岡
県
筑
後
農
林
事

務
所
職
員
で
九
州
鶏
す
き
学
会
主
任
研
究
員
の
近
藤
裕
隆
氏
、
農
事
法
人
福
栄
組
合

や
Ｊ
Ａ
、
福
岡
県
畜
産
課
・
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
、
筑
紫
野
市
を
中
心
と
す
る

福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
、
古
賀
市
の
は
か
た
一
番
ど
り
・
あ
ら
い
フ
ー

ズ
、
香
椎
宮
鶏
石
神
社
の
例
祭
「
鶏
魂
祭
」
で
ご
縁
を
頂
い
た
香
椎
宮
の
足
立
憲
一

宮
司
を
は
じ
め
、
鶏
石
神
社
を
崇
敬
さ
れ
る
養
鶏
業
関
係
者
の
皆
様
、
福
岡
地
方
史

研
究
会
の
会
員
の
皆
様
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
ご
教
示
・
ご
助
言
を
頂
い
た
民
俗
部
会
の

森
弘
子
先
生
を
は
じ
め
、
近
世
部
会
部
会
員
の
方
々
、
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
・

事
務
局
の
皆
様
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

註（
１
）
近
世
福
岡
藩
領
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
養
鶏
協
会

『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、『
新
宮
町
誌
別
冊
福
岡
県
糟
屋
郡
新

宮
町
相
島
に
お
け
る
朝
鮮
通
信
使
来
泊
時
の
食
』
新
宮
町
、
一
九
九
七
年
、
竹
川

克
幸
「
福
岡
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌―

江
戸
期
・
筑
前
国
福
岡
藩
領
を
中
心

に―

」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
三
号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
五
年
、
や
竹

川
「
福
岡
県
の
鶏
食
文
化
と
鶏
肉
料
理
～
筑
前
福
岡
藩
領
を
中
心
に
～
」『
か
し
わ

好
い
と
お
』
福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
な
ど
。
鶏
や
養
鶏
全
般
に
つ
い

て
は
、
小
穴
彪
『
日
本
食
肉
史
基
礎
資
料
集
成
第
三
九
二
輯
　
日
本
鶏
の
歴
史
』

一
九
五
一
年
や
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』
法
政
大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
、
矢
野
晋
吾
『
ニ
ワ
ト
リ
は
い
つ
か
ら
庭
に
い
る
の
か
｜
人
間
と
鶏

の
民
俗
誌
』Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
ラ
ジ
オ
歴
史
再
発
見
、
二
〇
一
七
年
、
土
田
美
登

世
『
や
き
と
り
と
日
本
人
』
光
文
社
、
二
〇
一
四
年
が
詳
し
い
。

　
　
　
ま
た
『
新
修
宗
像
市
史
』
近
世
部
会
よ
り
の
調
査
報
告
と
し
て
、「
宗
像
市
広
報
・

む
な
か
た
タ
ウ
ン
プ
レ
ス
　
時
間
旅
行
ム
ナ
カ
タ
第
74
回
　
近
世
宗
像
の
鶏
肉
・

鶏
卵
の
食
文
化
誌 

「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
み
る
江
戸
時
代
の
食
文
化 

」（
二
〇

一
七
年
五
月
十
五
日
号
）
を
参
照
。

（
２
）
川
添
昭
二
、
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
七
巻
中
、
文

献
出
版
、
一
九
八
四
年
、
三
四
四
頁

（
３
）
い
ず
れ
も
平
凡
社
東
洋
文
庫
シ
リ
ー
ズ
、
ケ
ン
ぺ
ル
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』

平
凡
社
、シ
ー
ボ
ル
ト
『
江
戸
参
府
紀
行
』
平
凡
社
、フ
ィ
ッ
セ
ル
『
日
本
風
俗
備
考
』

平
凡
社
、Ｃ
Ｐ
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
『
江
戸
参
府
随
行
記
』
平
凡
社
な
ど
。
ま
た
長
崎
街

道
の
食
文
化
や
南
蛮
料
理
・
南
蛮
菓
子
の
食
文
化
に
つ
い
て
は
江
後
迪
子
『
南
蛮

か
ら
来
た
食
文
化
』
弦
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
江
後
迪
子
『
長
崎
奉
行
の
お
献
立
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年

（
４
）『
福
岡
県
史
　
近
世
史
料
編
年
代
記
一
』
一
九
九
〇
年
、
西
日
本
文
化
協
会
、「
萬

年
代
記
帳
」
二
四
五
～
二
四
六
頁
、
吉
田
保
『
小
竹
一
口
よ
も
や
ま
話
』
二
〇
〇

三
年
、
二
二
頁
参
照
。

（
５
）『
太
宰
府
市
史
』
近
世
資
料
編
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
〇
～
三
〇
三
頁
、「
竹
森

家
文
書
」「
安
政
五
年
午
十
月
公
儀
御
役
々
并
伝
習
方
勝
麟
太
郎
様
蘭
人
一
同
十
月

十
八
日
博
多
御
上
陸
翌
十
九
日
宰
府
参
詣
同
所
御
立
雑
餉
隈
小
休
諸
事
留
書
（
観

世
音
寺
村
分
）」
や
『
大
野
城
市
史
』
資
料
編
「
高
原
家
文
書
」
な
ど
参
照
。
ま
た

カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
六

四
年
も
参
照
。

（
６
）
橋
爪
伸
子
監
修
『
熊
本
藩
士
の
レ
シ
ピ
帖
』
財
団
法
人
熊
本
国
際
観
光
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
～
二
七
頁
、
橋
爪
伸
子
・
江
後
迪
子
「「
料

理
方
秘
」
に
つ
い
て
」『
香
蘭
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
〇
号
、
一
九
九
八

年

（
７
）
板
坂
燿
子
編
『
近
世
紀
行
文
集
成
』
第
二
巻
、
九
州
篇
、
葦
書
房
、
二
〇
〇
二

年
「
旅
の
恥
か
き
す
て
の
日
記
」
二
八
頁

（
８
）
竹
川
「
香
椎
宮
の
鶏
石
神
社
に
つ
い
て
」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
四

号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
六
年
、
前
掲
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』

法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
一
四
～
二
一
五
頁

（
９
） 

『
九
州
文
化
史
研
究
所
史
料
集
４
　
福
岡
藩
粕
屋
郡
大
庄
屋
留
書
』
九
州
文
化
史

研
究
所
史
料
集
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
六
頁

（
10
）『
和
漢
三
才
図
会
６
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
二
二
一
頁

（
11
） 

『
福
岡
県
史 

通
史
編 

福
岡
藩
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
二
〇
〇
二
年
、
七
七
九

～
七
八
〇
頁
、『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
一
九
九
一
年
、
三
一
七
～
三
一
八
頁
な

ど
参
照
。

（
12
）
秀
村
選
三
編
『
博
多
津
要
録
』
全
三
巻
、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
八
年

（
13
）
松
下
志
朗
『
七
隈
史
料
叢
書
九
　
福
岡
藩
法
令
集
１
』
一
九
七
六
年
、
五
六
～

五
七
頁

（
14
）
前
掲
『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
三
一
七
～
三
一
八
頁
、
八
五
八
～
八
五
九
頁

参
照
。

（
15
）『
福
岡
県
史
資
料
第
一
輯
』
一
九
三
二
年
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
三
九
〇
頁
、
前

掲
『
福
岡
県
史
　
通
史
編
　
福
岡
藩
二
』
七
七
九
～
七
八
〇
頁
参
照
。

（
16
）
福
岡
県
養
鶏
協
会
『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、
一
五
八
頁
、

山
本
辰
雄
『
福
岡
県
農
業
外
史
』
農
業
春
秋
社
、
一
九
六
三
年

（
17
）『
宗
像
市
史
　
史
料
編
第
三
巻
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
五
年
「
地
方
文
書
・
中

村
家
文
書
」「
一
六
〇 

鶏
出
荷
控
帳
」
六
五
四
～
六
五
九
頁

（
18
） 

『
福
岡
県
史
　
近
代
史
料
編
　
福
岡
県
地
理
全
誌
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九

八
三
年

（
19
）『
宗
像
市
民
俗
調
査
報
告
書
第
２
集
　
旧
宿
場
町
・
赤
間
（
二
）』
宗
像
市
教
育

委
員
会
、
一
九
八
九
年

（
20
）
秀
村
選
三
編
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉
田
家
家
事
日
記
帳
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
二

年

（
21
）『
宗
像
市
史
　
通
史
編
第
二
巻
、
古
代
・
中
世
・
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
九
年
、

第
四
章
家
記
・
地
誌
に
み
る
宗
像
の
村
　
第
二
節
五
「
家
事
日
記
帳
に
見
え
る
食

物
（
ハ
レ
の
日
の
料
理
）」
九
八
五
～
九
九
七
頁
、
及
び
前
掲
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉

田
家
家
事
日
記
帳
』
解
題
部
分
一
二
、
五
五
五
～
五
六
四
頁
参
照
。

（
22
）
江
戸
期
の
料
理
書
と
し
て
は
、
作
者
不
詳
、
平
野
雅
章
訳
『
料
理
物
語
』
教
育

社
、
一
九
八
八
年
、
杉
野
権
兵
衛
原
著
、
福
田
浩
・
島
崎
と
み
子
訳
『
名
飯
部
類
』

教
育
社
、
一
九
八
九
年
、
博
望
子
原
著
、
原
田
信
男
訳
『
料
理
山
海
郷
』
教
育
社
、

原
田
信
男
校
註
・
解
説
『
料
理
百
珍
集
』
八
坂
書
房
、
一
九
九
七
年
な
ど
が
参
考

に
な
る
。

（
23
）『
近
世
風
俗
志
　
守
貞
謾
稿
』
岩
波
文
庫

（
24
）『
江
漢
西
遊
日
記
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
六
年
、　
一
七
八
頁
参
照
。

（
た
け
が
わ
か
つ
ゆ
き
　
近
世
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　　
は
じ
め
に

　
宗
像
市
池
田
と
遠
賀
郡
岡
垣
町
高
倉
・
内
浦
の
境
に
聳
え
る
孔
大
寺
山
（
標
高
四

九
九
ｍ
）
は
、
湯
川
山
、
金
山
、
城
山
と
並
ぶ
宗
像
連
峰
（
宗
像
四
塚
）
の
一
角
で

あ
り
、
中
腹
に
は
宗
像
三
社
（
沖
津
宮
・
中
津
宮
・
辺
津
宮
）、
織
幡
宮
、
許
斐
権

現
と
共
に
宗
像
六
社
の
一
つ
と
さ
れ
る
孔
大
寺
権
現
が
祀
ら
れ
、
宝
満
修
験
の
春
の

峰
入
り
（
宝
満
山
葛
城
峯
）
の
胎
蔵
界
九
尊
の
峯
の
第
十
に
当
て
ら
れ
た
山
岳
信
仰

の
聖
地
で
あ
る
（
第
１
図
）。

　
ま
た
江
戸
時
代
前
期
に
、
貝
原
益
軒
に
よ
り
著
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
宗

像
郡
・
孔
大
寺
山
の
項
に
は
、
孔
大
寺
権
現
の
名
の
由
来
と
し
て
、「
山
の
頂
に
大

穴
あ
り
。
故
孔
大
寺
と
號
す
」
と
あ
り
、
孔
大
寺
の
名
の
由
来
が
、
山
頂
の
大
穴
に

基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
伝
承
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
近
年
、
長
野
覺
氏
、
江
上
智
恵
氏
に
よ
り
、
山
頂
一
帯
に
、
人
工
的
に
掘
ら

れ
た
窟
状
の
穴
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
実
在
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
中
腹
に
あ
る
孔
大
寺
権
現
の
境
内
一
帯
で
は
、
古
代
～
中
世
の
土
師
器

等
の
遺
物
が
大
量
に
散
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、「
池
田
孔
大
寺
遺
跡
」
と
し
て
周

知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
過
去
に
も

報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
森 

二
〇
〇
八
・
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会 

二
〇
一
一
・
海
の
道
む
な
か
た

館 

二
〇
一
六
）。

　
岡
寺
と
森
は
、
こ
れ
ら
孔
大

寺
権
現
の
境
内
、
さ
ら
に
は
山

頂
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
、
孔

大
寺
山
の
山
岳
信
仰
に
関
わ
る

重
要
地
点
の
可
能
性
が
あ
る
と

認
識
し
た
た
め
、『
宗
像
市
史
』

編
纂
に
お
け
る
調
査
の
一
環
と

し
て
、
若
杦
善
満
（
苅
田
町
教

育
委
員
会
）
の
同
行
の
下
、
現

地
調
査
を
二
〇
一
六
年
七
月
三

日
に
行
い
、
さ
ら
に
二
〇
一
七

年
十
二
月
三
日
に
、
岡
寺
と
若
杦
に
よ
り
補
足
調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら

の
調
査
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

孔
大
寺
山
頂
周
辺
「
大
穴
」
の
調
査
内
容

（
一
）
調
査
概
要

　『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
現
地
調

査
に
よ
り
孔
大
寺
山
山
頂
（
標
高
四
九
九
ｍ
）
か
ら
一
〇
～
二
〇 

ｍ
ほ

ど
下
が
っ
た
傾
斜
地
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
人
為
的
に
横
か
ら
掘
削
さ

れ
た
穴
七
カ
所
と
掘
削
後
に
埋
没
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
窪
地
四
カ
所

の
計
十
一
カ
所
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
分
布
・
規
模
・
構
造
等
の

把
握
を
目
的
と
し
、位
置
図
（
第
２
図
）
お
よ
び
残
存
状
況
が
良
好
な
「
大

穴
」
一
カ
所
（
５
号
）
に
つ
い
て
、
平
面
図
・
縦
断
面
図
（
第
３
図
）

を
作
成
し
、
他
の
「
大
穴
」
つ
い
て
は
形
状
や
残
存
状
況
の
確
認
を
お

こ
な
っ
た
。「
大
穴
」
の
内
部
・
周
辺
、
窪
地
に
お
い
て
は
、
明
確
な
遺

物
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
１
号
「
大
穴
」
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
一
標
高
の
傾
斜
面
に
位
置
し
、
西

側
稜
線
周
辺
に
二
カ
所
（
７
・
８
号
）、
北
側
稜
線
周
辺
に
四
カ
所
（
１
・

９
～
11
号
）、南
東
側
稜
線
周
辺
に
五
カ
所
（
２
～
６
号
）
が
分
布
す
る
。

　
窪
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
形
状
や
、
現
存
す
る
「
大
穴
」
に
近

接
す
る
こ
と
、
窪
地
よ
り
も
低
い
傾
斜
地
で
開
口
方
向
に
掘
削
時
に
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
礫
の
集
中
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
大
穴
」
が

埋
没
し
た
箇
所
と
推
定
し
た
。

　
以
下
に
、
各
号
の
「
大
穴
」
の
形
状
・
規
模
を
述
べ
、
測
量
を
実
施

し
た
５
号
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
詳
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
１
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
八
ｍ
を
測
る
窪
地
。
２

号
は
横
穴
形
状
で
、
天
井
部
の
落
盤
に
よ
り
奥
壁
が
露
出
す
る
。
３
号

は
、
現
存
長
さ
約
七
・
五
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
す
る
。
４
号
は
、現
存
長

さ
約
七
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
で
あ
る
。
６
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、

径
約
三
・
六
ｍ
を
測
る
窪
地
で
、
窪
地
よ
り
低
い
南
西
側
に
礫
の
集
中

が
観
察
さ
れ
た
。
７
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
す
る
窪
地
で
あ
る
。
８
号
は
、
現
存

長
さ
約
八
・
三
ｍ
、
幅
約
一
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
し
、
奥
壁
が
逆
Ｌ
字
状
に
屈

曲
す
る
。
ま
た
８
号
の
開
口
部
北
側
に
は
径
約
三
・
五
ｍ
の
窪
地
と
礫
の
集
中
を
確

認
し
た
。
９
号
は
、
方
形
状
を
呈
し
、
長
さ
約
四
・
五
ｍ
の
窪
地
で
あ
る
。
10
号
は
、

平
面
Ｌ
字
状
を
呈
し
、
短
辺
長
さ
約
四
ｍ
、
長
辺
長
さ
約
五
ｍ
の
窪
地
。
11
号
は
、

円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
六
ｍ
の
窪
地
。

　
詳
細
に
実
測
調
査
を
行
っ
た
５
号
「
大
穴
」
は
、
幅
約
一
・
〇
～
一
・
六
ｍ
、
高

さ
〇
・
六
～
二
・
二
ｍ
、
全
長
約
七
・
二
ｍ
の
規
模
で
南
西
方
向
に
開
口
す
る
横
穴

形
状
を
呈
し
て
い
る
。
縦
断
面
の
形
状
は
凸
字
状
を
呈
し
、
現
存
す
る
開
口
部
を
頂

点
と
し
て
、
内
側
・
外
側
に
向
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
（
第
３
図
）。
現
状
の
外

側
は
天
井
部
・
壁
面
の
崩
落
に
よ
り
埋
没
す
る
が
、
測
量
の
結
果
、
従
来
の
開
口
部

は
現
存
す
る
開
口
部
よ
り
西
側
に
約
二
ｍ
の
位
置
に
推
測
さ
れ
る
。

　
内
側
に
は
、
高
さ
約
二
・
二
ｍ
、
長
さ
約
二
ｍ
、
幅
約
〇
・
六
～
〇
・
八
ｍ
の
空

間
が
存
在
し
、
床
面
に
は
、
径
約
五
㎝
の
棒
状
の
加
工
木
や
木
片
が
中
量
に
、
径
一

〇
～
五
〇
㎝
を
測
る
礫
が
多
量
に
堆
積
し
て
い
た
（
写
真
３
）。
こ
れ
ら
の
礫
は
、

基
盤
（
地
山
）
層
の
安
山
岩
で
風
化
が
進
ん
だ
た
め
脆
弱
な
地
質
を
呈
し
、「
大
穴
」

掘
削
時
・
使
用
時
か
ら
の
経
年
に
よ
る
天
井
部
・
壁
面
か
ら
崩
落
し
た
礫
群
と
考
え

ら
れ
る
。
崩
落
が
少
な
い
奥
壁
面
に
お
い
て
は
、
壁
面
を
平
滑
に
仕
上
げ
る
な
ど
整

形
に
関
係
す
る
加
工
痕
は
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
（
写
真
３
・
４
）。
ま
た
、
奥
壁
面

の
ほ
ぼ
中
央
下
部
に
お
い
て
、
斜
方
向
に
径
約
三
㎝
、
深
さ
約
八
㎝
の
人
工
的
な
穿

孔
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
小
孔
が
観
察
さ
れ
、
孔
内
部
に
は
木
片
が
残
存
し
て

い
た
（
写
真
５
）。

　
５
号
の
開
口
部
か
ら
西
側
に
か
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
幅
二
・
二
ｍ
、
長
さ
五

・
二
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
は
、
径
五
～
二
〇
㎝
を
測
る
礫
が
中
量
に
堆
積
す
る
（
写

28

真
３
）。
こ
れ
ら
も
内
側
と
同
様
に
経
年
に
よ
る
開
口
部
付
近
が
崩
落
し
た
礫
群
と

考
え
ら
れ
る
。

　
５
号
の
開
口
方
向
で
あ
る
南
西
側
に
は
、
礫
の
集
中
が
見
ら
れ
な
い
幅
約
三
ｍ
の

平
坦
面
が
南
北
方
向
に
展
開
す
る
。
北
西
側
稜
線
あ
る
い
は
南
東
側
稜
線
に
続
く
通

路
と
推
定
さ
れ
る
が
、
北
西
側
は
６
号
の
崩
落
礫
群
の
堆
積
、
南
東
側
は
３
・
４
号

の
掘
削
に
よ
り
、
各
稜
線
へ
の
接
続
は
現
状
に
お
い
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
５
号
の
平
坦
面
よ
り
、
さ
ら
に
南
西
側
の
傾
斜
地
に
お
い
て
、
幅
約
八
ｍ
、
長
さ

約
四
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
、
径
五
～
三
〇
㎝
の
礫
が
集
中
す
る
範
囲
を
確
認
し
た
。

そ
の
分
布
範
囲
か
ら
、「
大
穴
」
を
掘
削
し
た
際
に
廃
棄
し
た
礫
と
推
定
さ
れ
る

（
写
真
６
）。

（
二
）「
大
穴
」
の
性
格
等
に
つ
い
て

　
山
頂
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
遺
物
は
確
認
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
、
現
状
で
は
考
古
学
的
に
時
代
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か

し
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
大
穴
」
の
記
載
か
ら
、
十
八
世
紀
以
前
に
は
、
既

に
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
大
穴
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
、
大
穴
に
つ

い
て
「
宗
像
縁
起
に
、
昔
は
彼
穴
口
に
高
棚
を
か
ま
へ
、
未
嫁
女
を
生
贄
と
せ
し
に
、

神
出
て
白
馬
の
形
を
現
し
、
或
は
大
蛇
の
形
を
あ
ら
は
し
て
、
其
女
を
食
せ
し
と
云
」

と
記
し
、
生
贄
を
神
に
捧
げ
る
場
で
あ
る
記
載
の
存
在
を
示
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

益
軒
は
こ
の
見
解
に
否
定
的
で
あ
る
）。

　
生
贄
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
説
は
さ
て
お
き
、
こ
の
「
大
穴
」
の
性
格
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
像
大
社
所
蔵
資
料
の
『
吉
野
期
神
事
目
録
』
に
は
二
月
一

日
か
ら
四
日
ま
で
孔
大
寺
三
所
権
現
、
千
手
堂
法
華
会
、
高
棚
六
所
神
供
の
こ
と
を

記
し
て
い
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
四
〇
頁
）。
こ
こ
に
あ
る
「
高

棚
六
所
」
が
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
高
棚
」
と
同
一
で
あ
れ
ば
、
山
頂
の
「
大

穴
」
の
前
に
高
棚
が
置
か
れ
て
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
来
の
「
大
穴
」
の
用
途
と
し
て
は
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
供

の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
来
の
用
途
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
そ
の
一
つ
に
は
山
岳
修
験
の
修
行
を
行
う
参
籠
窟
等
の
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
頂
に
無
造
作
に
複
数
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ

も
そ
も
が
窟
修
行
自
体
が
、
自
然
に
生
じ
た
空
隙
な
ど
を
窟
空
間
と
し
て
瞑
想
を
行

う
こ
と
に
よ
り
自
然
と
一
体
と
な
る
と
い
う
自
然
崇
拝
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
自
然
崇
拝
の
思
想
に
由
来
す
る
参
籠
窟
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
人
工
的
に
掘
削
し
た
痕
跡
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鉱
石
採
掘
の
痕
跡
で

は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た

『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
の
宗
像
郡
池
田
村
の
項
に
は
、「
此
村
の
北
の
方
依
嶽

の
麓
に
て
元
禄
年
中
銅
鉱
有
と
て
試
に
穿
た
り
。
銅
多
か
ら
す
と
て
幾
程
な
く
其
事

止
た
り
。
釣
山
と
云
。
又
孔
大
寺
の
下
に
も
所
々
穿
し
穴
有
」
と
あ
っ
て
、
元
禄
年

間
に
銅
鉱
採
掘
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
の
「
孔
大
寺
の

下
」
が
、「
孔
大
寺
山
山
頂
の
下
」
と
い
う
意
味
か
、「
孔
大
寺
権
現
の
下
」
と
い
う

意
味
か
で
、
場
所
が
変
わ
っ
て
く
る
が
、
今
回
調
査
し
た
「
大
穴
」
群
を
指
し
て
い

る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
元
禄
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土

記
』
に
は
、
伝
承
を
伴
っ
た
形
で
「
大
穴
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
銅
鉱
石
の

テ
ス
ト
ピ
ッ
ト
（
試
掘
坑
）
に
し
て
は
画
一
的
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

現
段
階
に
お
い
て
は
推
定
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
他
の
可
能
性
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
大
穴
」

が
標
高
五
〇
〇
ｍ
近
く
と
宗
像
地
域
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
最
高
所
に
あ
た
る
こ
と

や
、「
大
穴
」
の
形
状
か
ら
み
て
、
穴
の
内
側
へ
の
雨
水
流
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
日
光
が
差
し
込
ま
な
い
構
造
で
あ
り
、
穴
内
部
の
温
度
・
湿
度

は
一
定
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
地
と
構
造
上
の
特
徴
か

ら
、「
大
穴
」
は
冬
季
に
降
っ
た
雪
を
蓄
積
し
、春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
温
暖
期
ま
で
、

氷
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
「
氷
室
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
一
年
を
通
じ
て
容
易
に
氷
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
現
代
と
は
異
な

り
、
夏
の
暑
い
時
季
に
氷
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
近
世
以
前
に
お
い
て

は
、
温
暖
期
の
氷
は
非
常
に
重
宝
さ
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
涼
を
得
る
な
ど
の
貴
人
の

風
流
ば
か
り
で
は
な
く
、
宗
教
儀
式
や
祈
祷
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
い
う
。
孔
大
寺
権
現
は
も
と
よ
り
、
宗
像
大
社
な
ど
で
行
わ
れ
る
儀
式
等
に

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』

に
も
未
婚
女
性
の
生
贄
の
場
所
と
い
う
常
時
立
ち
入
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う

な
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
氷
と
い
う
貴
重
な
財
産
を
守
る
た
め
の
附
会
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
、
氷
室
と
判
断
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
あ
る
。
一
つ
は
、「
大

穴
」
の
配
置
が
氷
室
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
日
が
差
し
込
み
に
く
い
北
向
き
を
中
心
と

し
た
配
置
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
開
口
す
る
方
位
に

北
へ
の
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
福
岡
県
内
に
お
け
る
氷
室
と
し
て
は
豊
前
市
の
求
菩

提
山
山
中
の
近
世
の
も
の
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
積
石
を
伴
っ
て
お
り
、

明
ら
か
に
形
状
が
異
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上

に
想
定
が
難
し
く
、
ま
た
銅
鉱
石
の
試
掘
坑
の
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
、
断
定
も

否
定
も
言
え
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　

孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
の
調
査
内
容

　
孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
は
、
孔
大
寺
山
の
西
側
中
腹
（
標
高
三
一
九
ｍ
）
に
鎮

座
す
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
孔
大
寺
山
権
現
は
、
吉
野
の
蔵
王
権
現
の
一

神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
後
期
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続

風
土
記
拾
遺
』
宗
像
郡
・
池
田
村
孔
大
寺
山
神
社
の
項
に
は
、「
昔
此
御
社
繁
昌
の

時
は
山
中
に
坊
舎
多
か
り
し
よ
し
今
も
其
址
有
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
神
木
の
銀
杏
、

千
手
観
音
堂
の
こ
と
な
ど
も
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
周
辺
に
は
人
工
的
に
造
成
さ
れ
た
平
坦
面
群
や
大
量

の
遺
物
散
布
が
見
ら
れ
た
た
め
、
現
地
調
査
の
際
に
、
岡
寺
が
千
分
の
一
の
縮
尺
に

よ
り
現
況
の
境
内
平
面
図
を
作
成
し
た
（
第
４
図
）。
そ
の
図
を
基
に
ま
ず
は
境
内

の
状
況
を
確
認
す
る
。

　
孔
大
寺
山
の
中
腹
、
標
高
三
一
九
ｍ
地
点
に
、
現
在
、
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
が

東
向
き
に
置
か
れ
て
お
り
（
写
真
８
）、
そ
の
社
殿
を
中
心
に
東
西
約
一
五
〇
ｍ
に

わ
た
っ
て
平
坦
面
群
が
並
列
し
て
い
る
。
社
殿
か
ら
東
へ
下
っ
た
尾
根
の
鞍
部
に

は
、
福
岡
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
孔
大
寺
の
イ
チ
ョ
ウ
」
の
大
木

が
あ
る
。
現
在
、
胸
高
周
囲
は
六
・
〇
ｍ
、
根
廻
り
九
・
四
ｍ
も
あ
る
大
木
で
、
孔

大
寺
宮
の
御
神
木
と
さ
れ
、
地
元
で
大
切
に
護
ら
れ
て
い
る
（
写
真
９
）。
こ
の
銀
杏

に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
「
め
ぐ
り
五
囲
あ
り
」、『
筑
前
国
続
風
土

記
附
録
』
で
は
「
六
囲
余
」、『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
で
は
「
囲
ミ
三
丈
壱
尺
稀

世
の
喬
木
也
」
と
あ
る
。
三
丈
一
尺
は
、
約
九
・
四
～
九
・
五
ｍ
で
あ
り
、
根
廻
り

の
数
値
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
「
大
木
の
銀
杏
ハ

神
木
の
外
に
も
社
の
近
辺
に
数
十
株
生
茂
れ
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
社
の
下
弐
町
斗

に
大
杉
有
」
と
あ
り
、
神
木
以
外
の
銀
杏
の
大
木
や
杉
の
大
木
も
か
つ
て
あ
っ
た
こ
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白
飯
に
か
け
て
、
醤
油
で
味
付
け
し
て
食
べ
る
「
卵
ご
飯
」
の
よ
う
な
食
べ
方
、
病

気
な
ど
の
栄
養
補
給
や
滋
養
強
壮
の
効
果
を
期
待
し
て
生
卵
を
飲
む
な
ど
、
卵
の
生

食
も
、
今
や
家
庭
や
旅
館
の
朝
食
な
ど
の
定
番
、
飲
食
店
な
ど
で
も
当
た
り
前
の
食

べ
方
だ
が
、
江
戸
期
の
記
録
に
見
え
る
こ
と
は
少
な
く
貴
重
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
は
「
一
、
い
り
鳥
、
寒
大
根
・
こ
ん
に
や
く
、

鳥
（
鶏
）、
鶏
生
身
　
赤
間
役
場
に
持
参
」（
嘉
永
四
年
三
月
十
四
日
）、「
勝
次
方
よ
り

鶏
壱
羽
歳
暮
ニ
参
候
事
」（
嘉
永
四
年
十
二
月
二
十
八
日
）、「
浅
木
よ
り
清
吉
鶏
買
に

参
候
事
」（
嘉
永
五
年
二
月
二
十
一
日
）、「
鶏
壱
羽
手
元
有
合
、
掛
目
弐
斤
半
位
」（
文

久
四
年
八
月
十
八
日
）、「
鶏
手
元
有
合
」（
文
久
四
年
九
月
七
日
）、「
弁
当
、旦
那
様

鶏
煮
〆
、
御
家
来
は
香
物
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
三
日
）、「
酒
五
升
、
大
あ
ら
壱

枚
、
鶏
壱
羽
、
御
求
分
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
六
日
）
な
ど
の
記
述
が
あ
っ
て
、

幕
末
の
宗
像
で
は
鶏
（
肉
）
が
歳
暮
の
品
で
贈
答
さ
れ
る
ほ
ど
高
級
品
か
つ
貴
重
品

で
あ
り
、
日
常
の
食
事
や
酒
宴
な
ど
の
料
理
献
立
で
も
多
く
見
ら
れ
、
家
庭
や
店
舗

な
ど
か
ら
の
調
達
も
含
め
、
他
地
域
よ
り
も
流
通
し
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。

　

お
わ
り
に

　
現
在
、
宗
像
周
辺
で
は
、「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」「
宗
像
鶏
」
の
産
地
の
名
残
な
の

か
、
卵
を
産
ま
な
く
な
っ
た
廃
鶏
（
親
鶏
）
を
食
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
郷
土
料
理
「
か
し
わ
の
す
き
焼
き
（
鶏
す
き
）」
も
、
祭
り
や
お
祝
い
、
宴

会
、
地
域
の
寄
り
合
い
な
ど
ハ
レ
の
日
の
行
事
食
、
お
も
て
な
し
食
と
し
て
、
家
庭

や
地
域
、
飲
食
店
で
も
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
宗
像
大
社
の
直
会
・
お
も
て
な
し

で
も
、
鶏
す
き
が
よ
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
い
、
最
近
で
は
宗
像
市
の
池
野
地
区
で
は
、

「
鶏
す
き
交
流
会
」
な
ど
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
地
元
の
食
文
化
・
郷
土
料
理
の
「
鶏

す
き
」
を
活
か
し
て
い
る
。

　
私
も
実
際
に
市
史
の
調
査
の
過
程
で
、
宗
像
流
の
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
孔
大
寺

地
区
で
ご
馳
走
に
な
る
機
会
が
あ
っ
た
。
私
の
飯
塚
市
の
実
家
も
、
昔
は
家
庭
で
養

鶏
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
人
生
最
初
の
す
き
焼
き
は
牛
で
な
く
鶏
で
あ
っ
た
こ
と
を

幼
少
時
な
が
ら
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
ぜ
宗

像
の
人
々
は
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
こ
の
よ
う
に
行
事
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
好
ん
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
調
味
料
と
し
て
砂
糖
を
大
量
に
使

用
す
る
の
か
な
ど
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
ま
た
、
今
や
幻
・
謎
と
な
っ

た
「
宗
像
鶏
」
や
「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」
の
歴
史
、
ル
ー
ツ
も
た
い
へ
ん
気
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
日
本
人
、
筑
前
福
岡
・
宗
像
の
人
々
は
鶏
肉
や
鶏
卵
を
い
つ
頃
か
ら
、

な
ぜ
、
何
が
き
っ
か
け
で
、
ど
の
よ
う
な
時
代
・
社
会
背
景
で
よ
く
食
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
な
ど
の
根
本
的
な
問
題
、
研
究
課
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
食
文
化
誌
に
お
い
て
は
、
記
録
史
料
と
共
に
地
域
の
記
憶
の
聞
き
取
り
、
民
俗
学

的
な
要
素
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
地
域
に
根
差
し
た
食
文
化
・
食
生
活
の
歴

史
に
つ
い
て
、
宗
像
地
域
に
残
る
貴
重
な
歴
史
史
料
、
郷
土
資
料
を
紐
解
き
、
地
域

の
方
々
の
声
や
記
憶
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
民
俗
部
会
や
近
代
、
現
代
部
会
な
ど
と

も
共
同
で
調
査
研
究
を
進
め
、『
新
修
宗
像
市
史:

宗
像
の
く
ら
し
』
の
中
で
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

【
付
記
】

　
近
世
部
会
で
は
、
近
世
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
（
一
六
〇
〇
～
一
八
六
八
年
）
の

宗
像
地
域
（
宗
像
郡
）
を
中
心
に
、
①
政
治
史
（
い
く
さ
と
人
々
）②
交
通
・
流
通

史
（
海
の
道
・
陸
の
道
）③
学
問
・
教
育
・
文
化
史
（
学
び
）④
生
活
文
化
史
（
く
ら

し
）
の
巻
・
分
野
を
担
当
し
、
宗
像
地
域
に
残
る
江
戸
時
代
の
古
文
書
や
記
録
類
、

『
宗
像
郡
誌
』
な
ど
郷
土
資
料
の
調
査
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

　
皆
さ
ん
も
身
近
な
地
域
や
ま
ち
の
歴
史
、
家
や
家
族
・
ご
先
祖
様
の
歴
史
、
地
域

の
先
人
達
が
残
し
た
記
録
や
足
跡
、
ふ
る
さ
と
宗
像
の
歩
み
を
紐
解
く
手
が
か
り
に

な
る
「
史
料
」
に
つ
い
て
、
海
の
道
む
な
か
た
館
や
宗
像
市
民
図
書
館
を
訪
れ
て
知
っ

て
頂
く
と
同
時
に
、
こ
れ
を
機
会
に
ぜ
ひ
情
報
を
お
寄
せ
頂
き
、
市
民
の
み
な
さ
ん

や
地
域
と
共
に
『
新
修
宗
像
市
史
』
を
編
集
し
て
い
き
た
い
。

　
今
回
の
執
筆
に
あ
た
り
、
私
に
福
岡
の
鶏
肉
と
鶏
卵
の
食
文
化
の
歴
史
の
調
査
研

究
へ
と
導
い
て
下
さ
っ
た
福
岡
県
畜
産
課
の
元
職
員
で
あ
り
、
福
岡
県
筑
後
農
林
事

務
所
職
員
で
九
州
鶏
す
き
学
会
主
任
研
究
員
の
近
藤
裕
隆
氏
、
農
事
法
人
福
栄
組
合

や
Ｊ
Ａ
、
福
岡
県
畜
産
課
・
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
、
筑
紫
野
市
を
中
心
と
す
る

福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
、
古
賀
市
の
は
か
た
一
番
ど
り
・
あ
ら
い
フ
ー

ズ
、
香
椎
宮
鶏
石
神
社
の
例
祭
「
鶏
魂
祭
」
で
ご
縁
を
頂
い
た
香
椎
宮
の
足
立
憲
一

宮
司
を
は
じ
め
、
鶏
石
神
社
を
崇
敬
さ
れ
る
養
鶏
業
関
係
者
の
皆
様
、
福
岡
地
方
史

研
究
会
の
会
員
の
皆
様
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
ご
教
示
・
ご
助
言
を
頂
い
た
民
俗
部
会
の

森
弘
子
先
生
を
は
じ
め
、
近
世
部
会
部
会
員
の
方
々
、
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
・

事
務
局
の
皆
様
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

註（
１
）
近
世
福
岡
藩
領
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
養
鶏
協
会

『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、『
新
宮
町
誌
別
冊
福
岡
県
糟
屋
郡
新

宮
町
相
島
に
お
け
る
朝
鮮
通
信
使
来
泊
時
の
食
』
新
宮
町
、
一
九
九
七
年
、
竹
川

克
幸
「
福
岡
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌―

江
戸
期
・
筑
前
国
福
岡
藩
領
を
中
心

に―

」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
三
号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
五
年
、
や
竹

川
「
福
岡
県
の
鶏
食
文
化
と
鶏
肉
料
理
～
筑
前
福
岡
藩
領
を
中
心
に
～
」『
か
し
わ

好
い
と
お
』
福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
な
ど
。
鶏
や
養
鶏
全
般
に
つ
い

て
は
、
小
穴
彪
『
日
本
食
肉
史
基
礎
資
料
集
成
第
三
九
二
輯
　
日
本
鶏
の
歴
史
』

一
九
五
一
年
や
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』
法
政
大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
、
矢
野
晋
吾
『
ニ
ワ
ト
リ
は
い
つ
か
ら
庭
に
い
る
の
か
｜
人
間
と
鶏

の
民
俗
誌
』Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
ラ
ジ
オ
歴
史
再
発
見
、
二
〇
一
七
年
、
土
田
美
登

世
『
や
き
と
り
と
日
本
人
』
光
文
社
、
二
〇
一
四
年
が
詳
し
い
。

　
　
　
ま
た
『
新
修
宗
像
市
史
』
近
世
部
会
よ
り
の
調
査
報
告
と
し
て
、「
宗
像
市
広
報
・

む
な
か
た
タ
ウ
ン
プ
レ
ス
　
時
間
旅
行
ム
ナ
カ
タ
第
74
回
　
近
世
宗
像
の
鶏
肉
・

鶏
卵
の
食
文
化
誌 

「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
み
る
江
戸
時
代
の
食
文
化 

」（
二
〇

一
七
年
五
月
十
五
日
号
）
を
参
照
。

（
２
）
川
添
昭
二
、
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
七
巻
中
、
文

献
出
版
、
一
九
八
四
年
、
三
四
四
頁

（
３
）
い
ず
れ
も
平
凡
社
東
洋
文
庫
シ
リ
ー
ズ
、
ケ
ン
ぺ
ル
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』

平
凡
社
、シ
ー
ボ
ル
ト
『
江
戸
参
府
紀
行
』
平
凡
社
、フ
ィ
ッ
セ
ル
『
日
本
風
俗
備
考
』

平
凡
社
、Ｃ
Ｐ
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
『
江
戸
参
府
随
行
記
』
平
凡
社
な
ど
。
ま
た
長
崎
街

道
の
食
文
化
や
南
蛮
料
理
・
南
蛮
菓
子
の
食
文
化
に
つ
い
て
は
江
後
迪
子
『
南
蛮

か
ら
来
た
食
文
化
』
弦
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
江
後
迪
子
『
長
崎
奉
行
の
お
献
立
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年

（
４
）『
福
岡
県
史
　
近
世
史
料
編
年
代
記
一
』
一
九
九
〇
年
、
西
日
本
文
化
協
会
、「
萬

年
代
記
帳
」
二
四
五
～
二
四
六
頁
、
吉
田
保
『
小
竹
一
口
よ
も
や
ま
話
』
二
〇
〇

三
年
、
二
二
頁
参
照
。

（
５
）『
太
宰
府
市
史
』
近
世
資
料
編
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
〇
～
三
〇
三
頁
、「
竹
森

家
文
書
」「
安
政
五
年
午
十
月
公
儀
御
役
々
并
伝
習
方
勝
麟
太
郎
様
蘭
人
一
同
十
月

十
八
日
博
多
御
上
陸
翌
十
九
日
宰
府
参
詣
同
所
御
立
雑
餉
隈
小
休
諸
事
留
書
（
観

世
音
寺
村
分
）」
や
『
大
野
城
市
史
』
資
料
編
「
高
原
家
文
書
」
な
ど
参
照
。
ま
た

カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
六

四
年
も
参
照
。

（
６
）
橋
爪
伸
子
監
修
『
熊
本
藩
士
の
レ
シ
ピ
帖
』
財
団
法
人
熊
本
国
際
観
光
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
～
二
七
頁
、
橋
爪
伸
子
・
江
後
迪
子
「「
料

理
方
秘
」
に
つ
い
て
」『
香
蘭
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
〇
号
、
一
九
九
八

年

（
７
）
板
坂
燿
子
編
『
近
世
紀
行
文
集
成
』
第
二
巻
、
九
州
篇
、
葦
書
房
、
二
〇
〇
二

年
「
旅
の
恥
か
き
す
て
の
日
記
」
二
八
頁

（
８
）
竹
川
「
香
椎
宮
の
鶏
石
神
社
に
つ
い
て
」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
四

号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
六
年
、
前
掲
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』

法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
一
四
～
二
一
五
頁

（
９
） 

『
九
州
文
化
史
研
究
所
史
料
集
４
　
福
岡
藩
粕
屋
郡
大
庄
屋
留
書
』
九
州
文
化
史

研
究
所
史
料
集
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
六
頁

（
10
）『
和
漢
三
才
図
会
６
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
二
二
一
頁

（
11
） 

『
福
岡
県
史 

通
史
編 

福
岡
藩
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
二
〇
〇
二
年
、
七
七
九

～
七
八
〇
頁
、『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
一
九
九
一
年
、
三
一
七
～
三
一
八
頁
な

ど
参
照
。

（
12
）
秀
村
選
三
編
『
博
多
津
要
録
』
全
三
巻
、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
八
年

（
13
）
松
下
志
朗
『
七
隈
史
料
叢
書
九
　
福
岡
藩
法
令
集
１
』
一
九
七
六
年
、
五
六
～

五
七
頁

（
14
）
前
掲
『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
三
一
七
～
三
一
八
頁
、
八
五
八
～
八
五
九
頁

参
照
。

（
15
）『
福
岡
県
史
資
料
第
一
輯
』
一
九
三
二
年
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
三
九
〇
頁
、
前

掲
『
福
岡
県
史
　
通
史
編
　
福
岡
藩
二
』
七
七
九
～
七
八
〇
頁
参
照
。

（
16
）
福
岡
県
養
鶏
協
会
『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、
一
五
八
頁
、

山
本
辰
雄
『
福
岡
県
農
業
外
史
』
農
業
春
秋
社
、
一
九
六
三
年

（
17
）『
宗
像
市
史
　
史
料
編
第
三
巻
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
五
年
「
地
方
文
書
・
中

村
家
文
書
」「
一
六
〇 

鶏
出
荷
控
帳
」
六
五
四
～
六
五
九
頁

（
18
） 

『
福
岡
県
史
　
近
代
史
料
編
　
福
岡
県
地
理
全
誌
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九

八
三
年

（
19
）『
宗
像
市
民
俗
調
査
報
告
書
第
２
集
　
旧
宿
場
町
・
赤
間
（
二
）』
宗
像
市
教
育

委
員
会
、
一
九
八
九
年

（
20
）
秀
村
選
三
編
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉
田
家
家
事
日
記
帳
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
二

年

（
21
）『
宗
像
市
史
　
通
史
編
第
二
巻
、
古
代
・
中
世
・
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
九
年
、

第
四
章
家
記
・
地
誌
に
み
る
宗
像
の
村
　
第
二
節
五
「
家
事
日
記
帳
に
見
え
る
食

物
（
ハ
レ
の
日
の
料
理
）」
九
八
五
～
九
九
七
頁
、
及
び
前
掲
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉

田
家
家
事
日
記
帳
』
解
題
部
分
一
二
、
五
五
五
～
五
六
四
頁
参
照
。

（
22
）
江
戸
期
の
料
理
書
と
し
て
は
、
作
者
不
詳
、
平
野
雅
章
訳
『
料
理
物
語
』
教
育

社
、
一
九
八
八
年
、
杉
野
権
兵
衛
原
著
、
福
田
浩
・
島
崎
と
み
子
訳
『
名
飯
部
類
』

教
育
社
、
一
九
八
九
年
、
博
望
子
原
著
、
原
田
信
男
訳
『
料
理
山
海
郷
』
教
育
社
、

原
田
信
男
校
註
・
解
説
『
料
理
百
珍
集
』
八
坂
書
房
、
一
九
九
七
年
な
ど
が
参
考

に
な
る
。

（
23
）『
近
世
風
俗
志
　
守
貞
謾
稿
』
岩
波
文
庫

（
24
）『
江
漢
西
遊
日
記
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
六
年
、　
一
七
八
頁
参
照
。

（
た
け
が
わ
か
つ
ゆ
き
　
近
世
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　　
は
じ
め
に

　
宗
像
市
池
田
と
遠
賀
郡
岡
垣
町
高
倉
・
内
浦
の
境
に
聳
え
る
孔
大
寺
山
（
標
高
四

九
九
ｍ
）
は
、
湯
川
山
、
金
山
、
城
山
と
並
ぶ
宗
像
連
峰
（
宗
像
四
塚
）
の
一
角
で

あ
り
、
中
腹
に
は
宗
像
三
社
（
沖
津
宮
・
中
津
宮
・
辺
津
宮
）、
織
幡
宮
、
許
斐
権

現
と
共
に
宗
像
六
社
の
一
つ
と
さ
れ
る
孔
大
寺
権
現
が
祀
ら
れ
、
宝
満
修
験
の
春
の

峰
入
り
（
宝
満
山
葛
城
峯
）
の
胎
蔵
界
九
尊
の
峯
の
第
十
に
当
て
ら
れ
た
山
岳
信
仰

の
聖
地
で
あ
る
（
第
１
図
）。

　
ま
た
江
戸
時
代
前
期
に
、
貝
原
益
軒
に
よ
り
著
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
宗

像
郡
・
孔
大
寺
山
の
項
に
は
、
孔
大
寺
権
現
の
名
の
由
来
と
し
て
、「
山
の
頂
に
大

穴
あ
り
。
故
孔
大
寺
と
號
す
」
と
あ
り
、
孔
大
寺
の
名
の
由
来
が
、
山
頂
の
大
穴
に

基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
伝
承
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
近
年
、
長
野
覺
氏
、
江
上
智
恵
氏
に
よ
り
、
山
頂
一
帯
に
、
人
工
的
に
掘
ら

れ
た
窟
状
の
穴
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
実
在
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
中
腹
に
あ
る
孔
大
寺
権
現
の
境
内
一
帯
で
は
、
古
代
～
中
世
の
土
師
器

等
の
遺
物
が
大
量
に
散
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、「
池
田
孔
大
寺
遺
跡
」
と
し
て
周

知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
過
去
に
も

報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
森 

二
〇
〇
八
・
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会 

二
〇
一
一
・
海
の
道
む
な
か
た

館 

二
〇
一
六
）。

　
岡
寺
と
森
は
、
こ
れ
ら
孔
大

寺
権
現
の
境
内
、
さ
ら
に
は
山

頂
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
、
孔

大
寺
山
の
山
岳
信
仰
に
関
わ
る

重
要
地
点
の
可
能
性
が
あ
る
と

認
識
し
た
た
め
、『
宗
像
市
史
』

編
纂
に
お
け
る
調
査
の
一
環
と

し
て
、
若
杦
善
満
（
苅
田
町
教

育
委
員
会
）
の
同
行
の
下
、
現

地
調
査
を
二
〇
一
六
年
七
月
三

日
に
行
い
、
さ
ら
に
二
〇
一
七

年
十
二
月
三
日
に
、
岡
寺
と
若
杦
に
よ
り
補
足
調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら

の
調
査
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

孔
大
寺
山
頂
周
辺
「
大
穴
」
の
調
査
内
容

（
一
）
調
査
概
要

　『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
現
地
調

査
に
よ
り
孔
大
寺
山
山
頂
（
標
高
四
九
九
ｍ
）
か
ら
一
〇
～
二
〇 

ｍ
ほ

ど
下
が
っ
た
傾
斜
地
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
人
為
的
に
横
か
ら
掘
削
さ

れ
た
穴
七
カ
所
と
掘
削
後
に
埋
没
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
窪
地
四
カ
所

の
計
十
一
カ
所
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
分
布
・
規
模
・
構
造
等
の

把
握
を
目
的
と
し
、位
置
図
（
第
２
図
）
お
よ
び
残
存
状
況
が
良
好
な
「
大

穴
」
一
カ
所
（
５
号
）
に
つ
い
て
、
平
面
図
・
縦
断
面
図
（
第
３
図
）

を
作
成
し
、
他
の
「
大
穴
」
つ
い
て
は
形
状
や
残
存
状
況
の
確
認
を
お

こ
な
っ
た
。「
大
穴
」
の
内
部
・
周
辺
、
窪
地
に
お
い
て
は
、
明
確
な
遺

物
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
１
号
「
大
穴
」
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
一
標
高
の
傾
斜
面
に
位
置
し
、
西

側
稜
線
周
辺
に
二
カ
所
（
７
・
８
号
）、
北
側
稜
線
周
辺
に
四
カ
所
（
１
・

９
～
11
号
）、南
東
側
稜
線
周
辺
に
五
カ
所
（
２
～
６
号
）
が
分
布
す
る
。

　
窪
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
形
状
や
、
現
存
す
る
「
大
穴
」
に
近

接
す
る
こ
と
、
窪
地
よ
り
も
低
い
傾
斜
地
で
開
口
方
向
に
掘
削
時
に
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
礫
の
集
中
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
大
穴
」
が

埋
没
し
た
箇
所
と
推
定
し
た
。

　
以
下
に
、
各
号
の
「
大
穴
」
の
形
状
・
規
模
を
述
べ
、
測
量
を
実
施

し
た
５
号
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
詳
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
１
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
八
ｍ
を
測
る
窪
地
。
２

号
は
横
穴
形
状
で
、
天
井
部
の
落
盤
に
よ
り
奥
壁
が
露
出
す
る
。
３
号

は
、
現
存
長
さ
約
七
・
五
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
す
る
。
４
号
は
、現
存
長

さ
約
七
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
で
あ
る
。
６
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、

径
約
三
・
六
ｍ
を
測
る
窪
地
で
、
窪
地
よ
り
低
い
南
西
側
に
礫
の
集
中

が
観
察
さ
れ
た
。
７
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
す
る
窪
地
で
あ
る
。
８
号
は
、
現
存

長
さ
約
八
・
三
ｍ
、
幅
約
一
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
し
、
奥
壁
が
逆
Ｌ
字
状
に
屈

曲
す
る
。
ま
た
８
号
の
開
口
部
北
側
に
は
径
約
三
・
五
ｍ
の
窪
地
と
礫
の
集
中
を
確

認
し
た
。
９
号
は
、
方
形
状
を
呈
し
、
長
さ
約
四
・
五
ｍ
の
窪
地
で
あ
る
。
10
号
は
、

平
面
Ｌ
字
状
を
呈
し
、
短
辺
長
さ
約
四
ｍ
、
長
辺
長
さ
約
五
ｍ
の
窪
地
。
11
号
は
、

円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
六
ｍ
の
窪
地
。

　
詳
細
に
実
測
調
査
を
行
っ
た
５
号
「
大
穴
」
は
、
幅
約
一
・
〇
～
一
・
六
ｍ
、
高

さ
〇
・
六
～
二
・
二
ｍ
、
全
長
約
七
・
二
ｍ
の
規
模
で
南
西
方
向
に
開
口
す
る
横
穴

形
状
を
呈
し
て
い
る
。
縦
断
面
の
形
状
は
凸
字
状
を
呈
し
、
現
存
す
る
開
口
部
を
頂

点
と
し
て
、
内
側
・
外
側
に
向
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
（
第
３
図
）。
現
状
の
外

側
は
天
井
部
・
壁
面
の
崩
落
に
よ
り
埋
没
す
る
が
、
測
量
の
結
果
、
従
来
の
開
口
部

は
現
存
す
る
開
口
部
よ
り
西
側
に
約
二
ｍ
の
位
置
に
推
測
さ
れ
る
。

　
内
側
に
は
、
高
さ
約
二
・
二
ｍ
、
長
さ
約
二
ｍ
、
幅
約
〇
・
六
～
〇
・
八
ｍ
の
空

間
が
存
在
し
、
床
面
に
は
、
径
約
五
㎝
の
棒
状
の
加
工
木
や
木
片
が
中
量
に
、
径
一

〇
～
五
〇
㎝
を
測
る
礫
が
多
量
に
堆
積
し
て
い
た
（
写
真
３
）。
こ
れ
ら
の
礫
は
、

基
盤
（
地
山
）
層
の
安
山
岩
で
風
化
が
進
ん
だ
た
め
脆
弱
な
地
質
を
呈
し
、「
大
穴
」

掘
削
時
・
使
用
時
か
ら
の
経
年
に
よ
る
天
井
部
・
壁
面
か
ら
崩
落
し
た
礫
群
と
考
え

ら
れ
る
。
崩
落
が
少
な
い
奥
壁
面
に
お
い
て
は
、
壁
面
を
平
滑
に
仕
上
げ
る
な
ど
整

形
に
関
係
す
る
加
工
痕
は
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
（
写
真
３
・
４
）。
ま
た
、
奥
壁
面

の
ほ
ぼ
中
央
下
部
に
お
い
て
、
斜
方
向
に
径
約
三
㎝
、
深
さ
約
八
㎝
の
人
工
的
な
穿

孔
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
小
孔
が
観
察
さ
れ
、
孔
内
部
に
は
木
片
が
残
存
し
て

い
た
（
写
真
５
）。

　
５
号
の
開
口
部
か
ら
西
側
に
か
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
幅
二
・
二
ｍ
、
長
さ
五

・
二
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
は
、
径
五
～
二
〇
㎝
を
測
る
礫
が
中
量
に
堆
積
す
る
（
写

29

真
３
）。
こ
れ
ら
も
内
側
と
同
様
に
経
年
に
よ
る
開
口
部
付
近
が
崩
落
し
た
礫
群
と

考
え
ら
れ
る
。

　
５
号
の
開
口
方
向
で
あ
る
南
西
側
に
は
、
礫
の
集
中
が
見
ら
れ
な
い
幅
約
三
ｍ
の

平
坦
面
が
南
北
方
向
に
展
開
す
る
。
北
西
側
稜
線
あ
る
い
は
南
東
側
稜
線
に
続
く
通

路
と
推
定
さ
れ
る
が
、
北
西
側
は
６
号
の
崩
落
礫
群
の
堆
積
、
南
東
側
は
３
・
４
号

の
掘
削
に
よ
り
、
各
稜
線
へ
の
接
続
は
現
状
に
お
い
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
５
号
の
平
坦
面
よ
り
、
さ
ら
に
南
西
側
の
傾
斜
地
に
お
い
て
、
幅
約
八
ｍ
、
長
さ

約
四
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
、
径
五
～
三
〇
㎝
の
礫
が
集
中
す
る
範
囲
を
確
認
し
た
。

そ
の
分
布
範
囲
か
ら
、「
大
穴
」
を
掘
削
し
た
際
に
廃
棄
し
た
礫
と
推
定
さ
れ
る

（
写
真
６
）。

（
二
）「
大
穴
」
の
性
格
等
に
つ
い
て

　
山
頂
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
遺
物
は
確
認
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
、
現
状
で
は
考
古
学
的
に
時
代
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か

し
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
大
穴
」
の
記
載
か
ら
、
十
八
世
紀
以
前
に
は
、
既

に
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
大
穴
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
、
大
穴
に
つ

い
て
「
宗
像
縁
起
に
、
昔
は
彼
穴
口
に
高
棚
を
か
ま
へ
、
未
嫁
女
を
生
贄
と
せ
し
に
、

神
出
て
白
馬
の
形
を
現
し
、
或
は
大
蛇
の
形
を
あ
ら
は
し
て
、
其
女
を
食
せ
し
と
云
」

と
記
し
、
生
贄
を
神
に
捧
げ
る
場
で
あ
る
記
載
の
存
在
を
示
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

益
軒
は
こ
の
見
解
に
否
定
的
で
あ
る
）。

　
生
贄
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
説
は
さ
て
お
き
、
こ
の
「
大
穴
」
の
性
格
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
像
大
社
所
蔵
資
料
の
『
吉
野
期
神
事
目
録
』
に
は
二
月
一

日
か
ら
四
日
ま
で
孔
大
寺
三
所
権
現
、
千
手
堂
法
華
会
、
高
棚
六
所
神
供
の
こ
と
を

記
し
て
い
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
四
〇
頁
）。
こ
こ
に
あ
る
「
高

棚
六
所
」
が
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
高
棚
」
と
同
一
で
あ
れ
ば
、
山
頂
の
「
大

穴
」
の
前
に
高
棚
が
置
か
れ
て
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
来
の
「
大
穴
」
の
用
途
と
し
て
は
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
供

の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
来
の
用
途
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
そ
の
一
つ
に
は
山
岳
修
験
の
修
行
を
行
う
参
籠
窟
等
の
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
頂
に
無
造
作
に
複
数
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ

も
そ
も
が
窟
修
行
自
体
が
、
自
然
に
生
じ
た
空
隙
な
ど
を
窟
空
間
と
し
て
瞑
想
を
行

う
こ
と
に
よ
り
自
然
と
一
体
と
な
る
と
い
う
自
然
崇
拝
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
自
然
崇
拝
の
思
想
に
由
来
す
る
参
籠
窟
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
人
工
的
に
掘
削
し
た
痕
跡
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鉱
石
採
掘
の
痕
跡
で

は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た

『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
の
宗
像
郡
池
田
村
の
項
に
は
、「
此
村
の
北
の
方
依
嶽

の
麓
に
て
元
禄
年
中
銅
鉱
有
と
て
試
に
穿
た
り
。
銅
多
か
ら
す
と
て
幾
程
な
く
其
事

止
た
り
。
釣
山
と
云
。
又
孔
大
寺
の
下
に
も
所
々
穿
し
穴
有
」
と
あ
っ
て
、
元
禄
年

間
に
銅
鉱
採
掘
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
の
「
孔
大
寺
の

下
」
が
、「
孔
大
寺
山
山
頂
の
下
」
と
い
う
意
味
か
、「
孔
大
寺
権
現
の
下
」
と
い
う

意
味
か
で
、
場
所
が
変
わ
っ
て
く
る
が
、
今
回
調
査
し
た
「
大
穴
」
群
を
指
し
て
い

る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
元
禄
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土

記
』
に
は
、
伝
承
を
伴
っ
た
形
で
「
大
穴
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
銅
鉱
石
の

テ
ス
ト
ピ
ッ
ト
（
試
掘
坑
）
に
し
て
は
画
一
的
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

現
段
階
に
お
い
て
は
推
定
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
他
の
可
能
性
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
大
穴
」

が
標
高
五
〇
〇
ｍ
近
く
と
宗
像
地
域
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
最
高
所
に
あ
た
る
こ
と

や
、「
大
穴
」
の
形
状
か
ら
み
て
、
穴
の
内
側
へ
の
雨
水
流
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
日
光
が
差
し
込
ま
な
い
構
造
で
あ
り
、
穴
内
部
の
温
度
・
湿
度

は
一
定
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
地
と
構
造
上
の
特
徴
か

ら
、「
大
穴
」
は
冬
季
に
降
っ
た
雪
を
蓄
積
し
、春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
温
暖
期
ま
で
、

氷
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
「
氷
室
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
一
年
を
通
じ
て
容
易
に
氷
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
現
代
と
は
異
な

り
、
夏
の
暑
い
時
季
に
氷
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
近
世
以
前
に
お
い
て

は
、
温
暖
期
の
氷
は
非
常
に
重
宝
さ
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
涼
を
得
る
な
ど
の
貴
人
の

風
流
ば
か
り
で
は
な
く
、
宗
教
儀
式
や
祈
祷
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
い
う
。
孔
大
寺
権
現
は
も
と
よ
り
、
宗
像
大
社
な
ど
で
行
わ
れ
る
儀
式
等
に

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』

に
も
未
婚
女
性
の
生
贄
の
場
所
と
い
う
常
時
立
ち
入
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う

な
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
氷
と
い
う
貴
重
な
財
産
を
守
る
た
め
の
附
会
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
、
氷
室
と
判
断
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
あ
る
。
一
つ
は
、「
大

穴
」
の
配
置
が
氷
室
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
日
が
差
し
込
み
に
く
い
北
向
き
を
中
心
と

し
た
配
置
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
開
口
す
る
方
位
に

北
へ
の
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
福
岡
県
内
に
お
け
る
氷
室
と
し
て
は
豊
前
市
の
求
菩

提
山
山
中
の
近
世
の
も
の
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
積
石
を
伴
っ
て
お
り
、

明
ら
か
に
形
状
が
異
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上

に
想
定
が
難
し
く
、
ま
た
銅
鉱
石
の
試
掘
坑
の
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
、
断
定
も

否
定
も
言
え
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　

孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
の
調
査
内
容

　
孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
は
、
孔
大
寺
山
の
西
側
中
腹
（
標
高
三
一
九
ｍ
）
に
鎮

座
す
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
孔
大
寺
山
権
現
は
、
吉
野
の
蔵
王
権
現
の
一

神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
後
期
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続

風
土
記
拾
遺
』
宗
像
郡
・
池
田
村
孔
大
寺
山
神
社
の
項
に
は
、「
昔
此
御
社
繁
昌
の

時
は
山
中
に
坊
舎
多
か
り
し
よ
し
今
も
其
址
有
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
神
木
の
銀
杏
、

千
手
観
音
堂
の
こ
と
な
ど
も
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
周
辺
に
は
人
工
的
に
造
成
さ
れ
た
平
坦
面
群
や
大
量

の
遺
物
散
布
が
見
ら
れ
た
た
め
、
現
地
調
査
の
際
に
、
岡
寺
が
千
分
の
一
の
縮
尺
に

よ
り
現
況
の
境
内
平
面
図
を
作
成
し
た
（
第
４
図
）。
そ
の
図
を
基
に
ま
ず
は
境
内

の
状
況
を
確
認
す
る
。

　
孔
大
寺
山
の
中
腹
、
標
高
三
一
九
ｍ
地
点
に
、
現
在
、
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
が

東
向
き
に
置
か
れ
て
お
り
（
写
真
８
）、
そ
の
社
殿
を
中
心
に
東
西
約
一
五
〇
ｍ
に

わ
た
っ
て
平
坦
面
群
が
並
列
し
て
い
る
。
社
殿
か
ら
東
へ
下
っ
た
尾
根
の
鞍
部
に

は
、
福
岡
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
孔
大
寺
の
イ
チ
ョ
ウ
」
の
大
木

が
あ
る
。
現
在
、
胸
高
周
囲
は
六
・
〇
ｍ
、
根
廻
り
九
・
四
ｍ
も
あ
る
大
木
で
、
孔

大
寺
宮
の
御
神
木
と
さ
れ
、
地
元
で
大
切
に
護
ら
れ
て
い
る
（
写
真
９
）。
こ
の
銀
杏

に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
「
め
ぐ
り
五
囲
あ
り
」、『
筑
前
国
続
風
土

記
附
録
』
で
は
「
六
囲
余
」、『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
で
は
「
囲
ミ
三
丈
壱
尺
稀

世
の
喬
木
也
」
と
あ
る
。
三
丈
一
尺
は
、
約
九
・
四
～
九
・
五
ｍ
で
あ
り
、
根
廻
り

の
数
値
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
「
大
木
の
銀
杏
ハ

神
木
の
外
に
も
社
の
近
辺
に
数
十
株
生
茂
れ
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
社
の
下
弐
町
斗

に
大
杉
有
」
と
あ
り
、
神
木
以
外
の
銀
杏
の
大
木
や
杉
の
大
木
も
か
つ
て
あ
っ
た
こ



白
飯
に
か
け
て
、
醤
油
で
味
付
け
し
て
食
べ
る
「
卵
ご
飯
」
の
よ
う
な
食
べ
方
、
病

気
な
ど
の
栄
養
補
給
や
滋
養
強
壮
の
効
果
を
期
待
し
て
生
卵
を
飲
む
な
ど
、
卵
の
生

食
も
、
今
や
家
庭
や
旅
館
の
朝
食
な
ど
の
定
番
、
飲
食
店
な
ど
で
も
当
た
り
前
の
食

べ
方
だ
が
、
江
戸
期
の
記
録
に
見
え
る
こ
と
は
少
な
く
貴
重
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
は
「
一
、
い
り
鳥
、
寒
大
根
・
こ
ん
に
や
く
、

鳥
（
鶏
）、
鶏
生
身
　
赤
間
役
場
に
持
参
」（
嘉
永
四
年
三
月
十
四
日
）、「
勝
次
方
よ
り

鶏
壱
羽
歳
暮
ニ
参
候
事
」（
嘉
永
四
年
十
二
月
二
十
八
日
）、「
浅
木
よ
り
清
吉
鶏
買
に

参
候
事
」（
嘉
永
五
年
二
月
二
十
一
日
）、「
鶏
壱
羽
手
元
有
合
、
掛
目
弐
斤
半
位
」（
文

久
四
年
八
月
十
八
日
）、「
鶏
手
元
有
合
」（
文
久
四
年
九
月
七
日
）、「
弁
当
、旦
那
様

鶏
煮
〆
、
御
家
来
は
香
物
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
三
日
）、「
酒
五
升
、
大
あ
ら
壱

枚
、
鶏
壱
羽
、
御
求
分
」（
文
久
四
年
十
一
月
十
六
日
）
な
ど
の
記
述
が
あ
っ
て
、

幕
末
の
宗
像
で
は
鶏
（
肉
）
が
歳
暮
の
品
で
贈
答
さ
れ
る
ほ
ど
高
級
品
か
つ
貴
重
品

で
あ
り
、
日
常
の
食
事
や
酒
宴
な
ど
の
料
理
献
立
で
も
多
く
見
ら
れ
、
家
庭
や
店
舗

な
ど
か
ら
の
調
達
も
含
め
、
他
地
域
よ
り
も
流
通
し
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。

　

お
わ
り
に

　
現
在
、
宗
像
周
辺
で
は
、「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」「
宗
像
鶏
」
の
産
地
の
名
残
な
の

か
、
卵
を
産
ま
な
く
な
っ
た
廃
鶏
（
親
鶏
）
を
食
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
郷
土
料
理
「
か
し
わ
の
す
き
焼
き
（
鶏
す
き
）」
も
、
祭
り
や
お
祝
い
、
宴

会
、
地
域
の
寄
り
合
い
な
ど
ハ
レ
の
日
の
行
事
食
、
お
も
て
な
し
食
と
し
て
、
家
庭

や
地
域
、
飲
食
店
で
も
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
宗
像
大
社
の
直
会
・
お
も
て
な
し

で
も
、
鶏
す
き
が
よ
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
い
、
最
近
で
は
宗
像
市
の
池
野
地
区
で
は
、

「
鶏
す
き
交
流
会
」
な
ど
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
地
元
の
食
文
化
・
郷
土
料
理
の
「
鶏

す
き
」
を
活
か
し
て
い
る
。

　
私
も
実
際
に
市
史
の
調
査
の
過
程
で
、
宗
像
流
の
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
孔
大
寺

地
区
で
ご
馳
走
に
な
る
機
会
が
あ
っ
た
。
私
の
飯
塚
市
の
実
家
も
、
昔
は
家
庭
で
養

鶏
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
人
生
最
初
の
す
き
焼
き
は
牛
で
な
く
鶏
で
あ
っ
た
こ
と
を

幼
少
時
な
が
ら
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
ぜ
宗

像
の
人
々
は
か
し
わ
の
す
き
焼
き
を
こ
の
よ
う
に
行
事
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
好
ん
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
調
味
料
と
し
て
砂
糖
を
大
量
に
使

用
す
る
の
か
な
ど
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
ま
た
、
今
や
幻
・
謎
と
な
っ

た
「
宗
像
鶏
」
や
「
筑
前
卵
・
宗
像
卵
」
の
歴
史
、
ル
ー
ツ
も
た
い
へ
ん
気
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
日
本
人
、
筑
前
福
岡
・
宗
像
の
人
々
は
鶏
肉
や
鶏
卵
を
い
つ
頃
か
ら
、

な
ぜ
、
何
が
き
っ
か
け
で
、
ど
の
よ
う
な
時
代
・
社
会
背
景
で
よ
く
食
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
な
ど
の
根
本
的
な
問
題
、
研
究
課
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
食
文
化
誌
に
お
い
て
は
、
記
録
史
料
と
共
に
地
域
の
記
憶
の
聞
き
取
り
、
民
俗
学

的
な
要
素
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
地
域
に
根
差
し
た
食
文
化
・
食
生
活
の
歴

史
に
つ
い
て
、
宗
像
地
域
に
残
る
貴
重
な
歴
史
史
料
、
郷
土
資
料
を
紐
解
き
、
地
域

の
方
々
の
声
や
記
憶
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
民
俗
部
会
や
近
代
、
現
代
部
会
な
ど
と

も
共
同
で
調
査
研
究
を
進
め
、『
新
修
宗
像
市
史:

宗
像
の
く
ら
し
』
の
中
で
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

【
付
記
】

　
近
世
部
会
で
は
、
近
世
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
（
一
六
〇
〇
～
一
八
六
八
年
）
の

宗
像
地
域
（
宗
像
郡
）
を
中
心
に
、
①
政
治
史
（
い
く
さ
と
人
々
）②
交
通
・
流
通

史
（
海
の
道
・
陸
の
道
）③
学
問
・
教
育
・
文
化
史
（
学
び
）④
生
活
文
化
史
（
く
ら

し
）
の
巻
・
分
野
を
担
当
し
、
宗
像
地
域
に
残
る
江
戸
時
代
の
古
文
書
や
記
録
類
、

『
宗
像
郡
誌
』
な
ど
郷
土
資
料
の
調
査
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

　
皆
さ
ん
も
身
近
な
地
域
や
ま
ち
の
歴
史
、
家
や
家
族
・
ご
先
祖
様
の
歴
史
、
地
域

の
先
人
達
が
残
し
た
記
録
や
足
跡
、
ふ
る
さ
と
宗
像
の
歩
み
を
紐
解
く
手
が
か
り
に

な
る
「
史
料
」
に
つ
い
て
、
海
の
道
む
な
か
た
館
や
宗
像
市
民
図
書
館
を
訪
れ
て
知
っ

て
頂
く
と
同
時
に
、
こ
れ
を
機
会
に
ぜ
ひ
情
報
を
お
寄
せ
頂
き
、
市
民
の
み
な
さ
ん

や
地
域
と
共
に
『
新
修
宗
像
市
史
』
を
編
集
し
て
い
き
た
い
。

　
今
回
の
執
筆
に
あ
た
り
、
私
に
福
岡
の
鶏
肉
と
鶏
卵
の
食
文
化
の
歴
史
の
調
査
研

究
へ
と
導
い
て
下
さ
っ
た
福
岡
県
畜
産
課
の
元
職
員
で
あ
り
、
福
岡
県
筑
後
農
林
事

務
所
職
員
で
九
州
鶏
す
き
学
会
主
任
研
究
員
の
近
藤
裕
隆
氏
、
農
事
法
人
福
栄
組
合

や
Ｊ
Ａ
、
福
岡
県
畜
産
課
・
福
岡
県
農
業
総
合
試
験
場
、
筑
紫
野
市
を
中
心
と
す
る

福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
、
古
賀
市
の
は
か
た
一
番
ど
り
・
あ
ら
い
フ
ー

ズ
、
香
椎
宮
鶏
石
神
社
の
例
祭
「
鶏
魂
祭
」
で
ご
縁
を
頂
い
た
香
椎
宮
の
足
立
憲
一

宮
司
を
は
じ
め
、
鶏
石
神
社
を
崇
敬
さ
れ
る
養
鶏
業
関
係
者
の
皆
様
、
福
岡
地
方
史

研
究
会
の
会
員
の
皆
様
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
ご
教
示
・
ご
助
言
を
頂
い
た
民
俗
部
会
の

森
弘
子
先
生
を
は
じ
め
、
近
世
部
会
部
会
員
の
方
々
、
新
修
宗
像
市
史
編
集
委
員
会
・

事
務
局
の
皆
様
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

註（
１
）
近
世
福
岡
藩
領
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
養
鶏
協
会

『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、『
新
宮
町
誌
別
冊
福
岡
県
糟
屋
郡
新

宮
町
相
島
に
お
け
る
朝
鮮
通
信
使
来
泊
時
の
食
』
新
宮
町
、
一
九
九
七
年
、
竹
川

克
幸
「
福
岡
の
鶏
肉
・
鶏
卵
の
食
文
化
誌―

江
戸
期
・
筑
前
国
福
岡
藩
領
を
中
心

に―

」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
三
号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
五
年
、
や
竹

川
「
福
岡
県
の
鶏
食
文
化
と
鶏
肉
料
理
～
筑
前
福
岡
藩
領
を
中
心
に
～
」『
か
し
わ

好
い
と
お
』
福
岡
県
は
か
た
地
ど
り
推
進
協
議
会
な
ど
。
鶏
や
養
鶏
全
般
に
つ
い

て
は
、
小
穴
彪
『
日
本
食
肉
史
基
礎
資
料
集
成
第
三
九
二
輯
　
日
本
鶏
の
歴
史
』

一
九
五
一
年
や
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』
法
政
大
学
出
版
会
、

一
九
八
三
年
、
矢
野
晋
吾
『
ニ
ワ
ト
リ
は
い
つ
か
ら
庭
に
い
る
の
か
｜
人
間
と
鶏

の
民
俗
誌
』Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
ラ
ジ
オ
歴
史
再
発
見
、
二
〇
一
七
年
、
土
田
美
登

世
『
や
き
と
り
と
日
本
人
』
光
文
社
、
二
〇
一
四
年
が
詳
し
い
。

　
　
　
ま
た
『
新
修
宗
像
市
史
』
近
世
部
会
よ
り
の
調
査
報
告
と
し
て
、「
宗
像
市
広
報
・

む
な
か
た
タ
ウ
ン
プ
レ
ス
　
時
間
旅
行
ム
ナ
カ
タ
第
74
回
　
近
世
宗
像
の
鶏
肉
・

鶏
卵
の
食
文
化
誌 

「
吉
田
家
家
事
日
記
帳
」
に
み
る
江
戸
時
代
の
食
文
化 

」（
二
〇

一
七
年
五
月
十
五
日
号
）
を
参
照
。

（
２
）
川
添
昭
二
、
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
七
巻
中
、
文

献
出
版
、
一
九
八
四
年
、
三
四
四
頁

（
３
）
い
ず
れ
も
平
凡
社
東
洋
文
庫
シ
リ
ー
ズ
、
ケ
ン
ぺ
ル
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』

平
凡
社
、シ
ー
ボ
ル
ト
『
江
戸
参
府
紀
行
』
平
凡
社
、フ
ィ
ッ
セ
ル
『
日
本
風
俗
備
考
』

平
凡
社
、Ｃ
Ｐ
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
『
江
戸
参
府
随
行
記
』
平
凡
社
な
ど
。
ま
た
長
崎
街

道
の
食
文
化
や
南
蛮
料
理
・
南
蛮
菓
子
の
食
文
化
に
つ
い
て
は
江
後
迪
子
『
南
蛮

か
ら
来
た
食
文
化
』
弦
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
江
後
迪
子
『
長
崎
奉
行
の
お
献
立
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年

（
４
）『
福
岡
県
史
　
近
世
史
料
編
年
代
記
一
』
一
九
九
〇
年
、
西
日
本
文
化
協
会
、「
萬

年
代
記
帳
」
二
四
五
～
二
四
六
頁
、
吉
田
保
『
小
竹
一
口
よ
も
や
ま
話
』
二
〇
〇

三
年
、
二
二
頁
参
照
。

（
５
）『
太
宰
府
市
史
』
近
世
資
料
編
、
一
九
九
六
年
、
三
〇
〇
～
三
〇
三
頁
、「
竹
森

家
文
書
」「
安
政
五
年
午
十
月
公
儀
御
役
々
并
伝
習
方
勝
麟
太
郎
様
蘭
人
一
同
十
月

十
八
日
博
多
御
上
陸
翌
十
九
日
宰
府
参
詣
同
所
御
立
雑
餉
隈
小
休
諸
事
留
書
（
観

世
音
寺
村
分
）」
や
『
大
野
城
市
史
』
資
料
編
「
高
原
家
文
書
」
な
ど
参
照
。
ま
た

カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
六

四
年
も
参
照
。

（
６
）
橋
爪
伸
子
監
修
『
熊
本
藩
士
の
レ
シ
ピ
帖
』
財
団
法
人
熊
本
国
際
観
光
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
～
二
七
頁
、
橋
爪
伸
子
・
江
後
迪
子
「「
料

理
方
秘
」
に
つ
い
て
」『
香
蘭
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
〇
号
、
一
九
九
八

年

（
７
）
板
坂
燿
子
編
『
近
世
紀
行
文
集
成
』
第
二
巻
、
九
州
篇
、
葦
書
房
、
二
〇
〇
二

年
「
旅
の
恥
か
き
す
て
の
日
記
」
二
八
頁

（
８
）
竹
川
「
香
椎
宮
の
鶏
石
神
社
に
つ
い
て
」『
福
岡
地
方
史
研
究
会
会
報
』
第
五
四

号
、
花
乱
社
、
二
〇
一
六
年
、
前
掲
山
口
健
児
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
49
　
鶏
』

法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
一
四
～
二
一
五
頁

（
９
） 

『
九
州
文
化
史
研
究
所
史
料
集
４
　
福
岡
藩
粕
屋
郡
大
庄
屋
留
書
』
九
州
文
化
史

研
究
所
史
料
集
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
六
頁

（
10
）『
和
漢
三
才
図
会
６
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
二
二
一
頁

（
11
） 

『
福
岡
県
史 

通
史
編 

福
岡
藩
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
二
〇
〇
二
年
、
七
七
九

～
七
八
〇
頁
、『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
一
九
九
一
年
、
三
一
七
～
三
一
八
頁
な

ど
参
照
。

（
12
）
秀
村
選
三
編
『
博
多
津
要
録
』
全
三
巻
、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
八
年

（
13
）
松
下
志
朗
『
七
隈
史
料
叢
書
九
　
福
岡
藩
法
令
集
１
』
一
九
七
六
年
、
五
六
～

五
七
頁

（
14
）
前
掲
『
増
補
改
訂
　
芦
屋
町
誌
』
三
一
七
～
三
一
八
頁
、
八
五
八
～
八
五
九
頁

参
照
。

（
15
）『
福
岡
県
史
資
料
第
一
輯
』
一
九
三
二
年
「
福
岡
藩
民
政
誌
略
」
三
九
〇
頁
、
前

掲
『
福
岡
県
史
　
通
史
編
　
福
岡
藩
二
』
七
七
九
～
七
八
〇
頁
参
照
。

（
16
）
福
岡
県
養
鶏
協
会
『
ふ
く
お
か
養
鶏
の
あ
ゆ
み
』
一
九
九
九
年
、
一
五
八
頁
、

山
本
辰
雄
『
福
岡
県
農
業
外
史
』
農
業
春
秋
社
、
一
九
六
三
年

（
17
）『
宗
像
市
史
　
史
料
編
第
三
巻
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
五
年
「
地
方
文
書
・
中

村
家
文
書
」「
一
六
〇 

鶏
出
荷
控
帳
」
六
五
四
～
六
五
九
頁

（
18
） 

『
福
岡
県
史
　
近
代
史
料
編
　
福
岡
県
地
理
全
誌
二
』
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九

八
三
年

（
19
）『
宗
像
市
民
俗
調
査
報
告
書
第
２
集
　
旧
宿
場
町
・
赤
間
（
二
）』
宗
像
市
教
育

委
員
会
、
一
九
八
九
年

（
20
）
秀
村
選
三
編
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉
田
家
家
事
日
記
帳
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
二

年

（
21
）『
宗
像
市
史
　
通
史
編
第
二
巻
、
古
代
・
中
世
・
近
世
』
宗
像
市
・
一
九
九
九
年
、

第
四
章
家
記
・
地
誌
に
み
る
宗
像
の
村
　
第
二
節
五
「
家
事
日
記
帳
に
見
え
る
食

物
（
ハ
レ
の
日
の
料
理
）」
九
八
五
～
九
九
七
頁
、
及
び
前
掲
『
筑
前
国
宗
像
郡
吉

田
家
家
事
日
記
帳
』
解
題
部
分
一
二
、
五
五
五
～
五
六
四
頁
参
照
。

（
22
）
江
戸
期
の
料
理
書
と
し
て
は
、
作
者
不
詳
、
平
野
雅
章
訳
『
料
理
物
語
』
教
育

社
、
一
九
八
八
年
、
杉
野
権
兵
衛
原
著
、
福
田
浩
・
島
崎
と
み
子
訳
『
名
飯
部
類
』

教
育
社
、
一
九
八
九
年
、
博
望
子
原
著
、
原
田
信
男
訳
『
料
理
山
海
郷
』
教
育
社
、

原
田
信
男
校
註
・
解
説
『
料
理
百
珍
集
』
八
坂
書
房
、
一
九
九
七
年
な
ど
が
参
考

に
な
る
。

（
23
）『
近
世
風
俗
志
　
守
貞
謾
稿
』
岩
波
文
庫

（
24
）『
江
漢
西
遊
日
記
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
六
年
、　
一
七
八
頁
参
照
。

（
た
け
が
わ
か
つ
ゆ
き
　
近
世
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　　
は
じ
め
に

　
宗
像
市
池
田
と
遠
賀
郡
岡
垣
町
高
倉
・
内
浦
の
境
に
聳
え
る
孔
大
寺
山
（
標
高
四

九
九
ｍ
）
は
、
湯
川
山
、
金
山
、
城
山
と
並
ぶ
宗
像
連
峰
（
宗
像
四
塚
）
の
一
角
で

あ
り
、
中
腹
に
は
宗
像
三
社
（
沖
津
宮
・
中
津
宮
・
辺
津
宮
）、
織
幡
宮
、
許
斐
権

現
と
共
に
宗
像
六
社
の
一
つ
と
さ
れ
る
孔
大
寺
権
現
が
祀
ら
れ
、
宝
満
修
験
の
春
の

峰
入
り
（
宝
満
山
葛
城
峯
）
の
胎
蔵
界
九
尊
の
峯
の
第
十
に
当
て
ら
れ
た
山
岳
信
仰

の
聖
地
で
あ
る
（
第
１
図
）。

　
ま
た
江
戸
時
代
前
期
に
、
貝
原
益
軒
に
よ
り
著
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
宗

像
郡
・
孔
大
寺
山
の
項
に
は
、
孔
大
寺
権
現
の
名
の
由
来
と
し
て
、「
山
の
頂
に
大

穴
あ
り
。
故
孔
大
寺
と
號
す
」
と
あ
り
、
孔
大
寺
の
名
の
由
来
が
、
山
頂
の
大
穴
に

基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
伝
承
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
近
年
、
長
野
覺
氏
、
江
上
智
恵
氏
に
よ
り
、
山
頂
一
帯
に
、
人
工
的
に
掘
ら

れ
た
窟
状
の
穴
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
実
在
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
中
腹
に
あ
る
孔
大
寺
権
現
の
境
内
一
帯
で
は
、
古
代
～
中
世
の
土
師
器

等
の
遺
物
が
大
量
に
散
布
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、「
池
田
孔
大
寺
遺
跡
」
と
し
て
周

知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
概
要
に
つ
い
て
は
過
去
に
も

報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
森 

二
〇
〇
八
・
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会 

二
〇
一
一
・
海
の
道
む
な
か
た

館 

二
〇
一
六
）。

　
岡
寺
と
森
は
、
こ
れ
ら
孔
大

寺
権
現
の
境
内
、
さ
ら
に
は
山

頂
の
「
大
穴
」
に
つ
い
て
、
孔

大
寺
山
の
山
岳
信
仰
に
関
わ
る

重
要
地
点
の
可
能
性
が
あ
る
と

認
識
し
た
た
め
、『
宗
像
市
史
』

編
纂
に
お
け
る
調
査
の
一
環
と

し
て
、
若
杦
善
満
（
苅
田
町
教

育
委
員
会
）
の
同
行
の
下
、
現

地
調
査
を
二
〇
一
六
年
七
月
三

日
に
行
い
、
さ
ら
に
二
〇
一
七

年
十
二
月
三
日
に
、
岡
寺
と
若
杦
に
よ
り
補
足
調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら

の
調
査
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

孔
大
寺
山
頂
周
辺
「
大
穴
」
の
調
査
内
容

（
一
）
調
査
概
要

　『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
現
地
調

査
に
よ
り
孔
大
寺
山
山
頂
（
標
高
四
九
九
ｍ
）
か
ら
一
〇
～
二
〇 

ｍ
ほ

ど
下
が
っ
た
傾
斜
地
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
人
為
的
に
横
か
ら
掘
削
さ

れ
た
穴
七
カ
所
と
掘
削
後
に
埋
没
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
窪
地
四
カ
所

の
計
十
一
カ
所
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
分
布
・
規
模
・
構
造
等
の

把
握
を
目
的
と
し
、位
置
図
（
第
２
図
）
お
よ
び
残
存
状
況
が
良
好
な
「
大

穴
」
一
カ
所
（
５
号
）
に
つ
い
て
、
平
面
図
・
縦
断
面
図
（
第
３
図
）

を
作
成
し
、
他
の
「
大
穴
」
つ
い
て
は
形
状
や
残
存
状
況
の
確
認
を
お

こ
な
っ
た
。「
大
穴
」
の
内
部
・
周
辺
、
窪
地
に
お
い
て
は
、
明
確
な
遺

物
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
１
号
「
大
穴
」
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
一
標
高
の
傾
斜
面
に
位
置
し
、
西

側
稜
線
周
辺
に
二
カ
所
（
７
・
８
号
）、
北
側
稜
線
周
辺
に
四
カ
所
（
１
・

９
～
11
号
）、南
東
側
稜
線
周
辺
に
五
カ
所
（
２
～
６
号
）
が
分
布
す
る
。

　
窪
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
形
状
や
、
現
存
す
る
「
大
穴
」
に
近

接
す
る
こ
と
、
窪
地
よ
り
も
低
い
傾
斜
地
で
開
口
方
向
に
掘
削
時
に
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
礫
の
集
中
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
大
穴
」
が

埋
没
し
た
箇
所
と
推
定
し
た
。

　
以
下
に
、
各
号
の
「
大
穴
」
の
形
状
・
規
模
を
述
べ
、
測
量
を
実
施

し
た
５
号
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
詳
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
１
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
八
ｍ
を
測
る
窪
地
。
２

号
は
横
穴
形
状
で
、
天
井
部
の
落
盤
に
よ
り
奥
壁
が
露
出
す
る
。
３
号

は
、
現
存
長
さ
約
七
・
五
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
す
る
。
４
号
は
、現
存
長

さ
約
七
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
で
あ
る
。
６
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、

径
約
三
・
六
ｍ
を
測
る
窪
地
で
、
窪
地
よ
り
低
い
南
西
側
に
礫
の
集
中

が
観
察
さ
れ
た
。
７
号
は
、
円
形
擂
鉢
状
を
呈
す
る
窪
地
で
あ
る
。
８
号
は
、
現
存

長
さ
約
八
・
三
ｍ
、
幅
約
一
・
三
ｍ
の
横
穴
形
状
を
呈
し
、
奥
壁
が
逆
Ｌ
字
状
に
屈

曲
す
る
。
ま
た
８
号
の
開
口
部
北
側
に
は
径
約
三
・
五
ｍ
の
窪
地
と
礫
の
集
中
を
確

認
し
た
。
９
号
は
、
方
形
状
を
呈
し
、
長
さ
約
四
・
五
ｍ
の
窪
地
で
あ
る
。
10
号
は
、

平
面
Ｌ
字
状
を
呈
し
、
短
辺
長
さ
約
四
ｍ
、
長
辺
長
さ
約
五
ｍ
の
窪
地
。
11
号
は
、

円
形
擂
鉢
状
を
呈
し
、
径
約
三
・
六
ｍ
の
窪
地
。

　
詳
細
に
実
測
調
査
を
行
っ
た
５
号
「
大
穴
」
は
、
幅
約
一
・
〇
～
一
・
六
ｍ
、
高

さ
〇
・
六
～
二
・
二
ｍ
、
全
長
約
七
・
二
ｍ
の
規
模
で
南
西
方
向
に
開
口
す
る
横
穴

形
状
を
呈
し
て
い
る
。
縦
断
面
の
形
状
は
凸
字
状
を
呈
し
、
現
存
す
る
開
口
部
を
頂

点
と
し
て
、
内
側
・
外
側
に
向
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
（
第
３
図
）。
現
状
の
外

側
は
天
井
部
・
壁
面
の
崩
落
に
よ
り
埋
没
す
る
が
、
測
量
の
結
果
、
従
来
の
開
口
部

は
現
存
す
る
開
口
部
よ
り
西
側
に
約
二
ｍ
の
位
置
に
推
測
さ
れ
る
。

　
内
側
に
は
、
高
さ
約
二
・
二
ｍ
、
長
さ
約
二
ｍ
、
幅
約
〇
・
六
～
〇
・
八
ｍ
の
空

間
が
存
在
し
、
床
面
に
は
、
径
約
五
㎝
の
棒
状
の
加
工
木
や
木
片
が
中
量
に
、
径
一

〇
～
五
〇
㎝
を
測
る
礫
が
多
量
に
堆
積
し
て
い
た
（
写
真
３
）。
こ
れ
ら
の
礫
は
、

基
盤
（
地
山
）
層
の
安
山
岩
で
風
化
が
進
ん
だ
た
め
脆
弱
な
地
質
を
呈
し
、「
大
穴
」

掘
削
時
・
使
用
時
か
ら
の
経
年
に
よ
る
天
井
部
・
壁
面
か
ら
崩
落
し
た
礫
群
と
考
え

ら
れ
る
。
崩
落
が
少
な
い
奥
壁
面
に
お
い
て
は
、
壁
面
を
平
滑
に
仕
上
げ
る
な
ど
整

形
に
関
係
す
る
加
工
痕
は
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
（
写
真
３
・
４
）。
ま
た
、
奥
壁
面

の
ほ
ぼ
中
央
下
部
に
お
い
て
、
斜
方
向
に
径
約
三
㎝
、
深
さ
約
八
㎝
の
人
工
的
な
穿

孔
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
小
孔
が
観
察
さ
れ
、
孔
内
部
に
は
木
片
が
残
存
し
て

い
た
（
写
真
５
）。

　
５
号
の
開
口
部
か
ら
西
側
に
か
け
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
幅
二
・
二
ｍ
、
長
さ
五

・
二
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
は
、
径
五
～
二
〇
㎝
を
測
る
礫
が
中
量
に
堆
積
す
る
（
写

真
３
）。
こ
れ
ら
も
内
側
と
同
様
に
経
年
に
よ
る
開
口
部
付
近
が
崩
落
し
た
礫
群
と

考
え
ら
れ
る
。

　
５
号
の
開
口
方
向
で
あ
る
南
西
側
に
は
、
礫
の
集
中
が
見
ら
れ
な
い
幅
約
三
ｍ
の

平
坦
面
が
南
北
方
向
に
展
開
す
る
。
北
西
側
稜
線
あ
る
い
は
南
東
側
稜
線
に
続
く
通

路
と
推
定
さ
れ
る
が
、
北
西
側
は
６
号
の
崩
落
礫
群
の
堆
積
、
南
東
側
は
３
・
４
号

の
掘
削
に
よ
り
、
各
稜
線
へ
の
接
続
は
現
状
に
お
い
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
５
号
の
平
坦
面
よ
り
、
さ
ら
に
南
西
側
の
傾
斜
地
に
お
い
て
、
幅
約
八
ｍ
、
長
さ

約
四
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て
、
径
五
～
三
〇
㎝
の
礫
が
集
中
す
る
範
囲
を
確
認
し
た
。

そ
の
分
布
範
囲
か
ら
、「
大
穴
」
を
掘
削
し
た
際
に
廃
棄
し
た
礫
と
推
定
さ
れ
る

（
写
真
６
）。

（
二
）「
大
穴
」
の
性
格
等
に
つ
い
て

　
山
頂
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
「
大
穴
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
遺
物
は
確
認
さ
れ

な
か
っ
た
た
め
、
現
状
で
は
考
古
学
的
に
時
代
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か

し
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
大
穴
」
の
記
載
か
ら
、
十
八
世
紀
以
前
に
は
、
既

に
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
大
穴
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
、
大
穴
に
つ

い
て
「
宗
像
縁
起
に
、
昔
は
彼
穴
口
に
高
棚
を
か
ま
へ
、
未
嫁
女
を
生
贄
と
せ
し
に
、

神
出
て
白
馬
の
形
を
現
し
、
或
は
大
蛇
の
形
を
あ
ら
は
し
て
、
其
女
を
食
せ
し
と
云
」

と
記
し
、
生
贄
を
神
に
捧
げ
る
場
で
あ
る
記
載
の
存
在
を
示
し
て
い
る
（
た
だ
し
、

益
軒
は
こ
の
見
解
に
否
定
的
で
あ
る
）。

　
生
贄
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
説
は
さ
て
お
き
、
こ
の
「
大
穴
」
の
性
格
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
像
大
社
所
蔵
資
料
の
『
吉
野
期
神
事
目
録
』
に
は
二
月
一

日
か
ら
四
日
ま
で
孔
大
寺
三
所
権
現
、
千
手
堂
法
華
会
、
高
棚
六
所
神
供
の
こ
と
を

記
し
て
い
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
四
〇
頁
）。
こ
こ
に
あ
る
「
高

棚
六
所
」
が
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の
「
高
棚
」
と
同
一
で
あ
れ
ば
、
山
頂
の
「
大

穴
」
の
前
に
高
棚
が
置
か
れ
て
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
来
の
「
大
穴
」
の
用
途
と
し
て
は
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
供

の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
来
の
用
途
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
そ
の
一
つ
に
は
山
岳
修
験
の
修
行
を
行
う
参
籠
窟
等
の
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
頂
に
無
造
作
に
複
数
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ

も
そ
も
が
窟
修
行
自
体
が
、
自
然
に
生
じ
た
空
隙
な
ど
を
窟
空
間
と
し
て
瞑
想
を
行

う
こ
と
に
よ
り
自
然
と
一
体
と
な
る
と
い
う
自
然
崇
拝
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
自
然
崇
拝
の
思
想
に
由
来
す
る
参
籠
窟
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
人
工
的
に
掘
削
し
た
痕
跡
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鉱
石
採
掘
の
痕
跡
で

は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た

『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
の
宗
像
郡
池
田
村
の
項
に
は
、「
此
村
の
北
の
方
依
嶽

の
麓
に
て
元
禄
年
中
銅
鉱
有
と
て
試
に
穿
た
り
。
銅
多
か
ら
す
と
て
幾
程
な
く
其
事

止
た
り
。
釣
山
と
云
。
又
孔
大
寺
の
下
に
も
所
々
穿
し
穴
有
」
と
あ
っ
て
、
元
禄
年

間
に
銅
鉱
採
掘
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
の
「
孔
大
寺
の

下
」
が
、「
孔
大
寺
山
山
頂
の
下
」
と
い
う
意
味
か
、「
孔
大
寺
権
現
の
下
」
と
い
う

意
味
か
で
、
場
所
が
変
わ
っ
て
く
る
が
、
今
回
調
査
し
た
「
大
穴
」
群
を
指
し
て
い

る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
元
禄
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続
風
土

記
』
に
は
、
伝
承
を
伴
っ
た
形
で
「
大
穴
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
銅
鉱
石
の

テ
ス
ト
ピ
ッ
ト
（
試
掘
坑
）
に
し
て
は
画
一
的
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

現
段
階
に
お
い
て
は
推
定
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
他
の
可
能
性
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
大
穴
」
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が
標
高
五
〇
〇
ｍ
近
く
と
宗
像
地
域
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
最
高
所
に
あ
た
る
こ
と

や
、「
大
穴
」
の
形
状
か
ら
み
て
、
穴
の
内
側
へ
の
雨
水
流
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
日
光
が
差
し
込
ま
な
い
構
造
で
あ
り
、
穴
内
部
の
温
度
・
湿
度

は
一
定
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
地
と
構
造
上
の
特
徴
か

ら
、「
大
穴
」
は
冬
季
に
降
っ
た
雪
を
蓄
積
し
、春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
温
暖
期
ま
で
、

氷
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
「
氷
室
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
一
年
を
通
じ
て
容
易
に
氷
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
現
代
と
は
異
な

り
、
夏
の
暑
い
時
季
に
氷
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
近
世
以
前
に
お
い
て

は
、
温
暖
期
の
氷
は
非
常
に
重
宝
さ
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
涼
を
得
る
な
ど
の
貴
人
の

風
流
ば
か
り
で
は
な
く
、
宗
教
儀
式
や
祈
祷
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
い
う
。
孔
大
寺
権
現
は
も
と
よ
り
、
宗
像
大
社
な
ど
で
行
わ
れ
る
儀
式
等
に

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』

に
も
未
婚
女
性
の
生
贄
の
場
所
と
い
う
常
時
立
ち
入
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う

な
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
氷
と
い
う
貴
重
な
財
産
を
守
る
た
め
の
附
会
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
、
氷
室
と
判
断
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
あ
る
。
一
つ
は
、「
大

穴
」
の
配
置
が
氷
室
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
日
が
差
し
込
み
に
く
い
北
向
き
を
中
心
と

し
た
配
置
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
開
口
す
る
方
位
に

北
へ
の
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
福
岡
県
内
に
お
け
る
氷
室
と
し
て
は
豊
前
市
の
求
菩

提
山
山
中
の
近
世
の
も
の
な
ど
が
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
積
石
を
伴
っ
て
お
り
、

明
ら
か
に
形
状
が
異
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上

に
想
定
が
難
し
く
、
ま
た
銅
鉱
石
の
試
掘
坑
の
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
、
断
定
も

否
定
も
言
え
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　

孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
の
調
査
内
容

　
孔
大
寺
山
権
現
（
神
社
）
は
、
孔
大
寺
山
の
西
側
中
腹
（
標
高
三
一
九
ｍ
）
に
鎮

座
す
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
孔
大
寺
山
権
現
は
、
吉
野
の
蔵
王
権
現
の
一

神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
後
期
の
文
政
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
筑
前
国
続

風
土
記
拾
遺
』
宗
像
郡
・
池
田
村
孔
大
寺
山
神
社
の
項
に
は
、「
昔
此
御
社
繁
昌
の

時
は
山
中
に
坊
舎
多
か
り
し
よ
し
今
も
其
址
有
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
神
木
の
銀
杏
、

千
手
観
音
堂
の
こ
と
な
ど
も
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
周
辺
に
は
人
工
的
に
造
成
さ
れ
た
平
坦
面
群
や
大
量

の
遺
物
散
布
が
見
ら
れ
た
た
め
、
現
地
調
査
の
際
に
、
岡
寺
が
千
分
の
一
の
縮
尺
に

よ
り
現
況
の
境
内
平
面
図
を
作
成
し
た
（
第
４
図
）。
そ
の
図
を
基
に
ま
ず
は
境
内

の
状
況
を
確
認
す
る
。

　
孔
大
寺
山
の
中
腹
、
標
高
三
一
九
ｍ
地
点
に
、
現
在
、
孔
大
寺
山
権
現
の
社
殿
が

東
向
き
に
置
か
れ
て
お
り
（
写
真
８
）、
そ
の
社
殿
を
中
心
に
東
西
約
一
五
〇
ｍ
に

わ
た
っ
て
平
坦
面
群
が
並
列
し
て
い
る
。
社
殿
か
ら
東
へ
下
っ
た
尾
根
の
鞍
部
に

は
、
福
岡
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
孔
大
寺
の
イ
チ
ョ
ウ
」
の
大
木

が
あ
る
。
現
在
、
胸
高
周
囲
は
六
・
〇
ｍ
、
根
廻
り
九
・
四
ｍ
も
あ
る
大
木
で
、
孔

大
寺
宮
の
御
神
木
と
さ
れ
、
地
元
で
大
切
に
護
ら
れ
て
い
る
（
写
真
９
）。
こ
の
銀
杏

に
つ
い
て
は
、『
筑
前
国
続
風
土
記
』
で
は
「
め
ぐ
り
五
囲
あ
り
」、『
筑
前
国
続
風
土

記
附
録
』
で
は
「
六
囲
余
」、『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
で
は
「
囲
ミ
三
丈
壱
尺
稀

世
の
喬
木
也
」
と
あ
る
。
三
丈
一
尺
は
、
約
九
・
四
～
九
・
五
ｍ
で
あ
り
、
根
廻
り

の
数
値
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
「
大
木
の
銀
杏
ハ

神
木
の
外
に
も
社
の
近
辺
に
数
十
株
生
茂
れ
り
」
と
あ
り
、
ま
た
「
社
の
下
弐
町
斗

に
大
杉
有
」
と
あ
り
、
神
木
以
外
の
銀
杏
の
大
木
や
杉
の
大
木
も
か
つ
て
あ
っ
た
こ
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と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。

孔大寺山権現孔大寺山権現

頂
山
→

イチョウイチョウ

第 4図　孔大寺山権現境内平面図

写真８　孔大寺山権現 写真９　孔大寺山のイチョウ
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と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。

１

２

３

４

５

６

７

０ 15cm

第 5図　孔大寺山権現境内採集遺物

（1～ 6：土師器、7：滑石製石鍋転用品）



と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

33

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）

《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。

（
２
）



と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
玄
海
町
誌
』（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
四
四

二
頁
）
に
は
、「
昔
は
杉
の
大
木
が
あ
っ
て
「
孔
大
寺
杉
」
の
名
声
を
馳
せ
て
い
た

が
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
伐
り
尽
さ
れ
、
ま
た
杉
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ
た

大
銀
杏
の
樹
群
も
戦
後
伐
ら
れ
し
、
た
だ
本
樹
（
神
木
の
こ
と
）
を
残
す
の
み
と
な

っ
た
」
と
あ
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

　
こ
の
神
木
の
銀
杏
の
東
側
に
は
や
や
広
い
平
坦
地
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
大
量

に
中
世
の
土
師
器
が
散
布
し
て
い
る
。
九
～
十
六
世
紀
と
幅
広
い
時
期
の
遺
物
が
採

集
さ
れ
て
い
る
が
（
海
の
道
む
な
か
た
館 

二
〇
一
六
）
、
若
干
の
滑
石
製
石
鍋
（
第

５
図
７
）
、
す
り
鉢
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
土
師
器
坏
・
小
皿
（
一
部
高
坏
？
）
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
形
態
の
脚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
大
半
を

占
め
て
い
る
（
第
５
図
１
～
６
）
。
そ
れ
ら
の
土
師
器
は
、
す
べ
て
底
部
糸
切
り
の

も
の
で
あ
り
、
寸
法
な
ど
か
ら
十
二
～
十
三
世
紀
を
中
心
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
像
大
社
所
蔵
文
書
か
ら
、
鎌
倉
期
の
年
中
行
事
と
し
て
、
二
月
四
日
に
「
孔

大
寺
護
灯
」
が
あ
り
、
「
正
平
年
中
行
事
」
に
は
二
月
の
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
、

九
州
二
島
の
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
て
祀
る
盛
大
な
祭
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
千
手
堂
の
仏
事
や
法
華
八
講
等
が
行
わ
れ
、
修
二
会
の
性

格
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
さ
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・
五
六
六
頁
）
、
同
文
献
に
は
、

「
孔
大
寺
権
現
一
所
」
と
し
て
「
眷
属
小
神
本
地
寺
　
山
神
一
所
　
芥
神
一
所
　
千

手
堂
一
所
」
と
あ
っ
て
、
境
内
に
末
社
二
宇
と
本
地
堂
一
宇
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会 

一
九
六
一
・
六
三
九
～
六
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
採
集

さ
れ
て
い
る
土
師
器
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
た
び
に
大
量
に
製
作
、
使
用
、
廃
棄

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
孔
大
寺
山
権
現
社
殿
を
中
心
に
、
中
世
期
に
は
い
く
つ
か
の
堂
舎

が
立
ち
並
ぶ
中
で
、
宗
像
大
社
の
重
要
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ

う
。
神
木
の
銀
杏
に
は
隣
接
し
て
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
（
森 

二
〇
〇
六
・

五
六
六
頁
）、
現
在
、
宗
像
市
村
山
田
の
梅
谷
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
孔
大
寺

権
現
の
本
地
仏
と
さ
れ
た
千
手
観
音
立
像
（
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
銘
）
も
か
つ

て
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
は
、廃
寺
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

宝
満
春
峰
に
お
い
て
、「
法
華
ノ
道
場
」
と
し
て
二
夜
三
日
逗
留
の
上
、
護
摩
を
焚

い
た
と
い
う
重
要
箇
所
と
さ
れ
た
の
も
、
中
世
以
来
の
孔
大
寺
山
の
宗
教
的
な
重
要

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
の
権
現
社
殿
が
あ
っ
た
中
腹
一
帯
に
は
、
僧
坊
な
ど
の
日
常
生
活
空
間

が
存
在
す
る
ほ
ど
の
平
坦
地
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
採
集
遺
物
に
生

活
に
関
わ
る
よ
う
な
陶
磁
器
な
ど
の
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
祭
祀
に
用
い
た
土
師

器
が
大
半
で
あ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
し
、
ま
た
社
殿
か
ら
参
道
の
石
段
を
少
し

下
っ
た
場
所
に
、
わ
ず
か
な
水
場
が
あ
る
が
、
せ
い
ぜ
い
神
仏
に
供
え
る
閼
伽
水
を

供
給
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
僧
た
ち
の
日
常
生
活
空
間
は
、
も
っ
と
麓
の
方
に

想
定
さ
れ
る
。『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
に
は
麓
の
千
疋
原
の
鳥
居
本
と
い
う
場

所
に
か
つ
て
一
の
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
坊
舎
の
址
が
多
数
み
ら
れ
る
と
記
し

て
い
る
。
ま
た
、『
玄
海
町
誌
』
に
は
、「
麓
の
方
に
、
堀
坊
、
仙
岳
坊
、
円
城
坊
等

の
字
名
や
坊
址
が
多
い
」
と
あ
る
（
玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会 

一
九
七
五
・
一
〇
一

頁
）。
千
疋
原
は
麓
の
集
落
域
で
あ
り
、
ま
た
、「
堀
坊
」、「
仙
岳
坊
」
に
つ
い
て
は

現
在
も
、
麓
の
遥
拝
所
北
側
に
「
仙
岳
」
の
字
や
、
池
の
名
称
に
「
堀
坊
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（「
円
城
坊
」
に
つ
い
て
は
不
明
）。
詳
細
な
坊
跡
な
ど
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
孔
大
寺
山
の
僧
坊
は
、
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
み
ら
れ

る
。

　

お
わ
り
に

　
今
回
の
現
地
調
査
お
よ
び
記
録
作
成
に
よ
り
、孔
大
寺
山
に
現
存
す
る
山
頂
の「
大

穴
」
遺
構
と
中
腹
の
孔
大
寺
山
権
現
境
内
の
遺
構
・
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
孔
大
寺
山
権
現
は
、
孔
大
寺
山
の
山
岳
信
仰
の
中
心
で

あ
り
、
中
世
期
の
遺
物
散
布
の
状
況
と
遺
構
の
展
開
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、「
高
棚
」
の
記
載
か
ら
、
南
北

朝
期
に
は
神
供
の
場
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
共
に
、
本
来
的
に
は
、
氷
室
な
ど

の
宗
教
色
の
濃
い
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
銅
鉱
採
掘
の
テ
ス
ト

ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
山
岳
信
仰
に
直
接
か
か
わ
る
も

の
か
否
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
銅
鉱
採
掘
に
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
的
な
色
合
い
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

れ
は
、
宇
佐
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
神
鏡
が
鋳
造
さ
れ
た
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
の

清
祀
殿
の
近
く
に
あ
る
神
間
歩
は
、
宇
佐
神
宮
奉
納
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
の
銅
鉱

石
の
採
掘
坑
が
、
後
に
神
殿
化
し
て
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
筑
前
国
続
風
土
記

拾
遺
』
に
は
先
述
の
宗
像
郡
池
田
村
釣
山
で
採
掘
し
た
銅
鉱
に
よ
り
、
東
照
院
（
宗

像
市
池
田
）
の
喚
鐘
一
口
が
鋳
造
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孔

大
寺
山
山
頂
の
「
大
穴
」
遺
構
が
、
た
と
え
銅
鉱
採
掘
坑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

宗
教
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
５
号
大
穴
の
石
種
鑑
定
に
つ
い
て
は
浦
田
健
作
氏
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
客
員

教
授
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
２
）
坊
に
関
す
る
字
名
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
船
津
建
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

【
参
考
文
献
】

海
の
道
む
な
か
た
館
『
む
な
か
た
の
山
岳
信
仰
　
ム
ナ
カ
タ
の
考
古
学
６
』（
平
成
二
十

八
年
度
秋
の
特
別
展
図
録
）　
二
〇
一
六
年

九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
『
北
部
九
州
の
山
岳
霊
場
遺
跡―

近
年
の
調
査
事
例
と
研

究
視
点―

』（
第
一
回
九
州
山
岳
霊
場
遺
跡
研
究
会
資
料
集
）　
二
〇
一
一
年

玄
海
町
町
誌
編
纂
委
員
会
『
玄
海
町
誌
』
玄
海
町
　
一
九
七
五
年

宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
　
一
九
六
一
年

森
　
弘
子
『
宝
満
山
の
環
境
歴
史
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年

（
わ
か
す
ぎ
よ
し
み
つ
　
苅
田
町
教
育
委
員
会
／
お
か
で
ら
り
ょ
う

　
原
始
・
古
代
部
会
／
も
り
ひ
ろ
こ
　
民
俗
・
美
術
・
建
築
部
会
）
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《
調
査
報
告
》

　
宗
像
市
は
、
平
成
の
大
合
併
の
九
州
第
１
号
と
し
て
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

４
月
１
日
に
旧
宗
像
市
と
旧
玄
海
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
同
17
（
05
）
年
３
月

28
日
に
は
離
島
・
大
島
村
を
編
入
合
併
し
、現
在
の
新
宗
像
市
と
な
っ
た
。
政
府
は
、

全
国
的
に
市
町
村
合
併
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
「
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
同
12
（
00
）
年
４
月
に
施
行
し
た
。
こ

の
改
正
で
、
財
政
上
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
合
併
特
例
債
（
地
方
債
）
の
新
設

や
、
地
方
交
付
税
の
算
定
替
の
延
長
を
盛
り
込
ん
だ
。
そ
の
最
大
の
特
典
が
17
（
05
）

年
３
月
末
ま
で
に
合
併
し
た
市
町
村
に
の
み
発
行
が
認
め
ら
れ
た
合
併
特
例
債
だ
っ

た
。
そ
こ
で
政
府
が
推
進
し
た
合
併
な
ら
で
は
の
最
大
の
特
典
と
も
い
え
る
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
、
宗
像
市
の
代
表
的
な
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
紹
介
と
併
せ
て
、
大

合
併
の
背
景
と
経
緯
な
ど
を
振
り
返
っ
た
。

　　
　
　
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
完
成

　
　
　

Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
北
口
整
備
事
業

　
旧
玄
海
町
と
の
合
併
当
初
の
宗
像
市
は
、
人
口
は
約
９
万
３
０
０
０
人
。
県
内
７

番
目
の
規
模
に
な
っ
た
。
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
１
月
末
現
在
は
９
万
７
２
８
８

人
。
宗
像
市
は
、
福
岡
・
北
九
州
の
二
大
都
市
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
。
同
29

（
17
）
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
『
神
宿
る
島
』
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
の
構
成
資
産
の
一
つ
宗

像
大
社
（
辺
津
宮
）
や
、
真
言
宗
の
開
祖
、
弘
法
大
師
・
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し

て
大
同
元
（
８
０
６
）
年
に
創
建
し
た
国
内
最
初
の
同
宗
寺
院
と
さ
れ
る
鎮
国
寺
、

白
砂
青
松
の
玄
海
国
定
公
園
な
ど
歴
史
的
な
シ
ン
ボ
ル
や
豊
か
な
自
然
景
観
は
県
内

外
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。
宗
像
市
に
三
つ
あ
る
Ｊ
Ｒ
九
州
の
駅
は
「
赤
間
」

「
東
郷
」「
教
育
大
前
」
と
、「
宗
像
」
を
冠
し
た
駅
名
が
な
い
こ
と
か
ら
、
市
の
顔

と
な
る
玄
関
口
づ
く
り
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。

　
宗
像
市
・
玄
海
町
合
併
協
議
会
が
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
４
月
、
新
市
の
中

心
拠
点
を
Ｊ
Ｒ
赤
間
駅
周
辺
と
位
置
付
け
る
な
ど
の
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
を
受

け
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
同
19
（
２
０
０
７
）
年
７
月
、「
赤
間
駅
北
口
整
備
」

事
業
に
着
工
し
、
同
24
（
12
）
年
２
月
に
完
成
し
た
。
合
併
特
例
債
を
活
用
し
た

初
め
て
の
事
業
だ
っ
た
。
総
事
業
費
は
約
58
億
９
８
９
７
万
円
に
も
上
っ
た
。
同

19
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
が
２
７
９
億
２
９
２
８
万
円
な
の
で
、
こ
れ
と
比

較
す
れ
ば
い
か
に
大
事
業
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

　
総
事
業
費
の
う
ち
、
41
億
７
２
７
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
い
、
宗
像
市
の

持
ち
出
し
は
約
１
億
５
５
８
５
万
円
で
済
ん
だ
。
残
り
約
15
億
７
０
４
０
万
円
は

国
庫
支
出
金
だ
っ
た
。
市
が
事
業
費
全
額
を
負
担
す
る
と
な
れ
ば
、
財
政
運
営
全

般
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ

る
。
合
併
特
例
債
と
い
う
優
遇
措
置
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
規
模
事
業
や
通
常

で
は
設
置
で
き
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
交
通
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
の
推
進
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
事
業
の
対
象
地
域
は
、
赤
間
駅
前
北
口
を
中
心
に
東
西
約
４
０
０
㍍
、
南
北
約
１

０
０
㍍
内
の
約
３
・
６
㌶
。
地
権
者
は
法
人
49
社
・
個
人
。
最
大
の
所
有
者
は
市
の

約
６
０
０
０
平
方
㍍
。
次
い
で
Ｊ
Ｒ
九
州
の
約
３
０
０
０
平
方
㍍
、
個
人
約
２
０
０

０
平
方
㍍
な
ど
で
減
歩
率
は
14
・
36
％
だ
っ
た
。

　
事
業
に
着
工
し
た
当
時
の
赤
間
駅
の
利
用
客
は
年
間
８
０
０
万
人
で
、
Ｊ
Ｒ
九
州

管
内
で
は
12
番
目
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
駅
北
口
周
辺
は
、
老
朽
化
し
た
低
層

木
造
住
宅
と
店
舗
が
混
在
し
て
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
を
極
め
、
商
業
地
と
し
て
の

機
能
低
下
も
顕
著
だ
っ
た
。
さ
ら
に
駅
を
挟
ん
で
北
に
サ
ン
リ
ブ
く
り
え
い
と
宗

像
、南
に
は
ゆ
め
タ
ウ
ン
宗
像
の
両
大
型
商
業
施
設
が
進
出
し
て
お
り
、
客
足
も
商

品
ア
イ
テ
ム
が
豊
富
な
大
型
商
業
施
設
に
流
れ
て
行
き
、
店
舗
経
営
は
苦
戦
を
強
い

ら
れ
て
い
た
。

　
完
成
し
た
主
な
公
共
施
設
は
、▽
赤

間
駅
北
口
駅
前
広
場
５
０
０
０
平
方

㍍
（
バ
ス
停
３
カ
所
、
タ
ク
シ
ー
乗

り
場
２
カ
所
、
最
初
の
30
分
以
内
無

料
の
一
般
駐
車
場
）▽
街
区
公
園
２
カ

所
計
１
０
８
０
平
方
㍍
▽
総
延
長
１

㌔
の
区
画
道
路
（
幅
４
～
９
㍍
）
な

ど
。
関
連
事
業
と
し
て
▽
駅
舎
と
北

口
駅
前
広
場
、
南
口
駅
前
広
場
を
結

ぶ
自
由
通
路
▽
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
▽
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
▽
有
料
駐
車
場
３
カ

所
計
１
２
０
台
▽
有
料
駐
輪
場
２
カ
所
計
８
８
９
台
▽
宗
像
署
赤
間
駅
前
交
番
▽
市

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
完
成
し
、
名
実
と
も
に
宗
像
市
の
「
新
玄
関
口
」
と
な

っ
た
。

　
　
　

　
　
　
地
域
活
動
の
拠
点

　
　
　

コ
ミ
セ
ン
を
12
カ
所
に
整
備

　
　
　

　
も
う
一
つ
は
、
宗
像
市
が
最
重
要
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
地
域
社
会
）
を
核
に
し
た
住
民
自
治
組
織
の
活
動
拠
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

セ
ン
タ
ー
（
コ
ミ
セ
ン
）
の
整
備
で
あ
る
。
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年
、
自
由
ヶ

丘
・
日
の
里
両
公
民
館
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
に
位
置
付
け
た
の
を
機
に
、

同
年
度
か
ら
同
25
（
２
０
１
３
）
年
度
ま
で
に
、
新
設
の
赤
間
西
コ
ミ
セ
ン
を
含
む

12
カ
所
（
新
設
、
増
改
築
）
全
て

が
完
成
し
た
。
総
事
業
費
24
億
５

４
５
７
万
円
の
う
ち
、
23
億
１
７

８
０
万
円
を
合
併
特
例
債
で
賄
っ

た
。
市
の
持
ち
出
し
は
１
億
２
３

２
７
万
円
で
済
み
、
残
り
１
３
５

０
万
円
は
県
支
出
金
な
ど
だ
っ

た
。

　
宗
像
市
は
昭
和
50
（
１
９
７

５
）
年
に
第
１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

会
議
の
設
置
を
機
に
施
策
を
始
動

し
た
。
平
成
18
（
２
０
０
６
）
年

に
施
行
さ
れ
た
「
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
の
役
割
を
明
確
に
し
た
。
同
19
（
07
）
年
第

１
次
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
て
、
相
互
扶
助
意
識
の
向
上

と
併
せ
て
地
域
分
権
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
。
同
27
（
15
）

年
に
は
第
２
次
基
本
構
想
・
基
本
計
画
を
策
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
策
の
推
進
に

力
を
注
い
で
い
る
。

　
コ
ミ
セ
ン
の
運
営
は
、
原
則
と
し
て
小
学
校
区
単
位
に
設
立
さ
れ
た
地
域
住
民
の

自
主
的
な
組
織
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
営
協
議
会
が
宗
像
市
の
指
定
管
理
者
と
し
て
当

た
っ
て
い
る
。
現
在
は
、
コ
ミ
セ
ン
を
舞
台
に
し
た
秋
祭
り
や
英
会
話
、
社
交
ダ
ン

ス
、
書
道
な
ど
の
各
教
室
、
各
種
講
演
会
な
ど
が
開
か
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
交

流
の
場
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
全
国
的
に
も
あ
ま
り
例
が

な
く
、
今
で
も
県
内
外
の
自
治
体
か
ら
職
員
や
議
員
ら
が
運
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
た

め
視
察
に
訪
れ
て
い
る
。

　
運
営
費
は
、
宗
像
市
の
権
限
移
譲
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
健
康
づ
く
り
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
生
涯
学
習
な
ど
８
事
業
）
に
伴
う
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
と
指
定
管
理
料
で
賄
わ
れ
る
。
平
成
29
（
２
０
１
７
）
年
度
当
初
予
算
に
は
、

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
は
約
１
億
５
７
９
３
万
円
、
指
定
管
理
料
は
約
１
億
２
４
９
２

万
円
が
計
上
さ
れ
た
。

　
　
　
合
併
特
例
債
を
有
効
活
用

　
政
府
は
、
平
成
の
大
合
併
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
合
併
後
10
年
間
は
合
併
が
な

か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
て
算
定
し
た
普
通
交
付
税
を
毎
年
保
証
す
る
こ
と
や
、
旧
自

治
体
の
議
員
が
最
長
２
年
間
は
新
自
治
体
の
議
員
と
し
て
在
任
で
き
る
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
特
例
措
置
」
を
掲
げ
た
。

　
合
併
特
例
債
は
、
市
町
村
に
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
た
め
に
発
行
す
る
地
方

債
の
こ
と
。
対
象
は
、
合
併
時
に
策
定
し
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
や
地

域
振
興
の
た
め
の
基
金
積
み
立
て
に
限
定
さ
れ
る
。
発
行
限
度
額
は
合
併
す
る
市
町

村
の
数
や
人
口
規
模
な
ど
で
決
ま
る
。
借
金
に
は
変
わ
り
な
い
が
、最
大
の
魅
力
は
、

元
利
償
還
金
の
70
％
を
政
府
が
後
年
の
普
通
交
付
税
で
補
て
ん
し
て
く
れ
る
こ
と

だ
。

　
宗
像
市
は
、
こ
れ
ま
で
に
51
事
業
（
表
１
参
照
）
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
い

る
。
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
度
か
ら
同
28
（
16
）
年
度
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
事
業

費
の
総
額
は
２
７
６
億
４
７
２
３
万
円
。
発
行
限
度
額
２
２
１
億
９
７
０
０
万
円
に

対
し
て
１
９
０
億
３
６
５
０
万
円
を
発
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
金
（
表
１
参
照
）

は
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
基
金
、
離
島
振
興
基
金
を
設
け
、
そ
の
利
息
を
地
域
の
行

政
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
市
民
団
体
へ
の
助
成
、
市
離
島
振
興
、
世
界
遺
産
登
録
活
動
推

進
等
の
事
業
に
活
用
し
て
き
た
。
発
行
限
度
額
37
億
２
５
０
万
円
に
対
し
て
31
億
３

５
０
０
万
円
を
発
行
済
み
。

　　
　
　
平
成
の
大
合
併　

推
進
の
背
景

　　
政
府
が
平
成
17
（
２
０
０
５
）
年
３
月
（
そ
の
後
、
経
過
措
置
と
し
て
１
年
間
優

遇
措
置
を
継
続
）
ま
で
の
合
併
を
推
進
し
た
背
景
に
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
に
不

可
欠
な
行
財
政
基
盤
の
強
化
に
あ
っ
た
。「
地
方
分
権
時
代
に
対
応
し
た
行
政
体
制

の
確
立
」「
財
政
危
機
か
ら
の
脱
却
」「
少
子
・
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。

　
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年
度
末
の
国
債
発
行
残
高
は
３
６
７
兆
円
。
２
年
後
の
同

14
（
02
）
年
度
に
は
54
兆
円
も
膨
ら
ん
で
４
２
１
兆
円
に
な
っ
た
。
財
政
力
が
弱
い

自
治
体
の
財
源
を
保
証
す
る
同
年
度
の
普
通
地
方
交
付
税
の
配
分
総
額
は
、
前
年
度

比
約
４
％
減
っ
て
約
18
兆
３
７
２
２
億
円
と
な
っ
た
が
、
約
13
兆
円
し
か
確
保
で
き

ず
、
国
、
地
方
の
財
政
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
同
15
（
03
）
年
度
末
の
国
債
発

行
残
高
は
４
５
６
兆
円
に
膨
ら
ん
だ
。
こ
う
し
た
政
府
の
厳
し
い
台
所
事
情
か
ら
、

合
併
で
財
政
的
に
も
、
人
的
に
も
強
固
で
効
率
的
な
自
治
体
に
な
っ
て
も
ら
い
、
歳

出
削
減
に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
平
成
14
（
02
）
年
３
月
、
市
町
村
合
併
推
進

の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
当
時
の
片
山
虎
之
助
総
務
大
臣
が
、
全
市
町
村
長
に
「
合
併

推
進
の
手
紙
」
を
出
し
た
こ
と
が
、財
政
危
機
の
深
刻
さ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

同
14
（
02
）
年
は
、
全
国
の
各
自
治
体
が
相
次
い
で
法
定
合
併
協
議
会
や
任
意
の
合

併
協
を
設
置
し
た
の
に
加
え
、
合
併
の
賛
否
を
問
う
住
民
投
票
を
実
施
す
る
な
ど
、

合
併
の
実
現
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
時
だ
っ
た
。

　
　
　
日
本
の
市
町
村
合
併
の
歴
史

　
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年
４
月
、
近
代
的
地
方
自
治
制
度
の
市
制
町
村
制
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
戸
籍
の
事
務
処
理
や
教
育
、
徴
税
な
ど
行
政
上
の
目
的
に

見
合
っ
た
規
模
と
、
江
戸
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
集
落
と
の
隔
た
り
を
解
消
す
る

た
め
に
、
約
３
０
０
戸
か
ら
５
０
０
戸
を
標
準
と
し
た
全
国
規
模
の
合
併
だ
っ
た
。

同
21
（
88
）
年
に
は
７
万
１
３
１
４
町
村
を
数
え
た
が
、
こ
の
明
治
の
大
合
併
で
１

万
５
８
５
９
町
村
に
激
減
し
た
。

　
大
正
時
代
か
ら
戦
前
に
か
け
て
も
市
町
村
合
併
は
全
国
で
進
ん
だ
。
昭
和
の
大
合

併
の
始
ま
り
は
、
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
以
降

に
本
格
化
し
た
。
戦
後
、
新
制
中
学
校
の
設
置
や
自
治
体
警
察
、
市
町
村
消
防
な
ど

が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
務
管
理
が
市
町
村
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
各
自
治

体
は
事
務
処
理
の
能
率
化
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
て
対
応
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
昭
和
28
（
１
９
５
３
）
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
が

「
村
は
お
お
む
ね
、
８
０
０
０
人
以
上
の
住
民
を
有
す
る
を
標
準
」
を
半
強
制
的
に

明
文
化
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
９
８
６
８
市
町
村
に
減
っ
た
。
さ
ら
に
８
年
後

の
昭
和
36
（
61
）
年
に
は
３
４
７
２
市
町
村
に
な
っ
た
。

　
平
成
の
大
合
併
は
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年
４
月
施
行
の
改
正
合
併
特
例
法
と
、

同
12
（
２
０
０
０
）
年
４
月
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
（
合
併
特
例
法
の
改
正
を
含

む
）
で
本
格
的
に
動
き
始
め
た
。
改
正
合
併
特
例
法
に
は
、
市
町
村
長
に
限
ら
れ
て

い
た
合
併
の
提
案
を
、
有
権
者
の
50
分
の
１
以
上
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
合
併
協
議
会

の
設
置
を
請
求
で
き
る
「
住
民
発
議
制
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一

括
法
で
は
、
合
併
特
例
債
の
新
設
と
合
併
算
定
替
の
期
間
を
、
そ
れ
ま
で
の
10
年
間

か
ら
15
年
間
に
延
長
す
る
な
ど
の
手
厚
い
優
遇
策
を
設
け
た
こ
と
な
ど
が
合
併
を
後

押
し
し
た
と
言
え
る
。

　
平
成
11
（
１
９
９
９
）
年
３
月
末
で
全
国
３
２
３
２
市
町
村
を
数
え
た
。
市
町
村

合
併
特
例
法
の
経
過
措
置
が
終
了
し
た
同
18
（
２
０
０
６
）
年
３
月
末
は
１
８
２
１

市
町
村
に
減
少
し
、
同
22
（
10
）
年
３
月
末
は
１
７
２
７
市
町
村
に
減
っ
た
。
同
22

年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
新
合
併
特
例
法
か
ら
「
３
万
市
特
例
」
と
「
国
・
都
道
府
県

に
よ
る
合
併
推
進
に
関
す
る
規
定
」
が
削
除
さ
れ
、
法
の
目
的
も
「
合
併
推
進
」
か

ら
「
合
併
の
円
滑
化
」
に
方
向
転
換
し
た
こ
と
で
合
併
は
激
減
し
た
。
そ
の
後
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
の
合
併
し
か
な
く
、
同
26
（
14
）
年
４
月
５
日
に
栃
木
市
が
旧
岩
舟

町
を
編
入
合
併
し
て
以
降
、
合
併
の
動
き
は
な
い
。
同
29
（
17
）
年
12
月
末
現
在
で

１
７
１
８
市
町
村
（
７
９
１
市
、
７
４
４
町
、
１
８
３
村
）。
こ
の
数
字
は
当
初
、

政
府
が
達
成
目
標
に
掲
げ
て
い
た
「
１
０
０
０
程
度
の
市
町
村
」
に
及
ば
な
い
。


